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   （午前10時０分開議） 

  （坊議長議長席に着く） 

○議長（坊 やすなが君） おはようございま

す。 

  ただいまより本日の会議を開きます。 

  最初に、諸般の報告を申し上げます。 

  昨日の本会議において可決されました、持

続可能な学校の実現を求める意見書提出の件

は、関係方面に提出いたしておきましたので、

御了承願います。 

  以上、報告を終わります。 

  これより議事に入ります。 

  日程によりまして、日程第１ 一般質問に

入ります。 

  これより順次発言を許可いたします。 

  57番松本しゅうじ君。 

  （57番松本しゅうじ君登壇）（拍手） 

○57番（松本しゅうじ君） おはようございま

す。自民党神戸市会議員団・無所属の会の松

本です。本日は、吉田議員・上畠議員ととも

に質問いたします。よろしくお願いいたしま

す。 

  それでは、初めに西海岸エリアのさらなる

集客力向上と国道２号の渋滞問題について、

お伺いいたします。 

  本年６月にオープンした神戸須磨シーワー

ルドは、10月には来館者数100万人を達成し、

隣接するホテルや公園西側のにぎわい施設等

にも多くの観光客が訪れており、さらには、

先月には、須磨海づり公園、そして、マリン

ピア神戸がリニューアルし、神戸の西海岸エ

リアの魅力は高まってきています。 

  一方、マリンピア神戸については、土・

日・祝日や夏休みになると多くの観光客が訪

れることで、近隣の国道２号の渋滞につなが

り、周辺住民の生活にも影響が及ぶだけでは

なく、リピート客を逃す原因にもなると懸念

しています。抜本的な渋滞対策として、例え

ば、道路拡幅や海上迂回道路の整備など、ハ

ード面の対応が必要不可欠でありますが、国

や県など関係機関との調整をはじめ、多額の

財源確保など、様々な課題が見込まれます。 

  しかしながら、いつまでも先送りにはでき

ない問題であります。まずは神戸市が抜本的

な課題解決に向け、主体に声を上げていくべ

きと考えるが、見解をお伺いいたします。 

  次に、都市公園条例の改正について、お伺

いいたします。 

  本市の都市公園条例の第６条第１項第７号

においては、指定された場所以外に車の乗り

入れや留め置きを行うことが禁止されており、

そのため、例えば、運動前後にグラウンド整

地作業を行う際、トンボを使って人の手で整

備する必要があり、特に雨が降った翌日など

は大変な作業が生じております。令和８年９

月に予定されていますＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ

では、活動主体が学校から地域の団体へと移

行することとなっており、これまで以上に都

市公園の利用者が増加することが予想されま

す。 

  このような規制があっては安全なスポーツ

活動の妨げになるのではないか。単に車両の

乗り入れを一律禁止するのではなく、一定の

緩和条件を設けるなど、条例改正を行うべき

と考えるが、見解をお伺いいたします。 

  次に、物流の円滑化に資する山麓バイパス

の全線無料化についてお伺いします。 

  神戸経済の発展のためには物流のスピード

化が非常に重要と考えています。昨年の本会

議では、海上コンテナ車の山麓バイパスの無

料化について質疑したところ、今後の料金制

度の在り方については、国や県関係者と協議

を行い、検討していくと答弁がありました。

山麓バイパスは、西神地域から直接都心へ、

また、東部方面へも短時間でアクセスできる

便利な道路であり、物流をより円滑にしてい

くためにも、無料化を求める声は大きく、ま

た、令和４年に兵庫区で発生したコンテナト

レーラーの横転事故を受け、昨年から海上コ

ンテナ車は市道山麓線において、新たな特殊
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車両通行許可が認められておらず、国道２号

や175号への迂回を余儀なくされ、物流のス

ピードは大きく低下しております。さらに、

燃料高騰や物価高騰に加え、人手不足等の問

題が相まって、国際戦略港湾の推進を支える

物流業界は非常に厳しい状況に置かれていま

す。建設費の償還のために有料期間を延長す

るという目先の利益ではなく、神戸経済を支

え、活性化させていく物流網の確立のため、

まずは物流を担う大型車両だけでも、先立っ

て無料化を実施すべきと考えますが、現在の

検討状況と今後の方針についてお伺いいたし

ます。 

  次に、企業誘致のための物流ネットワーク

の維持・充実についてお伺いします。 

  神戸の人口減少が進行する原因の１つは、

若者の働く場が少ないことであるとも言われ

ています。そのような中、現在、物流業界は、

自動車運送事業における時間外労働規制の見

直しにより、輸送能力の低下や人手不足が深

刻化する2024年問題に直面しており、その影

響は、全ての企業の経済活動にも波及する大

きな問題となっています。 

  一方で、本市は、空港や高速道路、特に港

湾など様々な交通の要衝が市内経済を支え、

大きな強みであることから、今後、市内の物

流ネットワークを維持・充実させていくこと

が、企業誘致には必要な視点ではないかと考

えています。 

  これまで、税の軽減やオフィス賃料支援な

ど補助金によるインセンティブが中心であっ

たが、物流危機の影響を踏まえますと、今後

は市内の物流基盤やネットワークを支える視

点を持った企業誘致を進めることが、企業に

とって、神戸を選ぶメリットとなり、ひいて

は、若者の働く場の確保にもつながると考え

るが、見解をお伺いいたします。 

  次に、港湾関連用地の賃料についてお伺い

いたします。 

  神戸港における港湾関連用地の賃料につい

ては、地区単価制とし、エリアごとに賃料単

価が定められています。現在、燃料価格や資

材価格の高騰、人手不足等により、港湾事業

者の方々も大変厳しい経営環境を強いられて

いる中で、昨今の地価上昇傾向に伴い、この

ような港湾関連用地の賃貸料についても、今

後、値上げされるのではないかと危惧してい

ます。適正な賃料設定を行うことに対して、

一定の理解はしているものの、神戸港の物流

機能を担う事業用地であり、今後より深刻化

するであろう2024年問題への継続対応を考え

ても、従前より地元企業として神戸経済を支

えていただいている方々に対しては、現行の

賃料を据え置くことが望ましいと考えますが、

見解をお伺いいたします。 

  最後に、年収の壁問題についてお伺いしま

す。 

  年収が一定額を超えますと、所得税や社会

保険料の負担が生じることから、パートやア

ルバイトで働く人たちの就業抑制を招き、人

手不足を深刻化させているとして、国におけ

る見直しの議論が今本格化しています。いわ

ゆる年収の壁問題への対応策として、基礎控

除額の引上げが焦点となっているわけですが、

地方へ及ぼす影響としては、個人市民税の大

幅減収だけでなく、例えば、医療費助成をは

じめとする各種制度の中には、控除後の所得

金額等に応じて負担や給付水準を定めている

ものもあるため、基礎控除額の変更に伴う条

例改正やシステムの改修といったところにま

で影響が及ぶと考えられます。年収103万円

の壁については、先日、閣議決定され、引き

上げる方針を経済対策の中に明記するとされ

ています。今後より議論が活発化していくが、

実現した場合の本市におけます財政上の影響

をどのように考えているのか、御見解をお伺

いいたします。 

  はい、以上です。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 久元市長。 



 

－7－ 

○市長（久元喜造君） 松本しゅうじ議員の御

質問のうち、私からは、まず、都市公園条例

の改正につきましてお答え申し上げます。 

  公園は、子供の遊び場、休憩や散策の場な

ど、多くの市民が自由に利用する場所であり

まして、これらの方々への安全確保は大変重

要です。 

  このため、公園内への車両の乗り入れや留

め置きは、神戸市都市公園条例において基本

的に禁止しているところです。ただし、公園

内の清掃や剪定・修繕など、市が行う管理作

業については、利用者に十分に注意を払いな

がら、車両の乗り入れを行っております。 

  これに加えまして、地域行事における荷物

の搬出入やキッチンカーなど、行事の内容を

踏まえて安全対策を条件として、限定的に行

為許可を行っているところです。 

  御指摘のグラウンド整地につきましては、

公園利用者が安全で快適に利用していくため

にも必要な作業でありまして、これらの作業

を行う方々におかれましては、特に凹凸が大

きいときなど、人力での作業は大きな労力を

要していると考えられます。このため、管理

作業に携わっていただく方々の負担軽減の観

点が求められますが、一方で、車両を用いて

の整地は、公園利用者の安全面や法令面の懸

念があり、慎重な対応が必要であると考えて

おります。 

  今後、公園管理会が管理行為の一環として

整地を行う場合などにおきまして、公園の適

正な利用を前提に、一定の条件を設けた上で、

現行条例での対応を検討させていただきたい

と存じます。 

  次に、企業誘致のための物流ネットワーク

の維持・充実につきましてお答え申し上げま

す。 

  本市は、陸・海・空の交通アクセスに恵ま

れた立地にありまして、加えて、主要幹線道

路ネットワークや、多方面・多頻度の航路の

充実などにより、多様なニーズに応えること

ができる物流ネットワークが構築されてきま

した。物流面の優位性が各方面から評価され

ておりまして、その一例といたしまして、神

戸テクノ・ロジスティックパークがあります。 

  同パークは、団地内にある神戸西インター

チェンジから全国に広がる広域幹線網に直結

しておりまして、神戸の都心まで約27分の好

立地にあります。近年では、企業進出が相次

いでおりまして、製造工場用地は残すところ

僅かとなり、流通業務施設用地は完売となっ

ております。今後も、市内の充実した物流ネ

ットワークを評価した製造・物流用地の需要

が見込まれることから、隣接する西神戸ゴル

フ場を転活用した新たな産業団地の整備に着

手しておりまして、現在、令和８年度末の一

部分譲開始を目指し、約100ヘクタールの整

備を進めているところです。この新たな産業

団地では、電力の地産地消をテーマに掲げ、

再生エネルギーの積極的な利用を進めるなど、

環境価値の向上を図り、先進技術の開発・発

展に寄与するスマート産業団地の実現を目指

しております。 

  神戸の優れた交通アクセス・物流ネットワ

ークにつきましては、本市が行う企業誘致の

場でも常々アピールしてきておりまして、企

業からも、人や物のアクセスのよさが神戸進

出の決め手になったとの声も多くいただいて

おります。 

  今後とも、多方面からのアクセスに優れ、

物流インフラが充実した神戸の優位性を国内

外にアピールしながら企業誘致を進め、多く

の企業が新たに神戸に進出することで、さら

なる雇用の創出に努めるよう、御指摘を踏ま

え、全力で取り組んでまいります。 

  次に、年収の壁につきましてお答え申し上

げます。 

  御指摘いただきましたように、先月22日に

閣議決定されました総合経済対策や29日の総

理所信表明演説におきまして、いわゆる103

万円の壁につきましては、令和７年度税制改
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正の中で議論し、引き上げると明記されまし

た。現在、国におきまして、見直しの目的や

財源など具体的な検討が進められております。 

  神戸市では、個人市民税における基礎控除

額が75万円引き上げられた場合、約354億円

の減収があると試算しております。個人住民

税の減収の代替となる財源がなければ、義務

的な経費を除き、事業の大幅な見直しが必要

となり、市民生活に多大な影響を及ぼすこと

になります。 

  さらに、御指摘いただきましたように、住

民税所得割により、対象者や医療費の自己負

担上限額を定めている医療費助成制度や利用

者負担額を定めている保育料のほか、所得税

や住民税の非課税世帯に対し利用料の減免を

実施している学童保育利用料など、各制度へ

の影響が懸念されます。また、国の制度設計

によりましては、条例・規則の改正やシステ

ム改修が生じる可能性があります。 

  そこで、11月18日に指定都市市長会を開催

し、年収の壁の見直しについての意見表明を

行い、記者会見も行いました。翌19日には、

自由民主党主催の予算・税制等に関する政策

懇談会におきまして、要望陳述を実施すると

ともに、各政党の税調責任者、幹部の国会議

員各位に対しても要望を行ったところです。 

  今、この問題は山場を迎えております。来

週の神戸市の国家予算要望に際しましても、

併せて指定都市市長会としての意見も、各政

党にお伝えさせていただきたいと思います。 

  坊やすなが議長が会長を務めておられます

全国市議会議長会など、地方六団体とも連携

いたしまして、神戸市をはじめ地方自治体の

財政に支障が生じることがないよう、しっか

りと要望を行っていきたいと存じます。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから３点御

答弁を申し上げます。 

  まず、西海岸エリアのさらなる集客力向上

と、国道２号の渋滞問題について御答弁申し

上げます。 

  今年の６月にオープンいたしました神戸須

磨シーワールドをはじめ、11月1日に須磨海

づり公園が、11月26日にはマリンピア神戸の

アウトレットパークがリニューアルオープン

したことによりまして、明石海峡大橋や垂水

エリアも含む神戸の西海岸エリアがますます

活性化することを期待しているところでござ

います。 

  一方で、国道２号におけます慢性的な交通

渋滞につきましては、かねてからの課題であ

りまして、これまでも道路管理者であります

国土交通省や兵庫県警とともに検討してきた

ところでございます。しかしながら、現状の

道路幅員は狭く、海と山、さらには鉄道にも

挟まれているという地形条件や沿道の土地利

用の状況からも、道路の新設や拡幅などとい

った抜本的なハード対策を新たに実施するこ

とは難しい状況でございます。 

  そうした中で、このたびマリンピア神戸の

アウトレットパークをリニューアルオープン

するに当たりまして、事業者におきましては、

マリンピア神戸前交差点における東行き右折

レーンの延伸を実施しているところでござい

ます。 

  また、運営におきましても、来店客の駐車

場待ちにより、一般交通に極力影響を及ぼさ

ないよう、１つにはチケットレスシステムの

導入による駐車場への円滑な入出庫の対策、

２つ目には、垂水駅との無料シャトルバスの

運行、３つ目には、公共交通機関利用者への

特典の付与、４つ目には、曜日別などの駐車

料金の設定、５つ目には、ピーク時間の分散

化といった対策が実施されているところでご

ざいます。 

  いずれにしましても、引き続き交通状況に

注視しながら、国土交通省や周辺事業者など
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と情報共有や意見交換を行い、ハード・ソフ

トの両面から、さらなる渋滞対策に取り組む

場の設置について働きかけていくなど、課題

解決に向けて取り組んでまいりたいと考えて

いるところでございます。 

  ２点目は、物流の円滑化に資する山麓バイ

パスの全線無料化について御答弁申し上げま

す。 

  山麓バイパスは、神戸市の西区・北区と都

心を結ぶ主要な幹線道路でありまして、物流

においても重要なネットワークを構成する道

路でございます。本年６月に道路公社が行い

ました山麓バイパスの事業変更は、橋梁の耐

震補強工事や、換気設備などの改築工事とい

った、将来にわたって利用者の安全・安心を

守る上で必要不可欠な事業を実施するもので、

そのために料金徴収期間を延長させていただ

いたところでございます。 

  道路公社が管理いたします有料道路は、道

路整備特別措置法によって建設されたもので

ございまして、料金徴収期間が満了すれば、

本来、道路管理者である神戸市に移管し、無

料公開されることになっているところでござ

います。しかしながら、早期無料化するため

には、現時点での多額の未償還額を市税によ

り処理する必要があることから、今後も受益

者負担の下、料金徴収満了まで有料道路事業

を継続すべきだと考えているところでござい

ます。 

  一方、市道山麓線の兵庫区菊水町10丁目付

近におきまして、過去に２回発生した海上コ

ンテナ車の横転事故を受けまして、海上コン

テナ車に対して特殊車両通行許可を認めない

運用を令和４年12月より開始させていただい

ておりますけれども、令和６年５月には、離

宮前交差点においても同様の横転事故が発生

したところでございます。こうした背景によ

りまして、海上コンテナ車の有料道路への転

換を促し、一般道における交通安全確保や沿

道環境改善を図るため、山麓バイパスにおい

て、海コン車を含む大型車Ⅱの通行料金を割

り引く社会実験を実施する予定でございまし

て、現在、国土交通省と最終調整を行ってい

る状況でございます。これは、物流のスピー

ド化にも寄与する取組であると考えていると

ころでございます。 

  いずれにいたしましても、神戸経済の発展

のためには、交通の安全対策などとともに、

物流のスピード化は非常に重要であると考え

ておりまして、まずは、本社会実験の効果分

析を行い、今後、道路管理者としても何がで

きるのか検討してまいりたいと考えてござい

ます。 

  ３点目は、港湾関連用地の賃貸料について

でございます。 

  神戸港の港湾関連用地につきましては、倉

庫業や運用業など約500の事業者に土地を貸

し付けて、神戸港の港湾物流に貢献いただく

とともに、その賃料収入を神戸港の整備及び

維持管理の貴重な財源として活用させていた

だいているところでございます。 

  関連用地には、市有地と国有地がありまし

て、市有地の賃料につきましては、神戸港内

を12のエリアに分割し、賃料単価を定める地

区単価制を採用させていただいているところ

でございます。 

  地区単価につきましては、これまで地価動

向を踏まえて、阪神・淡路大震災以降は数回

の減改定、いわゆる引下げを行ってきたとこ

ろでございます。近年は急激な地価上昇が続

いておりまして、また、港湾施設の整備及び

維持管理経費も高騰しているため、地区単価

が適正な価格の範囲に収まっているのか検証

を重ねてまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

  一方で、港湾関連用地は神戸港の物流機能

を担う大切な事業用地であるため、地価の情

勢だけをもって賃料を定めるのではなく、神

戸港の活性化や競争力の確保のため、事業者

や業界の声もお聞きしながら判断していきた
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いというふうに考えてございます。 

  一方、港湾関連用地の中でも、定期的に改

定を行っている国有地の賃料や企業誘致のイ

ンセンティブとして期間限定で設定した特別

賃料につきましては、適切に地価の動向に合

わせて改定を行っていきたいと考えてござい

ます。 

  市有地の改定につきましては、地価の動向

や神戸港全体の状況に注視して検討を進めて

まいりたいと考えているところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 松本君。 

○57番（松本しゅうじ君） 失礼します。いろ

いろと御答弁いただいてありがとうございま

す。 

  まず、順番にちょっとお尋ねを再度してい

きたいと思います。 

  まず、西海岸エリアのこの２号線の渋滞問

題、これについては、もうそのとおりだと思

っています。せんだっても、オーナーさんは

じめ管理者の責任者の皆さん方からもそのお

話はお聞きいたしました。そして、今おっし

ゃったようないろいろと分散型、またはソフ

ト面でいろいろとシャトルバスを含めて、当

然のことながらいろいろと御苦労されておら

れます。 

  こういったことは常にあることであります

けれども、神戸全体の中で、西海岸エリアは、

これから神戸市にとってもインバウンド対策

でありましたり、観光行政の中で税収アップ

にもつながるんではないかというのを非常に

期待しておるわけでありますので、これの解

決策の一部として、少しちょっと提案的なこ

とでの再質問をしてまいりたいと思います。 

  現在、２号線を直進して東方面からマリン

ピア神戸に向かう際には、福田川の交差点と

いうところから左折するところがあるんです

が、これが駐車場につながる道路として左折

するルートの割には、数台しか実は左折する

余地がなくて、すぐに信号が変わってしまう

ということで、さらにまた渋滞が起こるとい

うようなこともあるもんですから、混雑時に

は、そういった状態になってることを考えま

すと、提案ですけども、これは関係の議員の

先生とも相談してのアイデアなんですが、垂

水スポーツガーデン前の道路から福田川の上

を通り、西方面に向かう橋を架けることで、

国道２号の渋滞緩和につながるんではないか

と思っておりますが、多額の費用がかかるこ

ともございますので、一度検討してもらいた

いと思うんですが、御見解をお伺いいたしま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今、先生から御提案

をいただきました垂水スポーツガーデン前の

道路から福田川を横断し、西方面へと向かう

橋梁を架けるという話でございますけれども、

国道２号の渋滞緩和に寄与する可能性はある

というふうにも思っておりますけれども、た

だ一方で、福田川の河川管理者―― これは県

でございます。―― 垂水漁港の使用者、東播

海岸の港湾管理者など、多くの関係者との協

議が必要となるなど、整備につきましては

様々な課題があるということでございますの

で、やはり事業費のことも先生おっしゃいま

したけれども、慎重な判断が求められるもの

というふうに考えてございます。 

  また、橋梁を整備するための技術的な観点

からの考察や、先ほど申し上げました費用対

効果など、様々な対策の的確な検証も必要で

あるのではないかというふうに思っていると

ころでございます。まずは、事業者に対しま

して円滑なマリンピアに対する入庫を促す

様々な対策を講じておりますけれども、これ

の的確な運用を求めてまいりたいというふう

に思ってございまして、まだオープンしたば

かりですので、今後の交通状況も注視しなが

ら考えさせていただきたいと思ってございま

す。 



 

－11－ 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 松本君。 

○57番（松本しゅうじ君） ありがとうござい

ます。これにつきましては、いろいろと検討

材料やら、本当に皆さんが悩んでおられる中

でも、非常に神戸の塩屋・垂水というところ

での渋滞は、さらに当然増えるだろうと思っ

ておりますので、この辺りは、今答弁の中で

おっしゃっていただいたように、引き続き渋

滞解消に向けて、関係機関とさらに取り組ん

でもらいたいということを強く要望して終え

たいと思っております。 

  次に、都市公園条例の改正についてお伺い

します。 

  これについては、公園内への車両の乗り入

れという１点であります。 

  政令市は禁止されておりまして、一般市は

実は禁止されていないと聞いています。市民

公園をスポーツの場としている利用者に寄り

添った公園にすることが行政の役割でしょう

ということで、市長答弁のほうからも、子供

たちのことも含めてるる御答弁いただきまし

た。 

  しかしながら、改めて条例を改正して住

民・市民サービスの向上を図るべきだという

ことを再度お伺いしておきたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 先生からもお話があ

りましたように、政令市では一律に全ての自

治体において、乗り入れに関して禁止の規定

を設けているという状況でございます。 

  お話がありましたように、今、人手でいろ

いろな作業をするということも―― 大変な状

況があるということはよく存じ上げておりま

すので、条件を付した上での都市公園内の行

為許可として、許可ができないかということ

を考えているところでございます。 

  申請主体としては、原則として公園管理会

に申請いただきまして、野球ができる程度の

グラウンド整備に限定した形で、車の使用を

許可できないかということを考えているとこ

ろでございます。 

  ただ、市長からの答弁にもありましたよう

に、やはり公園はいろんな方が御利用される

施設でございますので、安全面の確保という

ことは大変重要だというふうに思っておりま

すので、作業時の安全面の条件などは付した

上で許可をする方向で検討させていただきた

いと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 松本君。 

○57番（松本しゅうじ君） ありがとうござい

ます。 

  今、答弁いただいた中で、非常にありがた

いと思うのは、公園管理会からの申請という

ところで、大小様々な公園がありますので、

そういうところでしっかりして、また、スポ

ーツ公園として広い公園もあるわけなので、

わざわざ野球という言葉を出していただいて、

本当にボランティアの皆さん方が大変なので、

これはもう要望としておきたいと思うんです

が、条例には、作業者・利用者の安全確保に

問題があるとしていると。この問題は、２人

以上で整備すれば問題はないわけでありまし

て、雨天後の荒れたグラウンドは本当に危険

なんです。安全対策として、地ならし程度の

整備はもう絶対必要だということで皆さんか

らはお聞きしておりますので、青少年育成を

されていますボランティアの皆さんの熱心な

活動をぜひとも支援されるようにということ

で、現行条例を緩和されたいということで、

今、条件を付して許可したいというような御

答弁をいただきましたので、大変ありがたい

と思っておりますので、これからもそういっ

た多くの課題がこういった中で出てまいりま

すので、引き続き今のことをしっかりと検討

していただく中で許可したいということでも

ありますので、皆さん方にもそういったお話

をしながら、安全にスポーツが楽しめる市民
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にとっての公園としていただきますように要

望しておきたいと思います。 

  次に、山麓バイパスの全線無料化について、

何度か御質問をさせていただくたびに同じよ

うなお答えであります。再質問しっかりとし

ておきましょうかね。西神戸有料道路は、平

成20年に現在の夢野白川線が無料開放されて

からは、雲雀ヶ丘から生田川の山麓バイパス

のみが有料区間として残っています。まずは、

大型車両の通行料低減について取り組んでい

ただくことは大変評価しておきたいと思いま

す。大型Ⅱの割引を検討中ということは非常

にありがたいと思っております。 

  しかし、建設された道路については、無料

で一般交通のように供されることが原則とい

うようになっておりますので、その前の条件

が―― いろいろと御答弁いただいたんですが、

我々市民サイドに立ちますと、やはり全車両、

山麓バイパスの全線で無料化すべきだという

ことを思っておりますので、そうであれば、

次の―― 延長後の御発言されましたので、そ

の後の償還期間をどこかにしっかりとお決め

いただいて、一般道路財源として、もうあち

こちで使える―― 昔のような高速道路の道路

財源オンリーではないことから考えますと、

一般道路財源の中で全てこれも処理されるも

のだと思っておりますので、償還というとこ

ろと、一般財源を入れながら、しっかりと無

料化に取り組んでいただくというスケジュー

ルが欲しいなと。いつまでも有料道路のまま

でいいのか。ひよどり台のところで一旦廃止

されてからは、非常にあの辺りも北区へ向け

てもスムーズになっておりますし、今度は生

田川の出口のところで常に渋滞を起こしてお

りますので、しっかりとこの辺りをよく考え

ていただきたいんですが、このスケジュール

について、改めて検討を進めるべきと考えま

すが、見解をお伺いします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 先ほども御答弁申し

上げましたけれども、道路公社が管理をいた

します有料道路は、道路整備特別措置法によ

って建設されたものでございまして、料金徴

収期間が満了すれば、本来、道路管理者であ

る神戸市に移管され、無料公開となることと

なっているところでございます。 

  山麓バイパスにつきましては、料金徴収期

限が2040年ということになっておりますため

に、料金徴収期間の満了を迎えるまでは、受

益者負担により未償還額を返還していくこと

が必要だというふうに考えているところでご

ざいます。 

  ただ、神戸経済の発展のために、先生から

のお話にありましたように、物流のスピード

についても非常に重要だというふうに考えて

おりますので、まずはこの山麓バイパスにお

ける大型車Ⅱの料金を割り引く社会実験を、

我々としては進めてまいりたいと考えている

ところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 松本君。 

○57番（松本しゅうじ君） ありがとうござい

ます。 

  社会実験で大型Ⅱの割引というところで、

取りあえず満足させていただきたいと思いま

す。 

  2040年まで景気がどうなるか分かりません

けれども、やはり我々は、利用者サイドから

しますと、できるだけ無料公開の原則に従い

まして物流による景気対策にも資するという

ことも考えますと、やはり全線無料化を早期

に実施されるように要望していきたいと思い

ます。 

  次に、企業誘致のための物流ネットワーク

の維持・充実についてお伺いします。 

  これは要望としておきたいと思います。る

るいろいろと御説明いただいた中に、本当に

多くの神戸のインセンティブというところと

同時に、これからの企業誘致、これからさら
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に神戸が頑張っていきたいというところに、

もう企業用地はなくて、今後の神戸のテク

ノ・ロジスティックパークも、もう完売とい

うふうに理解したらいいんでしょうかね。そ

ういうことになりますと、今計画されておら

れます西神戸ゴルフ場の跡地に新産業団地の

整備計画ということで、これからさらに物流

の中での企業誘致に取り組んでいくというよ

うな御答弁でありましたので、さらに市内道

路のネットワークに向けての話と、それから、

私が今一番心配しておるというか、そこに行

くまでの広域幹線道路網というのが大動脈と

してあって、それから毛細血管までというこ

と、スムーズに流れるところでスピードアッ

プということになるわけでございますので、

どこかで止まるたびにというような―― 先ほ

どの話も、その辺りを気にして質問したわけ

でありますけれども、これからもこのネット

ワークの課題解決に向けて、しっかりと一層

取り組まれていただきたいということで、こ

れはさらに要望ということだけに、これもし

ておきたいと思います。 

  次に、港湾関連用地の賃貸料についてお伺

いします。 

  これについてもいろいろと、その他その他

でそれぞれのこれまでの経緯も御説明いただ

きましたが、やはりこれもお答えのとおりで

あるんでありますが、やっぱり事業者のこと

を考えますと、大変―― いっとき消費税を、

景気、これから上がっていくんだといったと

きに、冷水をかぶせたようなこともあったり

しまして、非常にまた景気が下冷えしたよう

なときがありました。こういうことも大小そ

れぞれありますけれども、そういった形の中

で少し、今やんなきゃいけないのかと、もう

少し、大変厳しい中で今頑張っておりますの

で、これ以上固定費が上がりますと、やはり

廃業してしまうというようなところもあるん

ではないかというふうに業界からはお伺いい

たしております。したがいまして、これはも

う議論の余地なく要望もしておりますので、

改めてこの場でも要望しておきたいと思いま

す。 

  港湾地区においては、大半が借地であり、

値上げによるさらなる経営負担の増は、神戸

港からの撤退を余儀なくされる中小事業者の

廃業が増加すると危惧しています。また、値

上げによるシャーシプールの解約も出てくる

んではないかというようなことで、違法駐車

の増加なども懸念しています。 

  今後は、阪神国際コンテナ戦略港湾として

競争力強化のためにも、現状での賃料は据え

置かれるべきと考えます。慎重に判断される

よう要望しておきたいと思います。 

  それから、最後に年収の壁の件でございま

す。御丁寧な御説明いただきまして、昨今、

いろんなニュースをこの年収の壁で見ており

ますが、どれになるのかよく分かりませんけ

れども、私たちはできるだけ政令指定都市市

長会でありましたり、議長会でありましたり、

いろんなところで自民党への要望、県のほう

も早めにやっておられましたけれども、この

年収の壁の見直しというところでの、これは

もう要望しかないんでありますが、パート労

働者の方々などへの所得の向上とともに、就

労抑制による人材不足の解消にも資するため

の重要な課題です。 

  神戸市は、個人市民税が350億円の減収と

予想されておられます。今後、国からの恒久

的な減収補塡を求めるなど、国会審議を見極

めながら、来年度予算においては、住民サー

ビスの低下につながらない予算とされるよう

にということで強く要望しておきたいと思い

ます。 

  この中で、今、市長さんがおっしゃったよ

うな、地方税の減収というところの中で、御

答弁の中では臨時財政対策債があるというこ

とは、神戸市にもう少し借金して、それを埋

めろという話でまた積み上がっていく。後で

交付税措置をしていただければ、それはそれ
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でいいんでありますが、時間差があるんだろ

うと思います。 

  こういったようなことを住民の方はあんま

り分かりませんし、これから変わっていくと

いうことは皆さん期待しておるわけでありま

すが、しっかりとその辺りを享受してもらう

ということになりますと、ちょっと時間あま

りありませんけど、ちょっと簡単に再質問の

ところで、先ほど述べたデメリットの対応と

いうところと、メリットの享受というところ、

非常に大事で、特に女性の就業率が政令市の

中でワースト３位であるという本市にとって、

この見直しがかねてより課題だと聞いており

ます。人材不足の解消にも資するということ

で、働く場の確保等の取組を進めていく必要

があると考えますが、見解を、時間ありませ

んけど、お願いします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 神戸市の状況でござ

いますけども、日銀神戸支店の短観では、企

業の雇用人員判断は、マイナス30ポイントと、

バブル期並みの人手不足感というふうになっ

ているとこでございます。神戸市民のうち約

18万人がパート・アルバイト勤務となってお

りまして、年収の壁の見直しによりまして、

追加の労働力の確保が期待されるところだと

思ってございます。 

  この年収の壁に関する国の検討は、労働時

間の延長を希望される方と人手不足に苦しむ

企業、双方にとってよい契機になるというふ

うに考えてございまして、国の検討状況も注

視するとともに、本市においても効果的な就

労促進策の検討を進めてまいりたいと考えて

ございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 松本君。 

○57番（松本しゅうじ君） 副市長ありがとう

ございます。 

  これは本当にいろんな企業誘致でありまし

たり、市民所得の向上、また企業もそれぞれ

神戸において多くの法人税や事業税、また雇

用対策としてつながっていけば非常にありが

たいと思う施策の中の１つとしては、非常に

恒久的に女性の皆さん方、学生さんの皆さん

方がこれによって大きく変わろうと。いろん

な調整の中で、規制もあったり、社会保険料

が上がったりと、いろんな議論がそれぞれ関

係省庁の中であるようでありますが、今回は

やはり国会の中での審議をしっかりと踏まえ

て、市民に、先ほど申し上げましたけれども、

負担が及ばないように、市長さんはじめ当局

の皆さん方の御努力に期待して質問を終わり

たいと思います。 

  以上です。（拍手） 

○議長（坊 やすなが君） 御苦労さまでした。 

  次に、25番上畠寛弘君。 

  （25番上畠寛弘君登壇）（拍手） 

○25番（上畠寛弘君） 自由民主党神戸市会議

員団・無所属の会、上畠寛弘でございます。 

  それでは、一般質問をさせていただきます。 

  間もなく来年１月17日で、阪神・淡路大震

災から30年が経過します。30年前のことと風

化させずに、次代に語り継ぐ必要がございま

すし、そのときの課題や教訓もしっかりと生

かして、守るべきことは守り、そして、変え

なくてはならないところは、たとえどんな抵

抗があったとしても変えなくてはなりません。

次の世代に責任を持つ私たちは、やるべきこ

とを今やっていかなくてはならない。そんな

観点から本日の一般質問を執り行わせていた

だきます。 

  では、まず、神戸市としての日米友好の深

化についてでございます。 

  東日本大震災では、トモダチ作戦の名の下

に、在日米軍による捜索救助、物資輸送、仙

台空港の復旧、瓦礫の除去作業など、被災地

を中心に大規模な支援活動が行われてきまし

た。 

  令和２年度予算の危機管理室の局別審査で、
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トモダチ作戦について質疑を行い、高い評価

を得ていることを認識している旨の答弁がご

ざいました。それ以降、熊本地震や能登半島

地震においても、米軍から被災地の復興に向

けて様々な支援をいただいているところであ

り、友好国の日本のためにと、多くの方々が

自ら志願されてきたということも聞いており

ます。 

  本市として、改めて東日本大震災時に行わ

れたトモダチ作戦についてどのように評価し

ているのか、見解をお伺いいたします。 

  次に、台湾の国際チャーター便就航につい

てでございます。 

  昨日、台湾のスターラックス航空により、

2025年上半期に―― ４月、もう発表されてお

りましたけども―― 神戸空港と台北（桃園）

線・台中線のチャーター便を開設する意向が

示され、かねてより提案し続けてきました台

湾との国際線就航がついに実現しようとして

ございます。これまでも私ども日台議連にお

いても訪台させていただき取り組ませていた

だきましたし、昨年は坊議長とともに代表処

の方にもお伺いいたしまして、謝長廷閣下に

も御協力をお願いさせていただきました。個

人的にも、頼清徳総統や陳天隆国策顧問、潘

孟安総統府秘書長など、様々な方々にも御協

力いただきました。 

  これまで台湾とは、私どもも提案させてい

ただきました全国の市として初めて神戸市が

台湾経済部ＴＪＰＯとのＭＯＵを締結いたし

ましたり、こちらも前期でございますが、坊

議長が観光議連の会長として、また、吉田健

吾事務局長とともに、こちらについては台湾

の観光局と神戸観光局をおつなぎいたしまし

て、今、神戸観光局と桃園市の間で観光交流

促進と相互誘客を目的とした覚書が締結され

ているところでございまして、交流を進めて

いるところであります。 

  今回のチャーター便就航を契機として、観

光交流やビジネス交流の観点からも、より一

層、台湾との国際連携を強めていく必要があ

るのではないかと思います。また、いずれは

定期便の就航にもつながるよう、きちんと需

要喚起も行いながら、しっかり取組を行って

いただきたいと思いますけども、この辺りの

見解についてもお伺いしたいと思います。 

  次でございます。郷土史のアーカイブ化と

シビックプライドの醸成についてです。 

  少子・高齢化や人口減少の影響により、地

域の諸課題を担う人材不足が懸念されている

現代において、子供たちの郷土愛を育むこと

は非常に重要であります。子供たちに自分の

住んでいるまちの歴史や背景を知ってもらう

ことで、地域への愛着や自分たちのまちを守

り、よくする責任感が芽生え、将来的に地域

社会の一員としての役割を積極的に果たす姿

勢につながるかと思います。 

  そのため、特に地域に近い区役所において、

各区の歴史を学べる古書の収集を行うなど、

市としても、子供たちが郷土史に触れ、神戸

のまちの歴史や背景に対する理解を深める機

会を増やすための取組を進めるべきと考えま

すが、いかがでしょうか。 

  次でございます。特別市の法制化です。 

  人口減少社会や行政ニーズの多様化が進む

中、持続可能なまちづくりを行うためには、

近隣都市をはじめ、都市間で連携して施策を

展開する広域連携の取組が重要であるという

ふうに考えてございます。 

  本市においては、芦屋市とのごみ処理連携

や、神戸市の水道管を利用した明石市への送

水、済生会兵庫病院と経営難の三田市民病院

の統合など、広域連携に向けた取組を着実に

進めているところでございます。 

  このように、指定都市の存在は、神戸市だ

けではなく周辺の自治体にも好影響を及ぼす

だけでなく、日本全体の成長を牽引する役割

を担っており、本市に対して兵庫県が果たす

役割はほんの僅かでございます。県から独立

し、指定都市の権限をより強化するためにも、
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特別市の早期実現を目指すべきと考えますが、

例年行っている指定都市市長会での要望は進

捗が芳しくございません。本市としては、制

度化に向けて今後どのように取り組んでいく

のか見解をお伺いしたいと思います。 

  次に、医療的ケア児・者の短期入所サービ

スについてです。 

  在宅での介護を担われて御家族や介護者の

休養を目的とした、いわゆるレスパイト利用

のために、短期入所サービスは非常に重要で

あります。現在、医療的ケアが必要な方にも

対応できる医療型入所施設は市内に３か所で

す。うち一部の施設では、看護師・介護職の

確保が困難となった結果、令和６年11月から

短期入所の受入れを完全に休止することにな

ったと聞きます。 

  職員確保が困難な理由として、事業所への

サービス報酬が経営実態に見合っていないこ

とが上げられ、例えば、中央市民病院で受入

れを行った場合の診療報酬は約４万8,000円

でございますけども、サービス報酬は約３万

7,000円です。職員確保の観点で不利である

ことはこれは明らかでございます。本来、国

が適切な報酬単価を設定すべきものであると

いうふうに思いますが、短期入所は、医療的

ケア児・者を24時間介護する家族にとって必

要不可欠な喫緊の課題でございまして、切実

な状況を鑑みて、神戸市としても何らかの支

援策を講じるべきと考えますが、いかがでし

ょうか。 

  次でございます。パチンコ規制強化につい

てです。 

  選ばれるまちというのは、景観の美しさや

利便性もさることながら、まちのブランドを

守るためにも、パチンコ店の規制を強化する

必要があると思います。治安のよさや学力の

高さ、選挙に対する投票率の高さなど、これ

はソフトな面ではございますけども、まちの

ブランドにつながります。そして、パチンコ

店がないまちというイメージも、これはよい

イメージかと思います。市外の特に富裕層の

方々に選ばれるためにも、重要な要素と考え

ます。ギャンブル依存症の問題も、ＩＲで結

構いろいろと話題になっておりました。ギャ

ンブル依存をどうするんだという問題が出て

おります。法制化されて、政令指定都市の仕

事としても、きちんとギャンブル依存症対策

をしなくてはならない中で、ギャンブル依存

症、ギャンブル依存症というふうに声高に言

ってＩＲ反対するような声もございますけど

も、そもそも、まち中そこらにあるパチンコ

については、ＩＲを反対する人、あんまり言

わないんです。でも何よりもパチンコを潰す

ことこそがギャンブル依存症対策になり、ま

ちのブランド力向上にも一番効果があると私

は考えます。 

  芦屋市から鳴尾御影線で神戸市に入った途

端に、いきなり東灘区の深江でパチンコだら

けの町並みになるとげんなりいたします。現

に芦屋市においては、特定の用途地域や特定

の施設から一定距離内でのパチンコ店の建築

を厳しく規制する条例を定めており、市内に

もパチンコ店が芦屋市では１軒も存在しませ

ん。 

  私自身がかつて鎌倉市議会議員の頃にも、

従来、対象となっていたこの規制の対象に、

保育所に加えて、認可外保育施設や事業所内

の企業内保育施設、また、小規模保育という

新たな運営形態の保育施設の周辺区域におい

てもパチンコ等の建設・出店を禁止する議案

を私のほうで提案し、議員提案条例としても

提案させていただきまして、そのときは珍し

く自民党から共産党まで全会一致で、平成29

年度より施行され―― これ可決しておりまし

て―― 本市においても芦屋市や鎌倉市のよう

に、独自の条例を定める等、パチンコ店の立

地規制強化に向けた取組が必要と考えますが、

見解をお伺いしたいと思います。 

  最後に、朝鮮学校に対する補助金です。 

  朝鮮学校に係る補助金交付については、平
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成28年に国から通知が出され、朝鮮学校にお

ける教育内容や運営実態が朝鮮総連からの影

響を受けているとの政府の認識が示されると

ともに、補助金の支出については、公益性・

教育振興上の効果等に関する検討が求められ

ました。この通知を受け、支出を見直す自治

体の動きが広がる中で、本市においては、兵

庫県が実施する外国人学校振興費補助の上乗

せ助成という位置づけで支援が継続されてお

ります。補助金交付に当たっては、本来守ら

れるべきとされる子供たちの権利、いわゆる

自由な思想が朝鮮学校において本当に守られ

ているのかといったことを踏まえ、主体的に

支出の必要性についても判断すべきであるか

と思います。県に追従することなく、廃止す

べきと考えますが、見解をお伺いしたいと思

います。 

  以上、簡明な御答弁よろしくお願いします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 上畠議員の御質問のう

ち、私からはまず台湾の国際チャーター便就

航を踏まえた今後の対応につきましてお答え

申し上げます。 

  昨日、台湾のスターラックス航空が、神戸

空港への国際チャーター便の就航を発表され

ました。共同記者会見を行ったところです。 

  上畠議員をはじめ市会議員各位におかれま

しては、これまで台湾の幅広い分野の方々と

の交流を積み重ねてこられました。今回の就

航計画は、このような御努力が結実したもの

と感じておりまして、これまでの議員各位の

御貢献に心から感謝を申し上げたいと思いま

す。 

  この就航計画を確実なものとするとともに、

これを踏まえた台湾との一層の交流促進を図

っていかなければなりません。 

  その１つの方策が、台湾の空の玄関口、桃

園国際空港を擁する桃園市との連携です。桃

園市と神戸観光局とはＭＯＵを締結いたしま

して、観光交流推進と相互誘客の取組を進め

ているところです。 

  昨年の12月には、神戸観光局が桃園石門マ

ラソンにＰＲブースを出展し、スポーツツー

リズムを中心に現地での観光ＰＲを行いまし

た。その効果もありまして、神戸マラソン20

24には、台湾からの参加者が約300名になっ

たと推察されます。 

  今年の６月における桃園市の市内観光旅行

社も伴った教育旅行セミナーの実施、台湾の

行政機関、学校関係者や旅行会社に対して、

直接神戸への教育旅行誘致などの取組も行っ

てきているところです。 

  さらに11月には、桃園市観光旅遊局の副局

長以下10名が、神戸マラソンや市内観光施設

の視察に訪れ、桃園市のＰＲを通じて、18名

のランナーが桃園市からマラソンに参加され

ました。 

  昨日の記者会見で、スターラックス航空の

責任者の方は、今後のチャーター便の増便の

可能性につきましても明言をされたところで

ありまして、2030年前後の国際定期便の就航

の可能性も十分にあると考えております。こ

れを確実にしていくためにも、今後一層の取

組が必要です。 

  さらに、今までの取組に加え、台湾南部エ

リアにおきましても、連携の可能性を調査し

ているところでありまして、今後、台北・桃

園市だけにとどまらず、台中・台南も含めた

台湾との観光交流・経済交流を一層進めてい

きたいと考えております。 

  次に、特別自治市の法制化につきまして、

お答え申し上げます。 

  特別自治市につきましては、私も多様な大

都市制度実現プロジェクトを指定都市市長会

の中で立ち上げまして、提言も行いました。

続きまして、川崎市長を担当市長として、再

びこのプロジェクトを設置し、さらに踏み込

んだ提言を今まとめているところです。やは

り国における検討の加速化が必要です。 
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  今年の10月には、次期地方制度調査会にお

ける調査審議に関する指定都市市長会要請と

いたしまして、特別市制度の創設が、二重行

政の完全な解消、大都市を中心とした基礎自

治体同士の連携強化による圏域の発展により、

東京一極集中の是正や、多極分散型の持続可

能な地域社会を実現し、日本の成長のエンジ

ン役を果たすことを可能にする、こういう基

本的な考え方に基づきまして、次期地方制度

調査会で、特別市の法制化に向けた議論を加

速する、次期地方制度調査会に向けた検討を

進める際には、研究会の設置などで現場の実

情を知る指定都市市長会に対して、あらかじ

め十分な意見聴取を行うということを求めた

ところです。この要請文につきましては、11

月19日に、川崎市の福田市長とともに、村上

総務大臣に対しても要請を行いました。これ

を踏まえまして、去る先月11月21日には、国

において持続可能な地方行財政のあり方に関

する研究会が設置されたところでありまして、

この研究会の主な検討内容として、国・都道

府県・市町村の役割分担の見直しの必要性に

ついても検討していくこととされ、別途、ワ

ーキンググループにおいて、大都市制度に関

する議論を行うことも考えられると聞いてお

ります。特別市の法制化についての議論がこ

こで行われると承知しております。 

  まずは、この特別自治市の制度化が重要で

ありまして、総務省での議論の進捗を注視し

つつ、この機会を逃すことがないよう、指定

都市市長会の会長として、特別市制度の創設

に向けて、国や経済界など様々な関係者に対

して働きかけを行ってまいりたいと考えてお

ります。 

  次に医療的ケア児・者の短期入所サービス

につきまして、お答え申し上げます。 

  御指摘いただいておりますように、この医

療的ケア児・者を24時間介護する保護者や介

護者にとって、緊急、あるいは一時の休息の

ための短期入所は必要不可欠であると考えて

おります。 

  この問題につきましては、やはり御指摘い

ただきましたように、国において診療報酬を

改定していくということが大変重要です。こ

れは、当然、本来国の責任において行われる

べきでありますけれども、やはり国に要望し

ているだけでは十分ではありませんので、神

戸市として何らかの対策が必要であると考え

られます。どういうことができるのか、利用

者や事業者のお声を聞きながら、御指摘を踏

まえ、スピード感を持って具体化に向けた検

討を行ってまいりたいと考えております。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから、パチ

ンコ規制強化について御答弁を申し上げます。 

  パチンコ店につきましては、都市計画法・

建築基準法により立地を規制する区域や、風

営法に基づく県条例により営業を禁止する区

域などが定められているところでございます。

また、御指摘をいただきましたように、隣接

する芦屋市では、これらの規制に加えまして、

良好な住環境と教育環境を保全し、国際文化

住宅都市としての個性を維持するため、パチ

ンコ店などの立地規制を強化する独自条例を

定めていることは承知しているところでござ

います。 

  本市では、条例による全市一律の立地規制

は行っておりませんけれども、用途地域の規

制に加えまして、地域の方々とのまちづくり

の検討において、良好な都市環境などの保全

が必要とされた地域では、地区計画により、

パチンコ店などの立地規制を強化させていた

だいてるところでございます。現在、60地区

で規制の強化を行っているところでございま

す。 

  御指摘をいただきましたように、まちのブ

ランド化という観点は非常に重要であるとい
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うふうに考えてございます。今後も引き続き

地域の方々とともに、地域特性に応じたまち

づくりを検討していく中で、パチンコ店を含

めて立地を規制すべき施設がある場合は、地

区計画の活用などによりまして、まちの魅力

の向上を図ってまいりたいと考えてございま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 私のほうから３点御

答弁申し上げたいと思います。 

  まず、日米友好の深化についてということ

で、トモダチ作戦に対する評価について御答

弁申し上げたいと思います。 

  東日本大震災は未曽有の大規模災害という

ことでございまして、海外からも多数の支援

をいただいたところでございます。御指摘の

とおり、在日米軍は、捜索・救助、物資輸送、

仙台空港の復旧、瓦礫の除去作業など、いわ

ゆるトモダチ作戦として、被災地を中心に大

規模な支援活動が行われたところでございま

す。平成23年度版の防衛白書では、「米軍と

の協力は、捜索救助活動を行うのみならず、

被災者の生活及び安全を確保する上で極めて

重要であった」と評価されているものでござ

いまして、神戸市といたしましても、同じよ

うな認識でございます。 

  それから、２点目の御質問ですが、郷土史

の理解を子供たちに深めていくための取組に

ついて御答弁申し上げたいと思います。 

  自治会など地縁団体の活動の担い手不足が

進む一方で、地域や社会に貢献したいという

思いを持つ市民も存在しているところでござ

います。 

  近年、特に大学生や子育て世代等の若年層

がＮＰＯ団体等を立ち上げて、地域課題の解

決に取り組む事例も増えてきているところで

ございます。 

  一方で、特に地域と関わる機会がなく、地

域団体の諸活動を知らない市民も多いため、

まず、地域団体等が担っている活動やその必

要性を幅広く伝えていくことが重要であると

考えております。特に、子供の場合につきま

しては、若年層に行ったヒアリングにおきま

して、地域の祭りへの参加、また、保護者が

地域活動に参加していた、このような幼少期

の記憶が地域を意識するきっかけとなってい

る旨の御意見があったように、地域活動に触

れるという経験が、地域への関心、ひいては

将来的な地域活動への参加につながることが

考えられるため、このような取組がより重要

であると考えているところでございます。 

  具体的には、学校での取組といたしまして、

小学校で身近な地域の様子の移り変わりや伝

統・文化、中学校で地域の歴史等を学習して

おりまして、総合的な学習の時間に地域資源

について学習している事例もございます。 

  また、市立図書館におきましては、郷土資

料の収集と展示に力を入れており、各地域図

書館においても、各区の歴史や文化に触れら

れるよう、館内に郷土資料コーナーを設けた

り、児童向けの郷土資料の提供を行っており

ます。 

  さらに、市立博物館でも、地域の協力を得

て収集した古文書、写真等を通じて、神戸の

歴史を学ぶことができるよう、展示の充実に

努めているところでございます。 

  さらに、各区の地域協働課におきましても、

学校また地域団体と連携しながら、区民の魅

力的な場所や文化・歴史を紹介する取組を進

めております。 

  具体的に、例えば、垂水区におきましては、

垂水郷土芸能保存会と連携をすることにより

まして、区内の伝統芸能をまとめた冊子を区

内の小学生に配布する取組をしておりますし、

東灘区におきましても、11月30日にだんじり

ミュージアムがオープンするなど、いろんな

取組が進められておりまして、このような取

組に対しましては、ＰＲも含めて区としても

支援しているところでございます。 
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  子供たちに地域と関わる様々な機会を提供

し、自分たちのまちをよくしたいという当事

者意識を育むことが、将来的に地域社会の一

員として役割を積極的に果たす姿勢にもつな

がると考えておりますので、引き続き、子供

や若い世代に住んでいる地域や神戸のまちの

歴史や文化を知っていただく取組を進めてま

いりたいと考えております。 

  それから、３点目の朝鮮学校への補助金廃

止について御答弁申し上げたいと思います。 

  外国人学校助成制度につきましては、外国

人学校の教育環境の向上を図り、外国人が住

みやすいまちづくりを進めるとともに、外国

人学校との交流による市民の国際理解を促進

し、神戸市の国際化を推進することを目的と

して実施してきたものでございます。 

  御指摘の国の通知も受けまして、助成金交

付の適正かつ透明性のある執行を確保するた

め、平成28年度よりホームページで助成金の

趣旨・実績について情報提供を行っておりま

すほか、朝鮮学校３校については、実地調査

を毎年実施するように変更したところでござ

います。実地調査の際には、証拠書類の原本

を確認するほか、助成金で修繕等を行った学

校施設等についても、現物確認を実施してい

るところでございます。 

  なお、朝鮮学校につきましては、兵庫県の

補助金制度で教育充実分の要件を満たしてい

ないことから、補助金が２分の１に減額され

ていること、これを参考に、神戸市といたし

ましても、２分の１減額の対応を行っている

ところでございます。 

  外国人学校助成については、令和５年度実

績で、全８校に対して、合計4,580万円支出

しておるわけでございますが、そのうち、朝

鮮学校３校につきましては、神戸朝鮮高級学

校に108万円、神戸朝鮮初中級学校に98万円、

西神戸朝鮮初級学校に38万円、合計244万円

の支出となっております。支出経費は、学校

の施設整備・充実、それから、教材・教育用

備品整備など、子供たちの学習環境の充実に

資するものとなっております。 

  今後につきましては、本制度の趣旨や経緯

も踏まえ、引き続き厳格な執行確認を行いな

がら、現行制度を運用していきたいと考えて

おります。さらに、今後とも、社会情勢や国

の動向、また、朝鮮学校の状況を注視しなが

ら、対応が必要な場合には、改めて議論・検

討していきたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 上畠君。 

○25番（上畠寛弘君） では、再質問させてい

ただきます。簡明に御答弁お願いいたします。 

  再質問、最初の日米のことについてですけ

ども、ホワイトハウスのオープンソースでも

確認できますけども、実は1991年に当時の米

国の大統領から、米海軍の水上艦艇や攻撃型

原子力潜水艦と航空機から、実はもう全ての

戦術的核兵器を取り除くように指示が出され

てございまして、翌年の1992年には撤去作業

が完了した旨の声明がございました。さらに、

2019年に日本に寄港する米海軍の水上艦艇等

に核兵器が搭載されているかどうかの照会に

対する承認済みの回答は、米海軍の水上艦艇

等に核兵器を配備しないのが米政府の方針で

あると。米国政府は、核兵器に関する日本国

民の特別な感情を理解しており、相互協力及

び安全保障条約に基づく義務を誠実に履行し

ており、今後も履行すると、米国海軍のホー

ムページにも、我々もアクセスできるオープ

ン情報として公表されており、日本に対して

きちんとアメリカは配慮しているというとこ

ろであり、これらの情報は軍事機密ではなく

誰でも見られるところでありますが、この点

について、市長や各関係部局はこの内容を把

握されているのか。趣旨を理解しているのか。

簡潔に御答弁ください。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今御指摘をいただき



 

－21－ 

ました米国海軍が公表している情報につきま

しては、内容について把握し、その趣旨につ

いても理解をしているところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 上畠君。 

○25番（上畠寛弘君） ありがとうございます。 

  阪神・淡路大震災においては、神戸港に入

港する外国艦船に対して核兵器搭載の有無を

確認する必要があったため、米軍から日本政

府に対して救援の打診がございましたけども、

この点については、阪神・淡路大震災時、神

戸市への救援等は実現に至らなかったことが、

当時のこととして、産経新聞のウェブニュー

スにおいて取り上げられております。 

  一方で、本来災害時に守られるべきは、日

本国民・神戸市民の生命・財産を守るべきで

ございまして、東日本大震災では、さきに取

り上げたトモダチ作戦の功績のとおり、米軍

救援によって多くの人命が救われ、その後の

復興も支えられております。 

  震災30年を迎え今後発生する確率が極めて

高いとされる南海トラフ地震等を想定すると、

諸外国はもちろんのことですが、我々議会に

おいても、日米友好神戸市会議員連盟を超党

派で結成し、しらくに議員が会長として、ま

た、各会派から副会長・理事、私も事務局長

を務めさせていただいて、会員みんなで日米

両国の友好のために取り組んでございます。 

  在大阪・神戸米国総領事館や姉妹都市シア

トルをはじめとしたアメリカとの関係構築に

ついて、平素より積極的にぜひ取り組んでい

ただきたいと思いますが、この必要性につい

ても含め、どう考えているか御答弁ください。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） アメリカとの関係に

おきましては、平素より姉妹都市シアトルを

はじめ、多くの都市と連携・交流するととも

に、在大阪・神戸米国総領事館とも友好関係

を構築しているところでございます。国との

連携の下、今後発生が想定されます南海トラ

フ地震など、様々な事態への対応を念頭に引

き続き良好な関係を継続してまいりたいと考

えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 上畠君。 

○25番（上畠寛弘君） ありがとうございます。

ぜひよろしくお願いします。 

  次ですけども、台湾の南部との就航につい

てはもう市長から御答弁いただいたので、あ

りがとうございます。台南のことに言及がご

ざいましたけども、高雄港との連携について

も、港湾局はＭＯＵを締結してございますの

で、高雄空港についても、ぜひ実現に向けた

取組をよろしくお願いいたします。 

  そこで追加させていただきたいのが、神戸

空港における、いわゆる台湾で使われている

繁体字、この繁体字の表記についてきちんと

行っていただきたいと思います。これは神戸

空港で撮ってきた写真なんですけど、搭乗手

続―― チェックインが繁体字じゃないんです。

簡体字のままで台湾の人からしたら、全く読

めない字でもう御存じのようにリムジンバス

乗り場・タクシー乗り場も全部簡体字。これ

も避難場所の誘導に関しても簡体字で、これ

はさすがに必要じゃないかと思いますので、

この点についてはぜひ、せっかくチャーター

便できますので、取り組んでいただきたいと

いうふうに思いますが、この点、簡潔に御答

弁ください。いかがですか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今、御指摘のように

台湾から多くの方がお越しになりますので、

しっかりと対応させていただきたいと思いま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 上畠君。 

○25番（上畠寛弘君） ありがとうございます。

ぜひお願いします。 
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  あとは需要喚起ということで、これもぜひ

お願いしたいのは、例えば、台湾観光局から

御紹介いただいて、外国語のアナウンス、こ

れ明らかに日本人がアナウンスしてるだろう

なという、ちょっと不自然なイントネーショ

ンでの外国語の案内とかもあるんです。です

から、例えばアナウンスを日本人による外国

語のアナウンスではなく、台湾観光局―― 大

阪にも事務所がありますから、紹介していた

だいて、例えば、ネーティブの台湾人の方に

よるアナウンスとかしていただいたら、それ

も自然に耳に入ってくるかと思いますし、た

だ同じ内容だけども、そういうようなちょっ

としたことで、これ台湾人の人が言ってると

いうふうに感じるところもあると思いますの

で、それこそポートライナーとか、市営地下

鉄とか、この点も含めてちょっとこれも御検

討いただきたいと思いますので、要望させて

いただきたいというふうに思います。 

  特別市の法制化についてでございますけど

も、特別市の法制化に向けた取組は、指定都

市市長会の会長として取り組んでくださって

いるということは理解いたしました。 

  そんな中で、全国最多の３指定都市が所在

する神奈川県では、特別市の法制化は妥当で

はないという見解を示して、わざわざ特別自

治市構想の課題というようなことを記載した

パンフレットまで作成して、反対をされてる

んです。 

  その中で、特別自治市構想は、政令指定都

市が県から独立し、県を分断するものだと、

県の総合調整機能に支障を来す。財政面から、

県内全体で現行水準の行政サービスを提供で

きなくなるおそれがあるというふうに危機を

あおって、特別自治市構想の懸念・課題が掲

げられています。特別市の実現を目指す指定

都市市長会の会長市として、神奈川県が示す

懸念・課題について反論していただいて、そ

して、これは決して指定都市のためだけでは

ないということ。やはりそこも含めて、神戸

市民への情報発信も含め、全国にこれをしっ

かり発信して取り組んでいっていただきたい

と思いますが、見解をお伺いしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 神奈川県の知事の見解

に対しては、神奈川県内の３市、川崎市・横

浜市・相模原市が、共同メッセージを発出し

ております。その内容につきましては、上畠

議員はよく御存じだと思いますから繰り返し

ませんが、私もこれと同じメッセージ―― 共

感をしております。 

  御指摘いただきましたように、特別市制度

は、これは指定都市のことだけ考えているわ

けではなくて、我が国の危機感に対する新た

な制度改革の提案だというふうに考えており

ます。そういう意味で、それぞれの都市が周

辺との連携を図っていくということ、この制

度改革が新たな成長のエンジンを国内の各地

につくっていくということが大事だと。こう

いうふうに、我が国全体の成長・発展につな

がっていくという趣旨を、経済界を含め、も

ちろん国会議員各位に強力に伝えていく。 

  今回、総務省が研究会をつくるということ

は、これはひとつの新たな一歩を踏み出して

くれたというふうに思いますので、そういう

場を通じましても、私どもの考え方をしっか

りと伝えていきたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 上畠君。 

○25番（上畠寛弘君） ありがとうございます。

ぜひそこの辺りお願いしたいと思います。 

  この点について、やはり本当に、逆に言う

と指定都市がしっかり自らの指定都市として

の責任を果たすことで、神奈川県だけじゃな

く、全国の指定都市のある県・府においては

―― 北海道もそうですけど―― リソースをほ

かのところに回せるということですから、や

っぱりそこはもうちょっと前向きに考えてい
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ただきたいというふうに思います。黒岩さん

も神戸で学んだ経験があるんだから、その辺

り理解してほしいというふうに思いますし、

ぜひちょっとその辺り、また働きかけたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

  次に郷土史の話に移りたいと思います。郷

土史だけじゃなく―― 私も郷土史いろいろ好

きで、今回いろいろ持ってきたんですけど、

いっぱいあり過ぎて。これ東灘区の住吉村の

村史ですね。これとかも当たり前ですけど古

い本ですので、ＩＳＢＮがないから簡単に検

索はできないです。図書館においてはちゃん

と保管しているところあるんですけども、こ

の住吉村史。あとこれが、最新のもので言う

と、野寄村史といって、これ大野陽平議員が

市長のほうにもお持ちしたというふうに聞い

ている野寄村史です。東灘区だけでもこんな

にいっぱいあって、あとこれが魚崎町史であ

ったり、次はこれ、何かもうコレクションみ

たいになってますけど、武庫郡史、武庫郡の

歴史についても載ってる。これ図書館も持っ

てません。こういう貴重な本もたくさんあっ

て、でもこれってやっぱりアーカイブ化、収

集も必要なところじゃないかというふうに思

っているところでありますし、これをやっぱ

り収集、まずはしっかりやっていただきたい

というところであります。あと、神戸市がか

つて発行したのでこれ御存じですかね。満州

国皇帝陛下奉迎記念誌、実は神戸市が昔発行

したものがあって、これ私、神保町とか、梅

田のかっぱ横丁とか、古書のまちをぶらぶら

散策するのが好きで、見つけたんですけど、

10万円で買えなかったんです。これ読みたい

と言ったけども、カバーもしてあって、探せ

ないかと思って、うちの市会事務局の政策調

査課長が、これ国会のアーカイブにあります

よということで見つけてくれたら、いろいろ

載ってまして、満州国皇帝が神戸に来られて、

当時の神戸市議会の議事録を見ますと、皇帝

陛下の奉迎費をちゃんと審議して、反対はせ

ず、可決してるんです。そういったこともあ

ったり、こういった歴史もやっと見つけて、

たまたま私が古本屋で見つけたからそういう

ことがあったんだということも知ることもで

きたり、本当に貴重なものというのはたくさ

んあったりして、本当にこれはぜひ収集して

いただきたい。あと、郷土史の―― この旧

村・旧町のものだけではなく、各学校の学校

史、私でしたら母校の甲南学園史というもの

が周年ごとにあったり、市長の母校の灘高校

においても、50年史とかそういったものも発

行されている。あと企業史、これ神戸製鋼の

70年の企業史、これもあくまでも中で発行し

た記念誌ですから、ＩＳＢＮが発行されてい

ない。あったことも知らないという人はいっ

ぱいいると思うし、図書館関係者の方でも知

らないというものはいっぱいあるんです。で

すから、広げて広げてちょっとそういったこ

とも含めて神戸の歴史を紡いできた大事な一

節一節ありますから、この点について、ちょ

っと再質問の中ではアーカイブ化の前に収集

にしっかり力を入れていただきたいし、本当

に貴重なものがたくさんあるけども、だんだ

んぼろぼろになって、これ本当にもうなかな

か手に入らないんですね。ですから、こうい

ったこともちゃんとやっていただきたいと思

うんですけど、この点、ちょっといきなりの

質問ですけど、いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 郷土史に関する文献と

いうのはたくさんありますが、特に、この東

灘区―― 東灘区は神戸市と合併したのが一番

最近なんですけれども、この合併以前の東灘

区の各村々の資料というのが、今も非常に熱

心に編さんされているということは、大変こ

れは敬意を表したいと思います。もちろんほ

かの地域でも、例えば、私が学びました山田

町にも山田村史というのが、私の部屋にも置

いておりますけれども、こういう郷土史とい



 

－24－ 

うものを大切にしなければいけない。私が神

戸市役所で仕事を始めましたときに、神戸市

の文書館の中に、合併前のいろんな資料が乱

雑にこれが置かれてるわけです―― 職員の皆

さん一生懸命やってるんですけど。やっぱり

これではいけないということで、神戸市がこ

れをやっぱり本格的な文書館をつくっていか

なければいけないということで、いろんな検

討をして、歴史公文書館の建設を進めること

にしたわけです。そこでは、神戸市の各地域

のそういう歴史に関する文書もしっかり保存

したいと思いますが、同時に、その対象を、

学校とか企業のそういう歴史にまで広げるこ

とが、本当にこれができるのかどうかという

ことにつきましては、御指摘を踏まえながら

も、また実務的な検討も含めて、少し考えさ

せていただければというふうに思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 上畠君。 

○25番（上畠寛弘君） ぜひお願いしたいと思

うんです。本当に貴重ないろいろな資料、こ

んなことがあったのかということは勉強にな

るところがたくさんあります。ぜひこれを次

代に語り継いでいただきたい。 

  質問ですけども、デジタルアーカイブ化、

ＡＩ技術をもってすれば―― 今までだともう

ＰＤＦでスキャンしただけで、全くテキスト

になってなかったから検索のしようがなかっ

たから、やっぱり一々読まなきゃいけなかっ

たんです。うちの市会事務局にも古い議事録

とかたくさんあります。本当にもう書庫のほ

うにいっぱいあって、当時ユダヤ難民の方々

が神戸に来られて、そのときに結構戦前・戦

中の歴史、負の歴史ばっかりですけども、神

戸市民がいかにユダヤの方々と接してきたか

ということもやっぱりかいま見ることもでき

たり、そういったものを、やっぱりＡＩも活

用した上でしっかりデジタルアーカイブ化を

進めていっていただきたいというふうに思い

ますので、この点について、歴史的公文書等

も検索できるよう、今、管理システムの構築

に取り組んでることは存じておりますから、

この点についてぜひお願いしたいと思います

が、簡潔にお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 歴史公文書館につき

ましては、令和８年度の開館に向けて、現在、

開設準備・工事を進めているところでござい

ます。 

  今お話しいただきました資料管理システム

は、目録検索に加えまして、利用者の利便性

を高めるために、デジタルデータの閲覧機能

を搭載するという予定にしてございます。例

えば、市会の議事録で言いますと、神戸市会

のホームページで昭和62年以降のものが公開

されておりますけれども、明治22年から昭和

61年までの議事録についても、歴史公文書館

の資料管理システムで閲覧できるよう、デジ

タル化を進めてございます。また、昭和期の

広報紙などの公開可能な歴史的公文書に関し

ても、インターネットにより直接閲覧できる

予定にしてございます。そのほか、これまで

も神戸市史編さんに伴い収集してきた写真や

古地図も順次デジタル化を進めておりまして、

これらを活用して神戸の歴史を学べるデジタ

ル展示をホームページ上で公開させていただ

く予定でございます。 

  この歴史公文書館は、歴史的公文書等の資

料を適切な環境の下で永久保存するための施

設でありますので、市民などに幅広く利用い

ただきたいと考えてございます。そのため、

国立公文書館や他都市の事例も参考にしなが

ら、利便性の高い資料管理システムを構築す

るとともに、市政史を回顧できる常設展示の

整備、セミナーの実施などによりまして、市

民が神戸の歴史に関する知識を深めていただ

くことができるよう、しっかりと取り組んで

まいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 
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○議長（坊 やすなが君） 上畠君。 

○25番（上畠寛弘君） ありがとうございます。

ちょっとかなりこれについては力を入れて、

私の本当に個人的な思いもめちゃくちゃあっ

て、やっぱり歴史というものは本当に大事な

文化的遺伝子だと思っておりますので、我々

が次代につないでいかなくてはならない。こ

の情報の永続化というのが必要だと思ってお

ります。ぜひお願いしたいというふうに思い

ます。 

  次にパチンコ規制強化については、地域の

そういったことも踏まえてやっていただける

ということでございますから、例えば、新規

出店規制の強化とか、そういったことも考え

ていただきたい。パチンコも今経営難で大変

のようですから、潰れてしまったら、その後

また新たなパチンコが来ることなく、そうい

った網の目、今存在するものを既得権として、

そこに対してなかなか規制して、潰せという

ことはできないと思いますけども、本当にパ

チンコというのも、私もパチンコやったこと

ないんですけども―― 実際に先日行ってみて

やってみたんです。ちょっとだけ勝ったんで

すけど、勝ったらどうかと言ったら、本当に

パチンコがじゃらじゃら出て勝ちました。玉

がありました。借りてました。その玉を景品

に交換しました。なんか変なチップみたいな

ものをもらいました。そのチップを、どこと

は言わないけどあっちら辺とか言われて、そ

こで交換して5,000円になるんです。これは

もう明らかに三店方式というものでございま

すけれども、それは目の前で商品としてお金

はもらってないけども、明らかにこれみんな

がギャンブル、賭博だと思ってる事実なわけ

でございますから、こういった観点について、

やっぱりこれを見て見ぬふりではなく、しっ

かり取り組んで―― 本当に賭博としか言いよ

うがなくて、やっぱりギャンブル依存症の大

半は場所が限られている公営ギャンブルでは

なく、パチンコなんです。生活保護者の方も

中にはパチンコ依存になっちゃって、もうそ

の日に生活保護費もらってんのに全部使っち

ゃって、これはもういかがなものかというふ

うに思いますから、この辺りについての規制

というのは、国がやること、政令指定都市で

できることというのがいろいろあると思いま

すから、指定都市としてできることもぜひ考

えていただきたいし、サンテレビに出資、今

しております。神戸市も出資してますし、大

株主ですよね。パチンコ番組が深夜にやって

るんです。やっていて、公共の電波を使って

神戸市が出資しているテレビで、パチンコ番

組っていかがかなと。それはテレビ局の自由

はあるんですけどね、やっぱりこの脱法的な

行為であるパチンコ―― 競馬番組ならまだい

いですよ。シャンプーハットが何か競馬勝っ

たのは、それはよかったと思うけど、パチン

コじゃらじゃらしてるのは、これはいかがな

ものかというふうに思うし、それに神戸市が

出資してるということなので、この意見につ

いてはお伝えいただきたいと思うんです。こ

の点も踏まえて、いきなり久元さんや今西さ

んに答弁してくれと言っても難しいと思いま

すが、でもこの問題意識はやっぱり共有して

いただいて、まちのブランドのことを考えれ

ば、別に今、この三店方式をこれやるのはも

う警察と国がやるべきことですから、どうこ

う神戸市ではできませんが、やっぱりそこの

辺りの建築の観点とか、そういうあるべきも

のかどうかということからの規制強化という

のは十分検討できると思います。まちのブラ

ンドとして、ぜひ考えていただきたいと思い

ますので、これはよろしくお願いいたします。 

  次が朝鮮学校のことで、新たな情報が出て

いない中でなかなか判断を変えることが難し

いという御答弁だったということは分かると

ころでありますけども、やっぱりそうは言っ

ても、なかなか私も母校とされている卒業生

の方から、いろいろ話を聞いても、やっぱり

思想教育的なことは行われているとか、職員
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室では金正日と金日成の写真が―― 肖像画を

飾ってるという話もあると。 

  これは令和２年度の内閣に対する質問主意

書の答弁で、国が―― 安倍総理大臣が答弁し

てるんです。朝鮮総連は朝鮮人学校と密接な

関係にあり、同校の教育を重要視しており、

教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしてい

るものと認識しているというふうに、もうこ

れは令和２年の答弁においても安倍総理から

も出ているところでございますし、やっぱり

その思想教育的なところで指摘されていると

ころについても、これは国の認識としてある

ということなので、最新の見解をちょっと今

後取りたいと思いますので、国の最新の見解

が分かり次第、またこれは新たな情報になる

と思います。今はどうかということが分から

ないならば、最新の見解も取った上で取り組

んでいただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

  以上です。私の質疑を終わらせていただき

ます。ありがとうございます。（拍手） 

○議長（坊 やすなが君） 御苦労さまでした。 

  次に、39番吉田健吾君。 

  （39番吉田健吾君登壇）（拍手） 

○39番（吉田健吾君） それでは、早速質問さ

せていただきます。 

  まず１つ目、神戸空港の国際化を踏まえた

観光振興についてお尋ねいたします。 

  いよいよ来春から神戸空港で国際チャータ

ー便の運航が始まります。先日、大韓航空に

よる就航計画表明がありました。そして、昨

日にはスターラックス航空による就航計画表

明もありました。また、本市としては、引き

続き、東アジア・東南アジアからの国際チャ

ーター便を誘致していると聞いており、今後、

神戸空港がアジア各国からの玄関口になるこ

とが期待されます。 

  神戸空港が単なる通過点にならず、神戸で

より長く滞在し、より多くの魅力を体験し、

そして、多くの消費活動を行ってもらうため、

特に経済成長が進む東南アジアを開拓マーケ

ットと位置づけ、増加する富裕層や中間層に

訴求するプロモーションを行っていくことが

重要であります。 

  特に、マレーシアやシンガポール等の東南

アジアは熱帯気候であるため、日本の四季を

売りにした観光コンテンツの醸成が重要な要

素であり、さきの決算特別委員会局別審査で

も質疑した際、四季の楽しみ方に焦点を当て

たＰＲが少ないため、取組を強化していく必

要があるとの答弁がありました。 

  チャーター便の解禁まで残り４か月となる

中、旅行商品の予約や販売時期を踏まえると、

一日も早く対応していくべきと考えますが、

現在の取組状況と今後の戦略について、御見

解をお伺いいたします。 

  ２つ目、部活動の地域移行、ＫＯＢＥ◆Ｋ

ＡＴＳＵについてお尋ねいたします。 

  部活動の地域移行について、国は令和５年

度から令和７年度までの３年間を改革推進期

間と位置づけ、休日における部活動の地域移

行を目指しています。この10月には、スポー

ツ庁で有識者会議の作業部会が開かれ、令和

８年度以降の改革実行期間においては、平日

でも地域移行を推進する案が示されました。 

  本市では、国の計画に先立ち、平日・休日

ともに部活動を令和８年９月から地域に移行

するとのことですが、初期段階からスムーズ

に移行できるのか懸念しております。想定し

ているような移行ができない場合があれば、

活動の場がなくなったり、まだ見ぬ大きな課

題に直面したりすることで、子供たちが犠牲

になることだけは絶対に避けなければなりま

せん。部活動の地域移行に向けて、様々な課

題を解決し、移行初期から確実な移行ができ

るよう、専門部署の創設など、体制を整備す

る必要があると考えますが、御見解をお伺い

いたします。 

  ３つ目、震災30年を迎えた防災対策につい

てお尋ねいたします。 



 

－27－ 

  本市はこれまで阪神・淡路大震災の教訓を

踏まえ、市民・事業者・市が協働で、平時か

ら備えを十分に行い、非常時にそれぞれの役

割を明確にして、その役割を果たせる仕組み

づくりを目指してきました。その一環で被災

時の速やかな避難所開設に向け、防災福祉コ

ミュニティに鍵渡しを進めてきていますが、

渡せているのは、いまだ４割程度にとどまっ

ていると聞きます。これは本市の地域防災計

画について、理想と現実のギャップがあった

からではないかと懸念しており、今後、高齢

化の進展や地域の担い手不足を踏まえ、避難

所運営をはじめとする被災時の対応方針につ

いて見直しを行っていく必要があるのではな

いかと考えます。 

  震災30年を迎え、様々な社会変化や求めら

れるニーズが変わっている中、震災を経験し

た都市として、全国の模範となるような災害

に強い都市を目指した取組が必要と考えます

が、震災30年を控えた現在の課題と今後の取

組方針について、御見解をお伺いいたします。 

  ４つ目、障害者支援について。 

  本市では、平成29年度より、障害のある方

の多様な働き方の創出を目指す取組として、

週20時間未満の超短時間雇用を創出する取組

を進めています。今年の３月にあった予算特

別委員会の局別審査において、我が会派の山

口議員より、本事業のコーディネーターにつ

いての予算が計上されていないことについて

質疑をしたところ、当局からは、障害者就労

支援の全体の中で取り組んでいきたい。東大

の先端研との協定もあるため、引き続き御支

援いただきながら進めてまいりたい旨の答弁

がありました。 

  企業側にとっては、人手不足の解消や業務

効率の改善につながり、障害の特性等により

長時間の就労が難しい方にとっては、就労機

会の拡大や社会参画につながるなど、非常に

有用な取組であると評価していますが、残念

ながら、今年度の新規雇用実績はいまだゼロ

のままです。現状認識している課題や、今後

どのように取り組んでいくのかについて、併

せて御見解をお伺いいたします。 

  ５つ目、指定管理者制度についてお尋ねい

たします。 

  本市では、指定管理者制度導入の趣旨であ

る市民サービスの向上等が適切に図られてい

るかを検証するため、毎年、指定管理者の管

理状況や利用状況等に対する評価を行い、評

価結果を今後の管理運営や指定管理者の選定

に反映させるＰＤＣＡサイクルの実行に取り

組んでいます。しかしながら、公募時点では、

審査項目ごとに点数評価を行うものの、評価

段階では管理状況や利用状況、収支状況など

をまとめて総合的に５段階評価することとな

っており、例えば、当初の提案内容から利用

状況が大きく乖離している場合でも、応募不

可となるようなペナルティーが科されている

事業者はほとんどいません。そのため、事業

者が故意に実現困難な高い目標を設定した提

案は評価点が高くなり、公平性を欠くおそれ

があります。指定管理者制度については、選

定評価に関して、適切かつ公平性が保たれる

ような見直しが必要と考えますが、御見解を

お伺いいたします。 

  最後に、王子公園再整備の進捗についてお

尋ねいたします。 

  昨日の本会議において、学校法人関西学院

への土地売却の件についての議案が可決され

ました。大学の開学により、王子公園周辺の

近隣地域への貢献や、神戸市域全体への貢献

といった効果が期待できると考えています。

また、学内の中庭や図書館、レストランやカ

フェ等の大学施設が一般に開放されるなど、

地域住民をはじめ様々な方々が気軽に訪れる

ことができることから、どんな施設になるの

か今から楽しみにしています。 

  今後、公園部分の再整備と大学整備が一体

となって空間を創出することで、王子公園や

周辺の魅力向上につなげていくことが重要で
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あると考えます。神戸市が進める王子公園本

体の再整備については、７月に事業者公募を

開始するとともに、10月には王子プールの解

体工事に着手したと聞いています。現在の取

組状況と今後の進め方についてお伺いいたし

ます。 

  以上、簡明な御答弁をよろしくお願いいた

します。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 吉田健吾議員の御質問

にお答え申し上げます。 

  まず、神戸空港の国際化を踏まえた東南ア

ジアへのアプローチです。東南アジアは引き

続き成長が見込まれることから、インバウン

ド観光客の誘致を積極的に進めていく必要が

あると考えております。東南アジアに対する

アプローチといたしましては、現地旅行会社

へのプロモーションの強化、ムスリムに対応

した基盤整備・情報発信に取り組んでおりま

す。 

  神戸の四季を感じていただくことも重要で

す。そのためのコンテンツといたしましては、

例えば、須磨浦山上遊園からの海を背景にし

た桜、有馬の紅葉、神戸ルミナリエ、食べ

物・体験―― 日本酒、イチゴ・ブドウ・梨な

どの味覚狩り、六甲山スキー場での雪遊び、

こういったものが神戸として差別化できる戦

略ではないかと考えております。 

  これまでも東南アジアの旅行会社に対して、

四季を含めたプロモーションも行っておりま

して、桜のスポットや都心からすぐアクセス

できるスキー場などには興味を持っていただ

いております。 

  このほか、マレーシアやインドネシアを中

心に、神戸モスクやハラール飲食店の情報を

盛り込んだムスリムフレンドリーガイドブッ

クを作成するなど、ムスリム向けの情報発信

にも努めてまいりました。 

  引き続き、旅行会社に対するプロモーショ

ンやムスリムに対応した環境整備を行うとと

もに、神戸の四季を意識したプロモーション

を実施し、神戸空港への国際チャーター便就

航につなげられるよう取り組んでまいりたい

と存じます。 

  次に、震災30年を迎えた防災対策です。 

  本市では、震災の経験・教訓を踏まえ、神

戸市地域防災計画の基本理念として、自己決

定力の向上を掲げ、市民・事業者・市が協働

して、平時からの備えを十分に行って、それ

ぞれの役割を非常時に果たせる仕組みづくり

を目指してきました。 

  しかし、現在、高齢化の進展や地域コミュ

ニティーの希薄化によりまして、想定どおり

の成果が上がっている、あるいは十分な準備

ができているとは必ずしも言えない状況にあ

るのではないかと考えております。 

  そこで、今年の能登半島地震で顕在化した

初動・応急期の課題に加え、阪神・淡路大震

災後の経時的な社会情勢の変動や、テクノロ

ジーの進展等も踏まえ、本市の災害対策を、

さらなる実効性の確保を図るために、今年度

から全市を挙げて総点検を実施しております。

この総点検では、発生が危惧される南海トラ

フ巨大地震などの災害に対して、地域防災の

担い手不足や震災経験職員の減少、きめ細か

な被災者対応などの課題がある中で、地域防

災への新たな支援の導入や、新たなテクノロ

ジーの積極的活用など、様々な手法で対応し

ていくという方針を立てておりまして、具体

的に15項目の取組を進めていきたいと考えて

おります。 

  まずは、防災福祉コミュニティの実情をし

っかり把握し、市や区による支援の強化とと

もに、様々なステークホルダーの活用等を進

めていくことが必要と考えております。 

  具体的には、防災福祉コミュニティへの鍵

渡しにつきまして、各避難所へのキーボック

ス方式の導入を検討しておりまして、さらに、

避難所をスムーズに立ち上げるためのレイア
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ウト図面や、懐中電灯といった必要資器材を

まとめた避難所開設キットの準備を検討する

など、地域への負担軽減につなげてまいりた

いと考えております。 

  いずれにしても、様々な手法を用いて、被

災することがあっても、元の生活に速やかに

戻ることができるような対応力・復元力のあ

る計画の策定を目指していきたいと考えてお

ります。 

  王子公園再整備の現在の進捗状況について

です。 

  王子公園の再整備につきましては、王子公

園再整備基本計画に基づきまして、できるだ

け早期の供用に向け、公園全体で順次、設計

や工事に着手することとしております。 

  現在の主な取組といたしましては、緑の広

場やシンボルプロムナード、スタジアムなど

の複数施設を対象に、設計と施工を一括して

発注するための事業者公募を、今年の７月か

ら実施しております。現在、公募手続にのっ

とりまして、参加意欲のある事業者との対話

や質疑回答を進めております。 

  今後、年内に事業者からの提案を受け、令

和７年２月の事業者選定、５月の契約締結に

向けて手続を進めてまいります。 

  動物園のリニューアルに関しましては、王

子公園再整備基本計画に位置づけた動物園の

ゾーニングに基づき、まずは、９月１日をも

って営業を終了した王子プールの跡地で、動

物園の新たな魅力施設としてのサバンナゾー

ンと爬虫類館を整備する予定です。サバンナ

ゾーンでは、アフリカのサバンナに生息する

キリンやシマウマ、カバなどを展示し、でき

る限り生息環境を再現するとともに、複数の

動物種を見通せる通景の演出による臨場感の

あるゾーンを整備いたします。10月からはプ

ールの解体撤去工事を進めておりまして、来

年度からは、獣舎や動物がより自然な状態で

過ごす放飼場と呼ばれる施設の整備を行い、

令和９年夏頃にオープンする予定です。その

他の公園施設につきましては、令和10年に立

体駐車場、令和11年に緑の広場、令和12年に

スタジアムやシンボルプロムナードの供用を

目指しております。 

  一体性を保つということも大変重要で、公

園内の各施設のつながりや、大学も含めた公

園全体の一体感の醸成と回遊性の向上を図っ

ていく必要があります。今後、事業者が決定

し、設計を進めるに当たっては、大学の整備

内容とすり合わせながら、新たな原田の森に

ふさわしい緑の景観を創造するとともに、大

学と公園が一体となった憩いの場の創出や、

広域防災拠点の機能強化などを進めていきた

いと考えております。 

  引き続き、学校法人関西学院側と綿密な調

整・連携を図りながら、王子公園の実現に向

けて整備を着実に進めてまいります。 

  王子公園の整備には、幅広い市民・経済

界・学界・教育界から大きな期待が寄せられ

ているところでありまして、吉田議員の御指

摘をしっかりと踏まえ、スピード感のある対

応を行ってまいります。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから、指定

管理者制度の運用について御答弁申し上げま

す。 

  本市では、指定管理者による適正な管理運

営の確保及び市民サービスの向上のため、毎

年度、管理運営に対する評価を行っていると

ころでございます。 

  評価の方法は、指定管理者から提出される

事業報告書、利用者満足度調査の結果、所管

課が管理運営チェックシートに基づき実施す

る点検結果などを基に、管理状況・利用状

況・収支状況・主な提案内容とその達成状況

などのおおむね７項目について、まず項目ご

とに実績や具体的な評価内容を評価票にまと
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めることとしているところでございます。 

  それらを踏まえ、公募施設等については、

提案内容も含めた施設管理運営全般の総合評

価として、５段階評価を実施し、外部の有識

者なども参画した選定評価委員会にて評価を

行わせていただいているところでございます。 

  令和５年度の評価結果といたしましては、

大幅に上回ったトリプルＡが12施設、やや上

回ったダブルＡが53施設、ほぼ提案内容どお

りのＡが558施設、やや下回ったＢが１施設

となっているところでございます。この総合

評価の結果は、次期公募の際の採点に、最大

で７点が加減算されるため、提案内容と実績

が乖離した場合には、その結果が一定反映さ

れる仕組みになっているところでございます。 

  これまでもこの評価につきましては、適切

かつ公平な評価とするために、評価基準や評

価結果の次期選定時での反映方法などについ

て、適宜見直しを行ってきたところでござい

ます。 

  ただ、今回、先生から御指摘もいただきま

したので、改めて現行の評価方法について検

証いたしまして、例えば、管理状況・利用状

況・収支状況などの項目ごとに得点化した上

で総合評価を行うなど、より適正な評価方法

となるよう検討してまいりたいと考えてござ

います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 私のほうから、障害

者雇用につきまして御答弁申し上げたいと思

います。 

  障害者の就労支援につきましては、個々の

障害特性などの理由から、長時間の就労が困

難な場合、苦手な仕事がある場合は、その人

に合った業務内容や勤務形態が求められるこ

とから、多様な働き方の１つとして、平成29

年度から、超短時間雇用の提唱者であります

東京大学先端科学技術研究センターの近藤教

授の指導・監修の下、モデル事業として、し

ごとサポート１か所からスタートしたもので

ございます。 

  超短時間雇用の創出に当たりましては、し

ごとサポートでは、雇用する企業におきまし

て、事前に障害のある方が行う仕事内容を明

確に決定する支援。それから、業務手順や業

務に必要な就労時間、週当たりの日数等を企

業と詳細に相談・確認の上、障害のある人の

働く環境を整える。その上で、当該業務に合

う就労者とのマッチングを図っているところ

でございます。 

  このような支援方法につきましては、具体

的な取組方法をマニュアルとして整備を行い

ましたので、令和４年度から、全しごとサポ

ートで、超短時間雇用の創出に取り組んでき

たところでございます。令和５年度末での実

績は、累計で就労者数125名、就労企業数は6

2社でございますが、令和６年度現在におき

ましては、36名の方が超短時間雇用での就労

を継続いただいているところでございます。 

  離職した方につきましては、一般就労につ

ながってる方もいらっしゃるわけでございま

すが、多くは期間や業務を限定したジョブ型

雇用のため、任期満了・業務終了が原因で離

職された方、また、体調不良による離職もご

ざいました。 

  現在、市内に５か所あるしごとサポートで

は、就労継続者の支援を行いながら、これま

でどおりの新たな超短時間雇用の創出に取り

組んでいるところでございますが、例えば、

週労働時間が10時間以上の労働者を希望する

企業に対しまして、求職者が自らの障害状況

によりまして10時間未満の勤務を希望したた

め、雇用に至らないなど、求職者と企業双方

の細部の労働条件で折り合えず、断念する事

例もございまして、今年度はまだ新たな雇用

実績はない状況でございます。 

  法律により一定以上の規模の企業は、その

割合に応じて週労働時間20時間以上の障害者

を雇用することが定められているわけでござ
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いますが、令和６年度から精神障害や重度障

害で週就労時間10時間以上20時間未満の労働

者につきましても、法定雇用率の算定対象と

なったところでございますので、ハローワー

クからは、企業にこのようなことについての

周知を図っていただいているところでござい

ます。 

  人手不足の解消、また、業務効率の改善に

つながるといった企業のメリットを企業側に

も訴えながら周知ができるよう、広報媒体等

の改善に加え、業種別の採用事例集等の作成

など、説明資料の再構築と企業に届く広報資

料の検討を今後も行っていきたいと考えてお

ります。 

  障害のある方が個人の能力や特性を生かし、

希望に添った働き方ができることが重要でご

ざいますので、超短時間雇用は多様な働き方

の１つとして有用な手法であり、神戸市とい

たしましても、今後も引き続き積極的に取組

を進めていきたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 教育長。 

○教育長（福本 靖君） 私のほうからは、部

活動の地域移行、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵにつ

いて御答弁申し上げます。 

  これまでも国は、少子化や教員の働き方改

革等の観点から、部活動を学校外に出す―― 

地域移行するという方針は、数年前から示し

てはいたものの、やはりこれだけ大きなこと

ですので、どの都市もちゅうちょするという

ことで、なかなか進まないような中で、よう

やく2026年度から改革実行期間として、平日

も含めて早急に改革をするというような形が

出されました。 

  それを受けて、ようやくですけども全国的

に見ると少しずつ動き出し、また近く阪神間

とかでも、神戸と同じような動きが見られる

ようになっております。ただ、やはりＫＯＢ

Ｅ◆ＫＡＴＳＵとして時期を決めて先行する

ということについては、やはり現状でも少子

化や先生方が減っていくということで、現状

維持することも難しいんですが、やっぱり

我々としては現状について深く考えてみたと

いうことが大きかったと思います。それは御

存じだと思うんですけれども、今の部活動の

現状は、平日５時に完全下校ということです

から、準備と片づけを入れても１時間弱の活

動を週に４日程度―― 多くて。土曜日・日曜

日は大体午前中どちらか、土・日どちらかと

いう、こういうような現状の中、さらに当然

熱中症等の配慮もしなければいけませんので、

夏季なんかでもなかなか活動ができない時間

帯が増えている。 

  さらに、やはり保護者や子供たちの部活に

対する考え方の多様化、それに伴う様々なト

ラブル等で配慮しなければならないことも増

えて、指導よりも、そういう教員として対応

していくことという側面が非常に大きくなっ

た。それによって、例えば、あるメジャーな

スポーツでは―― ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ以前

の段階ですから、もうこの１、２年ですけれ

ども―― 中学校登録よりも学校外のクラブ登

録の数が上回ってしまったと、こういうふう

な種目も出てきております。当然、自分の学

校に希望する種目があっても、それに行かず

に外部に行ったり、将来を見据えてもう部活

には入らずにという子供たちも本当に増えて

おります。そういうふうなことがありました

ので、我々としては、やはり現在はもう限界

に近いんではないかと。そういうことで、や

はり関係する人たち―― 教員だけではなくて、

地域や社会全体に呼びかけることで、幅広く

協力を得ながら推進しようということで、20

26年９月という期限を設けてＫＯＢＥ◆ＫＡ

ＴＳＵを開始すると、そのようになったわけ

でございます。 

  議員が心配していただいております、御指

摘いただいた活動団体の確保、これはもうと

にかく大切だと認識しております。近日中に

方針を正式に公表させていただいて、活動団
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体の募集を進めていきたいと今考えていると

ころでございますが、既にＮＰＯ、それから

大学、民間団体など、我々が想定していなか

ったところからの問合せでありますとか、逆

に企画を提案していただくなど、こういうよ

うな動きも今出てきております。当然１回の

募集では、簡単には全てをカバーできること

はできないと思っておりますので、2026年度

までに複数回にわたって募集し、申請が少な

いとか、これはちょっとなかなか厳しいと思

われるところには、もう個別に働きかけを行

って、活動団体の確保に全力を挙げて取り組

んでいきたいと、そのように考えております。 

  当然ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵの推進に当たっ

ては、部活動がこれまで学校教育の一環とし

て取り組んできましたので、教育委員会が責

任を持って対応していくんですが、やはり必

要に応じて市長部局の協力も得ながら取り組

んでいきたいと思っておりますし、これも御

指摘いただいたように、今後より効果的に進

めていくために、専門部署の検討も含めて必

要な体制を確保しながら、子供たちが主体的

に選択して多様な活動に参加できる機会の確

保に全力を挙げていきたいと、そのように思

います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 吉田君。 

○39番（吉田健吾君） 御答弁ありがとうござ

いました。 

  それでは、順番にちょっと再質問をしてい

きます。途中入れ替えたりもしますけれども、

まず最初、神戸空港の国際化、観光振興につ

いて再質問をしたいと思います。 

  市長から御答弁いただきまして、今ある資

源をいろいろと紹介していただいて、それを

思い描くといい景色やと思いますので、これ

を効果的に打っていっていただかなければな

らないというのと、また、ムスリムに関して

も、マレーシアなんかはムスリムの方が非常

に多いですし、視察で行かせていただいて非

常に感じたのは、飲食店でポークフリーとい

う対応で済むというムスリムの方も相当いら

っしゃるということですので、ハラール対応

まで行くと非常にしんどいですけども、ポー

クフリーで、例えば、焼き鳥屋さんなんかは

既にポークフリーやと―― 扱っていなければ

というような感じがあると思いますので、そ

ういったことをしっかり洗い出して、しっか

り積極的に誘致につなげていただきたいと思

います。 

  四季の中でも、春と秋、そして桜や紅葉を

感じられる体験というのが非常に大切でござ

います。特に日本の桜は、訪日外国人にとっ

て魅力的なコンテンツであり、こうした日本

ならではの体験をしてもらうためにも、まず

は市内に存在する資源を磨いていくことが重

要であります。そのため、建設局が進める公

園のリノベーションにおいても、インバウン

ドを意識した整備が必要ではないかと考えて

います。市内観光の周遊ルートを意識して、

今ある名所に加えて、今後の公園改修等にお

いて、観光に活用できる場所には積極的に桜

や紅葉を植樹して、写真映えするような仕掛

けづくりをしたり、公園内でのイベントやカ

フェの設置などをするなど、建設局が主体的

に神戸観光の魅力をつくる視点を持って、現

在の公園整備の取組に様々な工夫を凝らしな

がら進めていくべきと考えますが、御見解を

お願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 神戸空港の国際化を

契機といたしまして、インバウンドを意識し

た取組というのは大変重要だというふうに考

えてございます。 

  とりわけ、公園は神戸の魅力を発信する重

要なスポットであるというふうに考えてござ

いまして、特に観光地や訪日外国人が訪れる

公園においては、御指摘のような魅力をつく

る視点というのが大変重要だと思っていると
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ころでございます。 

  最近では、東遊園地や磯上公園、須磨海浜

公園のリノベーションにおいて、公園全体の

にぎわい創出とともに、ＢＥ ＫＯＢＥなど

のフォトスポットや、ヒーリングガーデンと

いった特徴的な整備を行っているところでご

ざいます。 

  今後の公園整備におきましても、写真映え

する仕掛けなど、集客が期待できる工夫を検

討していきたいと考えてございます。 

  また、訪日外国人にとって四季を感じる植

栽は、日本ならではの魅力的なコンテンツと

して重要な要素でございまして、御指摘をい

ただきました桜や紅葉といったものは、四季

の美しさを感じられる樹木であると考えてご

ざいます。今後、大規模公園など観光客が多

く訪れる公園の再整備におきましては、それ

ぞれの公園の立地や景観を踏まえながら、美

しい植栽となるよう工夫をしてまいりたいと

いうふうに考えているところでございます。 

  今後も、それぞれの公園を一層磨きをかけ

るとともに、インバウンドも意識しながら、

神戸観光の魅力をつくる視点を持った公園整

備に取り組んでまいりたいと考えてございま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 吉田君。 

○39番（吉田健吾君） ぜひ積極的にお願いい

たします。 

  もう１つ日本酒についてもお尋ねしたいと

思います。 

  日本酒は四季それぞれの楽しみ方があって、

これもまた今申し上げたような観光コンテン

ツの醸成の要素にもつながると思っておりま

す。 

  例えばワインのブドウの木オーナーのよう

なものがありますが、東南アジアの富裕層に

山田錦のスポンサーになってもらい、支援し

た山田錦から造られたオリジナルの日本酒や、

日本に来た際には日本酒についての特別なツ

アー、農業体験に招待するなど、耕作放棄地

対策等の農業支援にも資するような様々な工

夫が日本酒でできると考えています。 

  神戸観光の魅力を向上させるには、これま

でにない新たな取組が必要であり、日本酒や

四季など神戸の既存資源を最大限に有効活用

し、抜本的なインバウンド対策に取り組んで

いただきたいと考えますが御見解をお願いい

たします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 日本酒についてでご

ざいますが、観光庁が実施いたしました2023

年の訪日外国人消費動向調査によりますと、

日本の酒を飲むことは、訪日前に期待してい

たことで34.9％、日本滞在中にしたことで51.

7％という結果でありまして、日本酒に対す

るインバウンドからの期待が高いということ

がうかがえる結果でございます。 

  また、灘五郷は日本一の日本酒生産量を誇

り、古くからの伝統的な酒造りが今なお引き

継がれている点も、インバウンドに対して強

みとなるコンテンツだと認識しているところ

でございます。 

  これまで各酒蔵におきまして酒蔵見学や試

飲体験、蔵開きのような季節ごとのイベント

など様々な工夫を凝らした取組が行われてき

てございます。 

  また、民間事業者によって専門ガイドの解

説とともに日本の酒文化を楽しく学びながら

灘五郷の複数の酒蔵を巡るツアーも日々催行

されておりまして、既に多くのインバウンド

が参加され、口コミの評価も高い状況でござ

います。 

  今朝、ユネスコの評価機関が日本酒などの

伝統的酒造りの無形文化遺産への登録を決定

したとのうれしい報道もありましたので、今

後一層日本酒への注目が高まり、インバウン

ド誘客につながることが期待できるものと考

えているところでございます。 
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  御提案をいただきました山田錦のスポンサ

ーにつきましては、実際にオリジナル日本酒

を造る酒蔵との協議・連携が必要となります

けれども、例えば酒蔵を巡るツアーの一環で、

北区の山田錦の栽培現場を訪問し、農作業を

体験するコンテンツの追加などが考えられる

のではないかというふうに思っているところ

でございます。 

  今後本市としては各酒蔵の魅力紹介はもと

より、民間で販売実施されているツアーなど

とも連携したプロモーションに取り組みまし

て、日本酒を魅力的なコンテンツとして発信

してまいりたいと考えてございます。 

  今後とも日本酒や四季を含め神戸が有する

観光資源を最大限活用し、インバウンド誘客

に取り組んでまいりたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 吉田君。 

○39番（吉田健吾君） ありがとうございます。 

  日本酒―― 多分ターゲットとなる層という

のは、あらゆる有名な日本酒は飲んできて、

次は特別なこれができたから神戸へ行ってよ

かったんやということを国に帰って説明して

くれるというようなサイクルを考えると、酒

蔵ツアーは非常に有効なものであるというの

は分かりますけれども、その次のステップと

いうのを考えておかなければいけないという

のが今回の提案でございます。 

  日本国内で競争するだけではなくて、シン

ガポールなんかに立って見てみると、日本に

行くのか、香港に行くのか、台湾に行くのか、

韓国に行くのかという他国との中での競争で

どうやって１歩リードしていくのかというこ

とでいくと、少しちょっととがってるなと思

っても踏み込んでしまったほうがいい場合も

あるんじゃないかなと思いますので、ぜひ引

き続き御検討いただきたいと思います。 

  次、震災について再質問をさせていただき

ます。 

  初動や応急期の対応が非常に大切ですし、

それについて今からもう一度アプローチを改

めてしてくれるということで非常に期待して

おります。 

  再質問としては、北区での事例を参考にし

て、灘区では本年５月に地元企業と災害時に

おける支援活動に関する協定を締結し、災害

時には事業者が保有する自動車で区役所職員

や物資を避難所等へ移送してくれることで、

より迅速な避難所開設・運営が可能となり、

地域の防災力向上が図られることとなりまし

た。 

  今後、高齢化の進展や市民の防災意識の変

化に伴い、地域防災の担い手不足はさらに深

刻化するのではないかと危惧しています。ま

た企業は従来のような利益追求に価値を置く

のではなく、環境配慮や防災などの社会貢献

に目を向ける時代となっているため、地域の

担い手不足を解消するためにも、北区や灘区

の事例を参考に多くの企業と防災に関する連

携を増やしていくべきと考えますが御見解を

お伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 現在、神戸市では南

海トラフ地震等、大規模災害が発生したこと

を想定いたしまして、物資の供給や運搬、救

助、医療、情報収集・伝達など、様々な団

体・事業者等と連携協定を締結しているとこ

ろでございます。 

  例えば物資の供給に関しましては、災害時

の必要物資が迅速に供給されるよう、生活協

同組合コープこうべなど複数の民間事業者と

協定を締結しているほか、運送事業者等と検

討会を設置し、毎年、物資円滑供給訓練を実

施しているところでございます。 

  また避難所等の生活環境に関しましては、

日産・三菱・トヨタの３社と災害時に外部給

電可能な車両から避難所等へ電力供給を行う

協定も締結しているところでございます。 

  神戸市といたしまして、御指摘いただきま
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したように高齢化の進展、市民の防災意識の

変化に伴う地域防災力の担い手不足などの課

題があると認識しているところでございます

ので、現在いろんな点検を行っている中で、

地域防災の担い手不足の解消につきましては、

企業・ＮＰＯ・大学等、様々なステークホル

ダーを活用しながら取り組んでいきたいと考

えているところでございます。 

  そうした中では、御紹介ございました例え

ば灘区での取組―― 灘区とセーバー技研株式

会社との協定、こういった事例も参考に、よ

り多くの企業と防災に関する連携を増やし、

地域防災の取組の効果的な支援を進めていき

たいと考えているところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 吉田君。 

○39番（吉田健吾君） ぜひよろしくお願いし

ます。 

  大きな企業と大きな枠組みでというのもで

すし、地元の中小企業―― 古くからやってる

会社とその地域とをつなぐということも大切

だと思いますので、その観点でお願いいたし

たいと思います。 

  次に、指定管理者についてでございますが、

いろいろと検討を進めていっていただくとい

うことを聞けましたので、すぐに再質問した

いと思うんですけれども、本市の指定管理者

制度では指定期間中の賃金水準の変動や物価

高騰による影響はあらかじめ事業者が想定し

た上で応募するものとしており、指定管理料

の変更は行っていません。 

  一方静岡市では、施設の安定的な管理運営

を図るため、賃金水準・物価水準に一定以上

の変動が見られた場合に、２年目以降の指定

管理料を変更する指定管理料スライド方式を

導入しています。 

  また、本市は工事の請負契約約款の中には

主要工事材料の価格上昇に対して円滑に対応

するために単品スライド条項が設けられてい

ます。 

  今般の物価高騰や賃上げなど経済環境の変

化が著しい状況を踏まえると、契約が複数年

にわたる指定管理業務についても、時代に合

ったふさわしい制度の在り方について検討す

るべきと考えますが御見解をお伺いいたしま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 本市におきましては、

指定管理者との協定書で物価・金利の変動は

指定管理者のリスク分担として原則指定管理

者が負担することとしているところでござい

ます。 

  しかし、急激な物価高騰などによりまして、

指定管理施設における管理運営経費の光熱費

の割合が著しく高くなり、施設の管理運営の

継続が困難となっている状況が見られたこと

から、令和４年度から光熱費高騰分の支援を

全市一律で行わせていただいているところで

ございます。 

  また、賃金・物価スライドにつきましては、

指定管理者のリスクの軽減につながる一方で、

指定管理者制度導入のメリットである民間事

業者の経営の柔軟性や収支改善のための取組

が期待できなくなる可能性もあると考えてお

ります。 

  また、本市の指定管理施設は多種多様であ

りまして、従事している職種や施設管理に要

する経費の種類も様々であるため、光熱水費

とは異なり、全市一律の基準で賃金・物価の

上昇率を決定・反映することは課題もあると

考えているところでございます。 

  近年の急激な物価高騰など、社会経済情勢

の変化が著しい場合であっても指定管理施設

を安定的かつ継続的に運営していくことは重

要だというふうに考えてございますので、御

指摘も踏まえまして、他都市の事例も参考に

しながら、時代に合ったふさわしい制度につ

いて検討させていただきたいと考えてござい

ます。 
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  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 吉田君。 

○39番（吉田健吾君） ありがとうございます。 

  リスクの分担みたいなお話もありましたけ

れども、神戸市のリスクを減らすために指定

管理者制度をやってるわけではないので、や

っぱりシンプルに考えると、その施設を専門

的なノウハウ・知見がある方にやってもらっ

たほうが、よりよい施設になって市民にとっ

てより有用やということですので、シンプル

なところからぜひ考えていただきたいなとい

うふうに思っております。 

  次、王子公園ですけれども、近年の子供の

外遊び離れが原因で体力の低下や創造力を培

う機会の喪失といった課題が顕在化しており、

未就学児の段階から運動能力や体力向上、創

造力育成を図る取組が必要であると考えてい

ます。 

  王子公園の再整備が完成すれば、緑の広場、

みんなの広場など、子供たちが目いっぱい走

り回れる場所ができることは非常に喜ばしく

期待するところです。 

  しかし、運動能力や体力は日頃の積み重ね

が大切であり、大きな公園のみならず、町な

かの小さな公園において平らなグラウンド部

分に小山を造ったり、六甲山の間伐材を活用

して丸太を敷いた一本橋を置いたり、全身を

使って登れるような段を造ったりなど、神戸

の未来を担う子供たちが日頃から自然と触れ

合い、伸び伸びと近所の公園で外遊びをして

心身ともに健康な成長を促していくべきと考

えますが、御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今御指摘をいただき

ましたように、神戸の未来を担う子供たちが

伸び伸びと外遊びをして心身ともに成長して

いける観点を取り入れることは大変重要だと

考えているところでございます。 

  今後公園のリニューアルや遊具などの施設

更新の際には、例えば自然を生かした築山、

高低差や斜面を生かした遊具や間伐材を活用

した施設整備など、少しの冒険を通して心身

の成長が期待できるそういった魅力ある公園

づくりに取り組んでまいりたいと考えてござ

います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 吉田君。 

○39番（吉田健吾君） これもまた時代のニー

ズも変わってきますし、子供たちの体力低下

というのは非常に著しいという専門家の御指

摘もありますので、工夫を凝らして対応して

いっていただければと思っております。 

  次、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵについてお尋ね

したいと思います。 

  教育長から現状の説明ということで平日の

状況なんかは非常に厳しいということを教え

ていただきました。必要な体制も確保してい

きたいということと市長部局ともということ

ですけれども、これは人の体制と予算的なも

のもしっかりと確保していかなければ、やっ

ぱり一定費用が―― 今までは学校の予算の中

で済んでたものが外に出てくることになりま

すので、そうしたこともしっかりと考えてい

ただきたいと思っております。 

  三宮再整備本部であったり王子公園再整備

本部であったりそうしたセクションができて

おりますけれども、このＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳ

Ｕというのはまた非常にこれからの神戸の未

来にも大きな影響を与えるぐらいの事業であ

ると認識していますので、本当に少し人を増

やしたから何とかなるというものではなくて、

やっぱり最初の―― 移行の１日目から子供た

ちが残念やなと思うことがないように詰め切

るには一定の人員が必要だと思いますので、

ぜひよろしくお願いいたします。 

  それともう１つ、移行したらというところ

で、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵによってこれまで

学校が主体となって実施してきた部活が廃止

されることで、子供たちの部活の場が地域に
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移行されることに伴い、教員の部活動の負担

はなくなり、部活動の指導に割いてきた時間

を部活動以外の業務に注力することになりま

す。 

  一方子供たちは、これまで部活動を含め３

年間のかけがえのない中学校生活を過ごして

きており、今後部活動がなくなれば中学校で

の充実感は低下する可能性があります。 

  ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵによって教員の負担

が軽減されるのであれば、その空いた時間を

子供たちの中学校生活の充実や非認知能力の

成長のためにどのように還元するのか、御見

解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 放課後の過ごし方と

いう観点、子供たちのほうから見たという観

点で少し答弁させていただきます。 

  ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵへの移行を改めて別

の見方をさせていただくと、やはり生徒はも

うこれまで当たり前のように決められた枠組

みの中で部活―― 一生懸命やっている子供た

ちも多いですが、当然今までのような形で当

たり前のようにあった部活動に取り組んでい

たわけですが、そこの時間をやはり学習やス

ポーツ・文化活動、自分が主体的に考えて過

ごしていくと、自分たちが判断をすると、当

然なかなかそれが難しい子供にはもう全力を

挙げて支援をさせていただきますが、そうい

うことがＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵには期待され

てます。 

  ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵに取り組むこと、ま

たそこから広がっていって地域の方を含めた

多様な人とつながったりとか、今までになか

ったようなことができるという点では、ある

意味でＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵも―― このよう

な体験も非認知能力を養うことにもつながる

のでないかとまず１点思っております。 

  一番肝腎な学校なんですけど、当然学校は、

これまで部活動があるということで十分に取

り組めなかった―― 別の言い方をしますと、

それを理由にしてなかなか取り組めなかった

こと、例えば個別の学習支援であったりとか、

当然気になる子供たちの個別のカウンセリン

グとか、このようなことは当然今後充実させ

ていく必要があると思っておりますし、何よ

り１人１人を―― それぞれの教員が今求めら

れている子供たちの学習、特にそういう魅力

ある授業づくり、このようなものにきちっと

放課後の時間を使うでありますとか、先ほど

御指摘あったように、やっぱり部活に代わる

思い出というようなことになりますと、やは

り行事であったり総合的な学習の時間の充実

になっていきますので、そのようなものに注

力を全力を挙げてやっていくと。このような

形で、学校も新しい学校の在り方として考え

ていかなくてはならないとそのように考えて

おります。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 吉田君。 

○39番（吉田健吾君） ちょっと今日は時間が

なくできなかったですけれども、子供たちを

見たとき０歳から18歳までで、やっぱり小学

校・中学校というのは市長部局があまり関わ

らず教育委員会でやっていた。やっぱり０歳

から18歳まで子供たちがどう成長していくべ

きかというグランドデザインは市としてやっ

ぱり示していかないといけないし、その１つ

の中にＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵがあるという認

識がありますので、しっかりと全市を挙げて

子供たちがよりよい成長ができるようによろ

しくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（坊 やすなが君） 御苦労さまでした。

（拍手） 

  この際、暫時休憩いたします。 

  午後１時15分に再開いたします。 

   （午後０時16分休憩） 

   （午後１時15分再開） 

○議長（坊 やすなが君） 休憩前に引き続き、
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会議を開きます。 

  直ちに議事に入ります。 

  午前に引き続き一般質問を続行いたします。 

  18番ながさわ淳一君。 

  （18番ながさわ淳一君登壇）（拍手） 

○18番（ながさわ淳一君） 日本維新の会のな

がさわ淳一です。本日は大井議員、原議員と

共に質疑をさせていただきます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

  それでは最初１番目です。ＬＥＤ化をはじ

めとしたカーボンニュートラルの実現とコス

ト削減についてお伺いいたします。 

  神戸市は2050年カーボンニュートラルの実

現に向け、神戸市地球温暖化防止実行計画を

定めており、2030年に向け果敢に挑戦してい

くための取組をまとめています。 

  その中で、行政が主体となって取り組むも

のの１つに、公共施設等についてはＬＥＤ等

の高効率照明を2030年までに100％の導入を

目指すとしており、2024年９月末現在で導入

率は50.7％とお聞きしております。 

  ＬＥＤは普及につれ価格も安くなってきて

おり、ＬＥＤ化を前倒しすることで電気代の

削減にもつながると考えております。また、

2023年に開催された水銀に関する水俣条約第

５回締約国会議において、蛍光灯の製造・輸

出入を2027年末までに段階的に廃止すること

が決定しており、交換用の蛍光灯の入手が今

後難しくなってくることが予想され、カーボ

ンニュートラルの実現とともにコスト削減を

進めていく上で行政が率先してＬＥＤ化をし

ていくべきと考えますが、御見解をお伺いい

たします。 

  続いて２つ目です。不登校支援についてお

伺いいたします。 

  不登校児童・生徒は全国的に増加傾向にあ

り、神戸市においてもその状況は例外ではあ

りません。 

  神戸市では、校内サポートルームや学びの

多様化学校の整備に取り組み、不登校支援に

取り組んでいるところではありますが、より

多くの選択肢を提供し、児童・生徒１人１人

の状況に応じた支援を行っていくことが求め

られます。 

  そこで、現在施設の在り方を検討している

地域福祉センターを不登校児童・生徒の居場

所として活用することはできないのでしょう

か。不登校生徒が増加し続けている現状を踏

まえれば、教育委員会と学校だけではなく、

市長部局と積極的に連携し、支援の充実を図

っていくべきと考えますが、御見解をお伺い

いたします。 

  続いて３つ目、区役所窓口の将来像につい

てお伺いいたします。 

  令和２年より政府においてデジタル社会の

実現に向けた改革の基本方針が決定されて以

降、デジタル社会の実現においては、住民に

身近な行政を担う自治体の役割はより一層重

要度を増しています。 

  特に最も住民に身近な機関の１つである区

役所においては、実施する各行政サービスに

ついてデジタル技術やデータを活用した住民

の利便性の向上が求められているところです。 

  神戸市においても、市民負担の軽減のため、

オンライン申請をはじめとする行政手続のス

マート化を進めるとともに、区役所に来庁し

た方の手続の負担軽減に取り組むべく、窓口

手続のワンストップ化に向けた実証実験を実

施するなど、前向きに検討されているとのこ

とであり、引き続き取組を進めていただきた

いと考えております。 

  一方で、デジタル技術は日進月歩で進化し

ており、市民においてもスマホ等のデジタル

デバイスを利用できる方も年々増えている中、

区役所の窓口におけるサービスや手続はさほ

ど変わっていないように思われます。市とし

て将来的にどのような区役所窓口の在り方を

目指しているのか、今後どのように窓口手続

を変えていくのか、市の御見解をお伺いいた

します。 
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  続いて４つ目です。ＡＩの推進に向けた取

組についてお伺いいたします。 

  近年、ＡＩが急速な発展・進化を遂げてお

り、地方自治体においてもＡＩを活用し、い

かに産業におけるイノベーションの創出や政

策課題の解決、業務効率化などを図っていけ

るかが今後の都市の成長に大きく影響してい

ると考えております。 

  神戸市においても、ＲＡＧを活用した独自

データを基に回答を行う生成ＡＩの検証など

先進的な取組がなされていることは承知して

おりますが、本格的な活用には課題も多く、

ＡＩの活用を推進していくには、現行の組織

体制では十分とは言い難いと考えております。 

  ＡＩの活用に向けた検討の深度化を図り、

行政の業務に最適に活用できるＡＩを構築し

ていくためには、今後より強力に取り組んで

いくことが必要ですが、組織体制を強化し、

職員のリテラシーを高めるのか、またはスタ

ートアップなど民間の力を活用していくのか、

今後の方向性について御見解をお伺いいたし

ます。 

  以上、大きく４点、よろしくお願いいたし

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） ながさわ議員の御質問

のうち、私からはまずＬＥＤ化をはじめとし

たカーボンニュートラルの実現とコスト削減

につきましてお答えを申し上げます。 

  神戸市地球温暖化防止実行計画では、政府

実行計画とも整合性を持たせる形で、公共建

築物や道路、トンネル、公園などの照明につ

いてはＬＥＤなどの高効率照明の導入を2030

年に100％を目指すと掲げております。御指

摘いただきましたように、今年９月末での導

入率は50.7％となっております。 

  現在の取組ですが、公共施設などの新築・

改修時にはＬＥＤ照明を標準設置することと

しているほか、既存施設におきましても、御

指摘の蛍光ランプの製造・輸出入が2027年ま

でに段階的に廃止されることも踏まえ、計画

的にＬＥＤ照明への切替えを行っています。 

  一方で、施設単位で見ればおおむね切替え

が完了していても、国の考え方では例えば施

設内の倉庫など利用頻度が極めて低いために

切替えが進んでいない箇所があると、その施

設全体が未実施施設になるということもあり

まして、導入率に含めることができない、こ

ういう状況もあります。 

  こういう状況もありますが、やはりＬＥＤ

化を進めていくということは非常に重要だと

考えております。各施設の維持・改修などの

計画に合わせて効果的・効率的な切替えを行

うほか、利用頻度に応じて前倒しで切替えを

行うことも含め、費用対効果も考慮しながら、

2030年の目標達成に向け取組を加速させてい

きたいと存じます。 

  私からはＡＩの推進に向けた取組につきま

してお答えを申し上げます。 

  ＡＩにつきましては、これまでＭｉｃｒｏ

ｓｏｆｔ Ｃｏｐｉｌｏｔの全庁展開や独自

データを活用した庁内ＦＡＱシステムを導入

するなど、ＡＩの活用を着実に進めてきまし

たが、ＡＩの活用にはさらに可能性があると

考えております。 

  そのためには、何よりもＡＩを活用できる

職員を増やす、それからＡＩを活用する業務

の幅を広げる、そして業務での活用に最適な

利用環境の整備を進める必要があると考えて

おりまして、活用に向けた人材育成と、全庁

を挙げた議論、民間企業との協業を一体的に

進め、ＡＩの取組体制を強化をしていきたい

と思います。 

  具体的には全職員を対象としたＤＸ基礎研

修などによりまして、職員のリテラシー向上

を図るほか、それぞれの職場でＡＩの活用を

牽引するＤＸ推進リーダーの育成を進めます。 

  そして各局の業務課題を持ち寄り、ＡＩに

よる課題解決の可能性を探るアイデアソンの
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実施などを行っていきたいと考えております。 

  ＡＩの技術は日々進化しておりまして、本

市の独自データを活用する技術だけではなく

て、動画や音声などのデータを活用する技術

やＡＩが生成した回答内容に誤った情報が含

まれている可能性を検知する技術といったも

のも登場をしてきております。こういう新た

な技術の活用に向けては、マイクロソフトや

グーグル、国内のシステムベンダー、スター

トアップなど様々な民間企業との間で、それ

ぞれの得意分野について意見交換や協業を進

めていくということも有効です。 

  このＡＩの可能性を最大限に引き出す取組

には、まだまだこれは試行錯誤の面もありま

すけれども、本市の行政事務の高度化と効率

化を図っていくためには、不可欠な取組だと

思いますので、引き続き先ほど申し上げまし

たような取組を全庁一丸となって進めていき

たいと存じます。 

  ほかの御質問につきましては副市長からお

答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 私のほうから区役所

窓口の将来像につきまして御答弁申し上げま

す。 

  神戸市におきまして令和２年度に策定いた

しました行政手続スマート化方針に基づきま

して、市民の方が窓口に赴かなくてもよい、

窓口で拘束される時間が短い、簡単かつ間違

わない手続の実現を目指してきているところ

でございます。 

  そうした全庁的な方針の下、企画調整局と

地域協働局を中心に本庁の関係課が連携する

形で、スマート区役所プロジェクトとして、

市民に身近な行政拠点であります区役所にお

ける手続のスマート化、業務の効率化などを

進めてきているところでございます。 

  その主な取組といたしまして、保育所入

所・児童手当などの手続の電子化、保険年金

医療課のバックヤード業務の集約化、予約機

能付窓口発券機の導入、書かない窓口システ

ムの検証などを実施してきたところでござい

ます。 

  将来的な区役所の窓口の在り方につきまし

ては、ＤＸの活用などにより来庁不要の取組

を進めながら、対面での受付が必要な手続・

相談業務への対応を充実させていくというこ

とが基本的な方向性だと考えているところで

ございます。 

  電子申請等により、できるだけ区役所窓口

へ行かなくても済むような手続を増やします

とともに、転入届やマイナンバーカードの交

付・更新など、制度的に対面で行う必要があ

る手続につきましては、届出の記入を省力化

するなど、市民の方の負担を極力減らしてい

きたいと考えているところでございます。 

  また、来庁前に予約できるようにすること

で各窓口での待ち時間を短縮するなど、可能

な限り業務フローを見直していくことも重要

であると考えております。 

  引き続きデジタル技術の進展を見極めつつ、

区役所窓口に従事する職員の意見も踏まえな

がら、市民の利便性向上と業務効率化の両立

が図れるよう区役所窓口における手続の改善

の取組を進めてまいりたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 私のほうからは不登

校支援についてお答えさせていただきます。 

  不登校児童・生徒の数が全国的に増加傾向

にあり、本市においてもその傾向であること

は認識しております。 

  不登校児童・生徒及び保護者への支援は重

要な課題であると認識しており、本市では令

和５年度に作成した不登校支援の充実に向け

た基本方針に基づいて全小・中学校における

校内サポートルームの設置及び支援員の配置、

学びの多様化学校の開設準備など、不登校児

童・生徒の多様な学びの場と居場所の確保に
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取り組んでいるところでございます。 

  議員御指摘のとおり、不登校児童・生徒の

状況やニーズは様々であることから、教育委

員会が所管する学校等の施設に限らず、多様

な居場所を活用できることが望ましいと考え

ております。 

  そこで地域福祉センターの活用についてで

ございますが、地域福祉センターについては

小学校区におおむね１つ以上設置されており、

地域活動の促進・地域社会の課題解決に寄与

する施設として、これまで以上に利活用を進

めると聞いております。地域福祉センターの

活用に当たっては、既存の地域活動や他の利

用団体との調整、不登校児童・生徒を支援す

る担い手の確保など様々な課題も考えられま

すが、不登校児童・生徒の居場所の１つとし

て市長部局とも相談をしてまいりたいと思っ

ております。 

  いずれにしましても、児童・生徒や保護者

が必要な支援を受けることができるよう、不

登校支援の充実に取り組んでまいりたいと考

えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） ながさわ君。 

○18番（ながさわ淳一君） どうもいろいろあ

りがとうございました。 

  それでは再質問に入らせていただきます。 

  最初にカーボンニュートラルのところから

再質問させていただきたいと思いますけれど

も、脱炭素については、私、神戸市の建築物

についてＺＥＨリミテッドという形でそれを

広げていただいて、神戸市の建物に関して脱

炭素につなげるというお話をさせてもらいま

したし、できることなら民間にも広げていた

だきたいというようなお話をさせていただい

たことが以前あったと思います。 

  それで今回はＬＥＤ―― この議場の上も最

近替わったところだと思うんですけども、こ

のＬＥＤになぜあまり神戸市は替えてないの

か。私の会派控室もまだ蛍光灯のままですし、

事務局さんのいろんな部屋もまだ蛍光灯のま

まの状態だと思って―― ふだんからそういう

行き来してまして、なぜＬＥＤに替わってな

いのかなと。蛍光灯の種類にもよりますけど

も、大体５割から７～８割ぐらい電気料金が

削減できるというのはもう分かってますので、

あとその施工に多少工賃がいろいろかかって

きますけども、そのあたりは現状のＬＥＤの

価格、電気料金と比較すれば十分対応できる、

合う価格になってると思いますので、そこは

ぜひ進めていただきたいという思いで今回は

質問させていただいております。 

  それで再質問なんですけども、ＬＥＤ化の

推進は市長部局だけでなく、市の関係機関全

てで取り組んでいくべきであり、交通局にお

いては数千万円の経費削減につながる可能性

があるとお聞きしております。経営が厳しい

交通局の現状を踏まえれば、早急にＬＥＤ化

を進めるべきと考えますが、いかがでしょう

か。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 城南交通局長。 

○交通局長（城南雅一君） 交通局としまして

は、これまでも脱炭素化の推進及びコスト削

減のため照明設備のＬＥＤ化に取り組んでき

たところでございます。 

  取組に当たりましては、更新費用が多額と

なることから、まずはお客様が利用され、か

つ点灯時間が長くて省エネ効果の高い、例え

ば駅舎のホーム照明・コンコース照明、こう

いったところを優先的に進めてきたところで

ございます。その一方でバスの営業所や地下

鉄の車庫、職員の諸室などお客様の目に触れ

ない場所については、これまで未着手となっ

ておりました。 

  現在は令和５年度から交通局にとりまして

費用負担の少ない脱炭素化推進事業債の発行、

これが可能となったことから、未着手となっ

ていた箇所も含めましてＬＥＤ化を一気に進

めておりまして、令和８年３月までに交通局
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が管理いたします設備におけますＬＥＤ化は

照明器具数ベースで約99％完了する見込みで

ございます。 

  また、現在進めておりますＬＥＤ化による

省エネ効果でございますが、試算上ではござ

いますが、使用電力量の約70％の削減、電気

代としましては年間約4,000万円の削減が期

待できると考えております。残る箇所につき

ましても適宜ＬＥＤ化を進めてまいります。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） ながさわ君。 

○18番（ながさわ淳一君） どうもありがとう

ございます。 

  ＬＥＤ化、たしか神戸市、お聞きしますと

令和５年度で照明だけではなく空調も全部含

めると、一般会計分として電気料金は年間50

億円出てるらしいんです。その50億円を市長

や副市長は多いと思われるのか少ないと思わ

れるのか、その辺は分かりませんけども、コ

ストを削減する上で、やっぱり小さなことを

積み上げていって大きな削減につなげるとい

うことは非常に大事だと思いますので、ここ

はきちっと頑張っていただきたいと思います

し、あと神戸市に関連する外郭であるとかそ

ういうところにもまだＬＥＤ化という問題は

出てくると思いますので、そういうところも

含めるとまだまだ大きな規模になっていきま

すので、そのあたりも一緒に進めていってい

ただきたいと思いますのでよろしくお願いい

たします。 

  それから次、同じくカーボンニュートラル

というか新しい太陽電池についてお伺いいた

します。 

  新しい太陽電池―― 脱炭素社会の実現に向

けて次世代の太陽電池としてペロブスカイト

太陽電池が注目を浴びております。 

  ペロブスカイトは耐荷重の小さい工場の屋

根やビルの壁面など、これまで設置できなか

ったあらゆる場所に設置できるようになり、

今後太陽光電池の導入を増やす上で有効な手

段と考えます。 

  神戸市は今年の９月に環境省の脱炭素先行

地域に選定されましたが、神戸市は先進的に

脱炭素に取り組んでいることが評価されたも

のと認識しており、今後の取組に期待してお

ります。 

  ペロブスカイトについても、神戸市が先進

的に公共施設に導入するなど、積極的に導入

していくことが脱炭素社会の実現、神戸経済

の活性化にも寄与すると考えますが、このあ

たりの御見解もお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） このペロブスカイト

太陽電池は、その軽量・柔軟性から、既存技

術では設置が困難であった場所への導入が期

待される日本発の技術でありまして、国では

発電コストを従来型のシリコン太陽電池と同

等レベルにすることを目標に、量産化技術の

開発と社会実装を実現するための実証実験が

進められているところでございます。 

  ペロブスカイトは本市のような電力需要の

多い都市部において、環境負荷を低減しなが

ら再生可能エネルギーを導入できる有効な手

段であるというふうに考えてございます。 

  本市におきましては現在複数の事業者とペ

ロブスカイトの優位性が見込まれる場所での

導入実証について協議をしておりまして、一

部具体的な設置場所や施工方法などについて

検討を進めているところでございます。 

  引き続き国の補助金も活用しながら、市内

における実証の実現に向けて事業者と協議を

継続するとともに、商用段階での導入拡大に

より、市内の脱炭素化推進につながるよう取

組を進めてまいりたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） ながさわ君。 

○18番（ながさわ淳一君） ありがとうござい

ます。 

  ペロブスカイトなんですけども、これ富士
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経済というところが2024年に出されてる数字

なんですけども、2040年の世界市場は２兆4,

000億円と予測されております。今からです

ので、今ゼロの状態ですので、ここからこれ

だけの規模になるということなんです。 

  このペロブスカイト、神戸市でこれから進

めていくとした場合、売電――関西電力に売

るということもできますし、その施設で使う、

それから地域に供給するということもできま

す。それから、規模によりますけども、本当

に大きな電力を生むことができるならば、都

市部で水素をつくるということも可能になる

かもしれないです。 

  従来型のシリコンの太陽電池というのは大

きな敷地面積が必要ですし、今現在の神戸市

だったら山の斜面を使ったりしていろいろ問

題が発生したりしますけども、今回はもう都

市型の発電所ということをイメージして進め

ていくのも１つの道かなと考えております。 

  そういうことになっていきますと、神戸市

にとっても新しい仕事、今までにないような

仕事ができるんじゃないかと、新しい若い世

代の方が取り組む仕事場が生まれるんじゃな

いかという思いもありますので、そのあたり

もぜひ進めていっていただきたいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

  続いて、不登校支援についてお伺いしたい

と思います。 

  不登校については、以前要望させていただ

いてました不登校特例校―― 今、学びの多様

化学校ですか―― そのあたり要望させていた

だいておりまして、整備が進んでいってると

いうことは非常に評価させていただきます。

本当にありがたいと思っております。 

  しかし、今神戸市は校内サポートルームを

進めていっていただいてる中、まだまだ不登

校生の減少傾向というか止まる傾向すら見え

ない状態です。先日お伺いしたところでは、

令和５年度で小学校から高等学校の児童・生

徒数のうち、不登校生は4,747人、昨年が4,2

30人というところですので、まだ増えていっ

てるところです。 

  実際全国の不登校児童・生徒数の割合から

しても、神戸市は4.49％と高い状態にあると

いうことですので、このあたりどうなんです

か。校内サポートルームは基本学校に行かな

いといけない。今私が質問させていただいた

地域福祉センターというのは、地域にあると

いうことですので、そのあたり非常に子供た

ちも行きやすい―― 子供のときから出入りさ

れてる場所なんで、入りやすい場所じゃない

かと思って提案させていただいております。 

  以前、地域協働局さんのほうから地域福祉

センターの在り方という話がありまして、そ

こでそういう問題があるんだと、そのときは

そういう認識だったんですね。 

  たまたまある中学校の校長先生とお話しす

る機会があって、その先生は子供の学校での

学習の遅れを、自身で、学校以外のところで

サポートされてるというお話でした。 

  地域福祉センターの話がちょっと自分の頭

の中にあったもので、その先生に地域福祉セ

ンターを活用して、そういう不登校であると

か、学業の遅れている子を見るという考え方

というのはどうなんでしょうかという話をそ

のときさせてもらったんです。 

  そうするとその先生は、そういうことがで

きるならぜひ進めてほしいみたいなお話があ

ったので、そこで初めて教育委員会さんにこ

ういうことは考えられないでしょうかという

話をさせてもらったのが今回のスタートだっ

たんです。ぜひ検討していただきたいと思い

ますのでよろしくお願いします。 

  そこで再質問なんですけども、文部科学省

が行った児童生徒の問題行動・不登校等生徒

指導上の諸課題に関する調査では、不登校児

童・生徒について把握した事実として、学校

生活に対してやる気が出ないなどの相談や不

安・抑鬱の相談、学業の不振や頻繁な宿題の

未提出、教職員との関係をめぐる問題など、
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不登校となってしまった要因ごとに割合が記

されています。これらの要因ごとに具体的な

対策方針を持って、よりきめ細やかな支援を

行っていくべきと考えますがいかがでしょう

か。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 文部科学省が行った

児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の

諸課題に関する調査では、不登校児童・生徒

について把握した事実として14項目に分類さ

れて要因を分けております。全国の傾向と同

じように、神戸市も基本的には学校生活に対

するやる気が出ない等の相談であったり生活

リズムの不調に関する相談、不安・抑鬱の相

談ということが項目の大半を占めております。 

  議員の御指摘のとおり、不登校児童・生徒

については、把握した事実に応じて支援する

ことが効果的、望ましいと考えております。

そのため本市では、まずは不登校支援の充実

に向けた基本方針の解説やポイントを全ての

教職員が認識し、不登校児童・生徒１人１人

に適切な支援につなぐことが大切であるとし

て今周知徹底しているところであります。 

  例えば全14項目とも共通して今対応してい

るのが、まずはスクールカウンセラー等によ

るカウンセリング、例えば家庭生活に関する

ものであれば不登校支援相談センターであり

ますとかスクールソーシャルワーカーを介し

て、こども家庭センターや各関係機関につな

ぐ。学校生活に関するものであれば、例えば

校内サポートルームやくすのき教室、学びの

多様化学校、メタバース等へつなぐ。さらに

病気や障害に関するものであれば医療機関や

特別支援教育相談センターなどにつなぐとい

うふうな形で、やはり先ほど要因を細かく分

析したものに応じて本市でも子供たちの対応

に役立てているとそういうところでございま

す。 

  いずれにしましても不登校の背景は１人１

人本当に違いますし、把握した事実も、今は

分類しましたけれども複数支援が必要な場合

もありますので、１人１人必要なものを考え

て、今後も多様化する学びの場とか居場所の

情報を発信して、児童・生徒、保護者が必要

な支援を受けることができるように個々の状

況に応じてきめ細かな支援を行ってまいりた

いとそのように考えます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） ながさわ君。 

○18番（ながさわ淳一君） いろんな相談、い

ろんな要因がありますけども、家庭の中のこ

とに関してはなかなか学校としては入ってい

きにくい問題は多いと思うし、入れない部分

も実際あると思います。ただ、中には学業の

不振や頻繁な宿題の未提出と、ここ結構割合

―― やる気が出ないとの相談はもう半分以上

ありますけども、学業の不振や頻繁な宿題の

未提出というところは学校で対応できるとこ

ろはあるんじゃないのかと思う部分はあるん

です。 

  実際今学校の教師の方の働き方改革という

問題もあって、なかなか残って子供たちに勉

強を教えるということも難しい状況かもしれ

ませんけども、このあたりはやはり解決しや

すい部分じゃないのかと、目に見えて分かり

やすい部分じゃないのかと思うので、そのあ

たりしっかり取り組んでもらいたいと思うん

です。 

  実際先生の働き方改革で先生が取り組めな

いという状況ならば、もういっそのこと塾の

先生か何かに時間を割り当て、学校来てもら

って勉強教えてもらうのも１つの手かもしれ

ません。そのぐらい割り切った形でやらない

と、この不登校の数は減ることはないんじゃ

ないかなと思うところもありますので、そう

いった部分も取り組んでいただきたいと思い

ます。 

  実際、教育機会確保法が制定されて、やは

り今まで小学校・中学校・高校という形で私
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らの時代は進んでましたけども、今いろんな

学校に行けない子供という形の中で、いろん

な段階―― 要するに今までの小・中・高じゃ

なしに、こういう幅を持たないといけないと

いう世の中になってきてしまってますので、

こういったところでは、もうしっかり予算も

必要だと思いますので、そういったところも

きちっと確保して取り組んでいただきたいと

思ってますのでどうぞよろしくお願いします。 

  続いて、区役所の窓口の将来像についての

再質問です。 

  区役所の問題のところは、基幹システムの

ところで、神戸市の場合はベンダーさんが１

社じゃなしに２社とか入ってて、基幹システ

ムを統一するというのは難しい状況にあると

いうお話もお聞きはしております。 

  そういった中で再質問なんですけども、書

かない窓口の効果検証が今年の８月に実施さ

れました。検証では、市民負担の軽減につな

がるとの声があった一方で、聞き取りながら

申請書を作成することで応対時間は増加する

傾向にあるなど、解決すべき課題も明らかと

なったようです。 

  書かない窓口の早期の実現に向け、得られ

た結果の分析・評価を進めていただきたいの

ですが、実現までの対応として、まずは申請

書を電子化し、来庁者が入力した内容が直接

システムに反映される仕組みの導入による職

員の業務効率化、応対時間の短縮を図っては

いかがでしょうか。 

  また近年、スマホを使う高齢者は増え、デ

ジタル化を進められる環境が整ってきており、

出前授業の活用などによる支援を充実させる

ことで不要な来庁を大幅に減らすことも可能

となり、市が目指す区役所窓口の将来像に近

づくのではないかと考えますが、御見解をお

願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 御紹介いただきまし

たとおり、今年の８月に書かない窓口の検証

を実施したところでございますが、その検証

というのは市民の申請書作成の負担軽減、ま

た窓口対応時間への影響、こういったものを

検証したものでございました。 

  検証結果、申請書の記入回数が大幅に減少

した一方で職員の入力作業に時間を要し、窓

口の対応時間全体としては増加する結果とな

ったものでございます。 

  一方で他都市の取組を調査したところ、一

部の自治体におきましては、転出証明書など

の転出元から提供されます情報をシステムに

自動反映することで応対時間を減少させた事

例もございますので、今後はこれらを参考に

して引き続き検討・検証を行っていきたい、

このように考えているところでございます。 

  さらに、書かない窓口システムに限らず、

市民の申請書作成の負担軽減、また窓口業務

を効率化するデジタル技術の活用例というの

は、ほかにも多数存在しているところでござ

います。 

  例えばタブレット端末を使って市民または

職員が申請書を電子で作成することができる

窓口システム、またマイナンバーカードや免

許証をかざすことで紙の申請書に住所・氏名

等の基本的な情報を印字する申請書作成支援

システムなどがあるわけでございます。 

  この様々な年齢の方、また配慮が必要とな

る方、来庁者に合わせた窓口申請の在り方、

また受け付けた後のシステム入力作業を伴う

かどうかなど、窓口に応じた最適なデジタル

技術の活用方法の検討がさらに必要と考えて

いるところでございます。 

  行政手続のスマート化を進めていく上で、

一方で高齢者の方にデジタル技術に慣れてい

ただくための取組、これも重要だと考えてい

るところでございまして、神戸市では各区役

所でスマホ相談窓口を週１回開催しておりま

す。一般的なスマホの活用方法に加えて、ｅ

－ＫＯＢＥなどの行政サービスの使い方も紹
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介しているところでございますし、実施場所

につきましても支所等への拡大にも取り組ん

でいるところでございます。 

  今後とも書かない窓口をはじめ市民が素早

く簡単に手続ができる窓口の検討を進めてい

くとともに、高齢者のデジタルリテラシー向

上にも取り組み、行政手続のスマート化を進

めてまいりたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） ながさわ君。 

○18番（ながさわ淳一君） 私今まで庁内業務

に関してはデジタル化をぜひしてほしい、進

めてほしい、職員の皆さんの生産性・効率性

を高めてほしいという話をしておりましたけ

ども、殊、区役所に関しては、そういった話

を進めると逆に混乱させるだけでお叱りを受

けると思って、今まではそういう話は一切し

てきませんでした。 

  しかし、今スマホの保有率が70代でも８割

で、80代の前半でも６割を超えるというよう

なデータがありまして、それならばもうでき

るんじゃないかと。今さっき職員さんが聞き

取って打ち込むという話もありましたけど、

直接デバイスに入力するという形で進めてい

ただいてもいいんじゃないかと。 

  ただ本当にサポートしないといけないとこ

ろは、サポートをきちっと体制は整えないと

いけないと思いますけども、ただこの形はも

う進めるべきだと思っております。実際他の

国の方とお話ししてても、日本みたいなこん

な面倒くさいことはないですよみたいな話も

されることはありますので、本当に日本が遅

れてるんだなと最近実感してますので、もう

そのあたりも含めてよろしくお願いしたいと

思います。 

  それから、あと続いて最後４つ目のＡＩに

関する質問の再質問なんですけども、神戸市

独自の生成ＡＩについては、私、以前要望さ

せていただいて、神戸市のデータを基にした

生成ＡＩという形で取り組んでいただいてお

ります。 

  私は前質問させていただいたときには、こ

れをやるにはＬＬＭ―― 大規模言語モデルが

必要だという思いがあったので、実際もう10

0億単位の予算が必要じゃないかという思い

があったので、口に出してお願いはしたけど

も実際できるのかという思いは少しありまし

たけども、実際神戸市さんはＲＡＧというシ

ステムをお使いになられて、神戸市独自のデ

ータを吸い上げることによって神戸市独自の

生成ＡＩということに取り組んでいただいて

るのは―― すごく神戸市のＡＩの可能性を高

めてくれたことに関しては今後も期待したい

と思いますので、よろしくお願いしたいと思

っています。 

  もう１つ再質問なんですけども、ＲＡＧと

いう生成ＡＩとは別に、システム上の機械の

ＡＩという形の質問になると思うんですけど

も、例えば神戸市では必要な行政サービスを

提供するために、職員が契約内容や誤植のチ

ェックを実施した上で多くの契約書は締結さ

れますが、契約事務においてＡＩを活用して

はいかがでしょうか。弁護士法72条に抵触し

ないよう留意する必要はございますが、既に

民間事業によりＡＩを活用した契約審査サー

ビスが提供されている事例もあり、市として

は積極的に効率化を図っていくべきと考えま

すが、いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今、先生のほうから

弁護士法72条との関係も御指摘ありましたけ

れども、これについて法務省は、ＡＩなどを

用いて契約書等の審査業務を支援するサービ

スを提供するために構築されたシステムにつ

いて適用されるとの見解を示されているとこ

ろでございます。一方本市が庁内で導入して

おります生成ＡＩにつきましては、契約書等

の審査業務を支援するサービスを提供するた

めに構築したものではありませんので、契約
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内容の確認等の事務に活用することは可能で

あるというふうに考えているところでござい

ます。 

  契約事務を含む全職員に関係する様々な事

務につきまして、生成ＡＩ機能や文書検索機

能を用いて自己解決を図るツールとして職員

向けＦＡＱシステムを活用させていただいて

おります。 

  具体的には、職員が契約手続について問い

合わせたい内容を自然文で入力をいたします

と、マニュアルや参考文例、契約約款など、

システムに格納した複数の文書などを横断的

に検索・抽出した上で生成ＡＩが回答する仕

組みを既に導入させていただいているという

状況でございます。こうしたツールを活用す

ることで、契約事務の効率化・適正化を図っ

ているところでございます。 

  今後とも格納する文書などを充実させまし

て、生成ＡＩの精度を高めることにより、契

約事務のさらなる効率化に取り組んでまいり

たいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） ながさわ君。 

○18番（ながさわ淳一君） ありがとうござい

ます。 

  契約に関しては、包括外部監査などにおい

ても度々指摘事項に入っておりますし、今年

度においても鉄道事業者との間で締結する基

本協定の委託業務が工事請負契約に該当する

ことについて、所管課において誤認識があっ

たという不適切な契約事務がありました。 

  人が行うことに関してはミスはあります。

そこで機械的なという形で今回はお願いさせ

ていただきましたので、そういった先ほど説

明いただいた形でそれがなくなるのであれば、

もうそれにこしたことはないので、ぜひ進め

ていただきたいと思いますのでよろしくお願

いいたします。 

  私からの質問は以上で終わらせていただき

たいと思いますので、ありがとうございまし

た。（拍手） 

○議長（坊 やすなが君） 御苦労さまでした。 

  次に、52番大井としひろ君。 

  （52番大井としひろ君登壇）（拍手） 

○52番（大井としひろ君） 日本維新の会の大

井としひろです。 

  まず、妙法寺駅の再整備・混雑対策につい

てお伺いいたします。 

  須磨区の妙法寺駅は周辺に複数の高校があ

り、多くの学生が駅から徒歩にて通学してお

りましたが、今年の９月より高校生通学定期

券の補助制度が開始され、市バスの利用者が

大幅に増加しております。市の施策が多くの

方に利用されること自体は望ましいことでは

ありますが、市バスの利用者の増加に伴いま

して、駅前が大変混雑し、駅利用者の利便性

に影響が出ております。 

  これが先週の金曜日の朝８時の妙法寺駅の

様子です。もう駅の構内まで学生があふれか

えっております。学生の皆さんはきちっと並

んではいただいておるんですけれども、たく

さんの学生の方々が利用していまして、８時

前後は特にこのような状況になっております。 

  この妙法寺駅のバスターミナルは40年前に

開業されまして、老朽化が進んでおります。

また妙法寺駅も1977年に開業されまして、今

回名谷駅がリノベーション・神戸ということ

できれいに今なっておりますけれども、妙法

寺駅も名谷駅のようにリノベーションに合わ

せていただいて、この混雑化の問題解決とと

もに駅及びバスターミナルの整備を市長部局

が主体となって取り組むべきと考えておりま

すけれども、御見解をお伺いいたします。 

  次に、ＡＩの活用における安全性の確保に

ついてお伺いをいたします。 

  デジタル技術の中でも近年ＡＩが目覚まし

く進化をしており、行政分野においても幅広

い分野への活用が期待されております。 

  一方でＡＩの活用に当たっては情報漏えい

のリスク対策を徹底し、安全性を確保するこ
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とが不可欠であります。 

  本市では、全国初となる包括的なＡＩに関

するルールとなる神戸市におけるＡＩの活用

等に関する条例に基づき、リスクアセスメン

トを行うことで情報漏えいに対する安全性の

確保に取り組んでおられますけれども、実際

に安全性が担保されておられるのか、リスク

アセスメントの結果を確認し、対策がしっか

り機能しているのか検証していくことも重要

と考えておりますけれども、御見解をお伺い

したいと思います。 

  次に、保護司の活動支援についてお伺いを

いたします。 

  保護司は法務大臣が委嘱する非常勤の国家

公務員であります。刑務所を仮釈放されるな

どした保護観察の対象者と定期的に面接し、

生活上の悩みや就労などの相談といった更生

保護活動を行っております。 

  しかし、この更生保護活動において不可欠

な面接の場の確保については保護司に委ねら

れており、その負担は大きいものがございま

す。 

  今年６月には滋賀県大津市で面談中の保護

司の方が亡くなる事件が発生するなど、保護

司の安全対策は喫緊の課題であります。本市

としても積極的に支援していくべきと考えて

おりますけれども、現状と今後の取組につい

て御見解をお伺いいたします。 

  最後に、障害者に優しいまちづくりについ

てお伺いをいたします。 

  私は25年前―― 議員になる前の３年間、神

戸市精神障害者家族連合会の会長を務めさせ

ていただきました。翌年、議員に当選させて

いただいたので役員を辞めさせていただきま

したが、現在も障害者の家族として厳しい現

実と日々向き合っております。 

  今年の８月、須磨区役所の保健福祉課の窓

口で精神障害者手帳の再交付をお願いした際

に受けた対応に深く失望をいたしました。 

  窓口で精神障害者手帳の再交付をお願いし

ますとお二人の女性職員に申し出ましたとこ

ろ、入れ替わって男性の職員が出てこられ、

お兄さんであっても御親族であっても個人情

報は言えません、再発行はできないとかたく

なに拒否されました。普通の市民、障害者の

御家族であれば諦めて帰られたであろうとい

うひどい対応でございました。 

  私には行政手続の知識がありましたので、

最終的には、新たに申請すれば手帳を発行で

きるという説明を受けて手続を進めることが

できましたが、初めからその案内があれば、

ここまで混乱することはなかったと思います。 

  精神障害者の御家族の方々の中には、手続

を諦め、不利益を被った事例がほかにもある

のではないかと私は疑っています。なぜこの

ような対応が行われたのか、きちんと振り返

り、市民に寄り添った丁寧な対応に向け改善

が必要と考えますが、どうお考えでしょうか、

御見解をお伺いいたします。 

  また、障害者やその家族にとって、窓口で

の対応は非常に重要であります。このような

冷たい対応が神戸市の障害者支援の姿勢を反

映しているのではないでしょうか。市長の御

見解をお伺いいたします。 

  以上４点、簡明な御答弁をお願いいたしま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 大井議員の御質問のう

ち、私からはまずＡＩの活用における安全性

の確保についてお答えを申し上げます。 

  大井議員からの御指摘にもありましたよう

に、本市ではＡＩの安全性を確保しつつ積極

的に活用していくために全国初の包括的なＡ

Ｉに関するルールを定めました神戸市におけ

るＡＩの活用等に関する条例及び基本方針を

この９月に施行し、リスクアセスメントを中

心に制度の運用を行っております。 

  ＡＩの安全性を確保しつつ活用していく取

組は、国のＡＩ制度研究会において、有識者、
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企業等と並び自治体では本市のみが意見聴取

の対象となるなど、本市の取組は国において

も注目をしていただいていると理解しており

ます。 

  リスクアセスメントの内容ですが、具体的

なリスクアセスメントといたしましては、公

権力の行使に当たる行政処分の判断にＡＩが

用いられるなど、市民に重大な影響を与える

可能性のある際に約50項目の記述式ワークシ

ートによる確認を行うこととし、それ以外の

場合でも簡易なチェックシートを用いて安全

性の確認を行っております。 

  例えば情報漏えいのリスクに対しては、Ａ

Ｉシステム・サービスに入力された情報が外

部に漏えいしない仕組みを構築しているのか

といったシステム的なセキュリティー対策の

みならず、機密情報等を意図せず入力しない

ことを周知徹底しているかといったシステム

の運用面も含めてリスクを評価し、その対策

内容を確認しております。運用開始後の状況

ですが、現時点では市民に重大な影響を与え

る可能性のあるＡＩの活用案件は発生してお

りません。 

  それ以外の活用案件として、チェックシー

トによるリスクアセスメントを４件行い、い

ずれも安全性に問題がないことを確認してお

ります。リスクアセスメントの項目は、国の

ガイドラインを参考にしながら専門家の意見

も踏まえて策定をしており、実効性を担保し

たものとなっていると考えております。 

  今後市民に重大な影響を与える可能性のあ

るＡＩについて、リスクアセスメントを行う

事例が出た際には、専門的知見を有するＡＩ

活用アドバイザーにも御意見をいただきなが

ら安全性の確認をしっかり行い、ＡＩの活用

を行っていきたいと考えております。 

  次に、保護司の活動支援につきましてお答

えを申し上げます。 

  １度罪を犯した人が立ち直りできるように

する再犯防止の取組は大変重要です。この再

犯防止の観点からは、御指摘いただきました

ように保護司の皆さんの役割が大変重要です

けれども、あわせて神戸市としては、さらに

この再犯防止に関する取組を進化させるため

に、令和５年度から福祉局に相談支援課を設

置し、新たに配置をいたしました再犯防止コ

ーディネーターを中心といたしまして、福祉

的な課題を抱えた方々が出所後円滑に社会復

帰できるよう、対象者の支援に当たっており

ます。そういう中で、日々保護司会・保護観

察所と連携した取組を進めているところです。 

  今年の５月に滋賀県大津市で現役の保護司

の方が亡くなられるという事件が発生をいた

しまして、再びこういう事件を起こすことな

く、保護司の方々が安心して活動できる環境

整備について検討するために、令和６年７月

に保護司会・神戸保護観察所・神戸市の３者

で意見交換を行いました。 

  意見交換会では、保護司活動の安全対策を

推進するため、現状認識・課題の共有を行っ

た上で、主に自宅以外の面談場所の確保、実

際の面談場面において安全確保の意識を高め

ていく方策について協議を行ったところです。 

  自宅以外の面談場所の確保につきましては、

保護司会からも自宅での面談が家族から理解

を得られないといった声をかねてから聞いて

おり、保護司活動を行う上での課題であると

認識をしております。 

  本市では、保護司活動充実のための補助金

を支出しており、再犯防止の取組をさらに推

進していくため、令和６年度予算におきまし

ては、前年度の2.5倍に当たる約1,200万円を

計上しております。増額した補助金につきま

しては、自宅以外の面談場所の確保にも活用

いただけることを保護司会の方々に周知をし

ておりまして、具体的には公民館といった公

的施設のほか、民間施設も含めた最寄りの有

料会議室などを御利用いただき、その利用料

に補助金を活用いただけることを案内してお

ります。 
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  また、安全対策を進めていくためには、対

象者との適切な関係維持や面談時の退路を確

保するといった実際の面談場所での安全意識

を高めていただくことも重要です。意見交換

会では、対象者との面談を通じた相談支援業

務を行う神戸市の職員の知識や経験を保護司

の方々にお伝えさせていただくということと

いたしました。既に東灘区・北区の保護司会

や全市の新任保護司向けの研修を実施をして

おりまして、保護司活動における安全対策の

意識を高める取組を具体的に進めることとし

ております。 

  国におきましても安全対策について議論が

進められておりますので、国の動きを注視し

ながら、引き続き保護司会・保護観察所と連

携しながら支援の在り方につきまして検討を

していきたいと存じます。 

  ほかの御質問につきましては副市長からお

答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから妙法寺

駅における市バス利用者の混雑対策について

御答弁を申し上げます。 

  御指摘の妙法寺駅バスターミナルを利用す

る高校は３校ありまして、現在特に７時台か

ら８時半頃までの通学時間帯は混雑している

ため、通常便に加えて臨時便のバスを増発し

て対応している状況でございます。 

  また、バス利用者の並び列が駅改札前付近

まで伸びていることを踏まえまして、交通局

の取組として、９月14日には73系統乗り場へ

の路面整列案内標示を設置いたしますととも

に、職員によるバス車内の整理や並び列の整

理といった案内啓発を行っているところでご

ざいます。 

  さらに12月２日―― 今週の月曜日でござい

ますけれども、月曜日からは75系統の乗り場

を朝の通学時間帯に限り１バース分前方に移

設し、並び列をより長く確保する対策を講じ

ているところでございます。 

  このように、バスと地下鉄の双方の利用者

がスムーズに御利用いただけるよう、既に交

通局が主体となって取組を進めさせていただ

いているところでございます。 

  駅の老朽化への対策でございますけれども、

妙法寺駅周辺では、これまで日常的な利便性

の確保などの観点から、駅南側のスロープの

改修や駐輪場の上屋の美装化など、それぞれ

の管理者が状況などを確認しながら実施をし

てきたところでございます。 

  本年10月の総括質疑の場でも御答弁を申し

上げましたけれども、妙法寺駅前の施設の老

朽化対応につきましては、引き続き各施設の

利用環境や老朽度、安全性などの状況を確認

しながら計画的に実施してまいりたいと考え

てございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 私から障害者に優し

いまちについて御答弁申し上げたいと思いま

す。 

  御指摘いただきました事例につきましては、

有効期限が過ぎてしまった精神障害者保健福

祉手帳の再交付の御相談に対しまして、相談

内容を十分にお聞きすることができず、再交

付ができないということだけをお伝えしてし

まい、説明が不十分であったものでございま

して、おわび申し上げたいと思います。 

  今回の件を踏まえまして、区役所の担当課

長会におきまして事例を共有し、窓口におい

て相談内容を十分にお聞きし、必要な手続の

御案内ができるよう徹底したところでござい

ます。あわせまして、再交付の御相談があっ

た際には、新規申請の御案内が漏れることが

ないように事務処理マニュアルも見直したと

ころでございます。 

  神戸市におきましては、精神障害者支援の

取組を進めていくために、国が理念として示

しております精神障害にも対応した地域包括
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ケアシステム―― 「にも包括」と呼んでおり

ますけども、これを推進し、地域移行・地域

定着支援、就労支援などに取り組んできたと

ころでございます。さらに今年度からはアウ

トリーチ支援、退院促進などの新規事業にも

取り組み、精神障害者支援を強化したところ

でございます。 

  今後とも精神保健福祉施策の充実に努めて

まいりたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 大井君。 

○52番（大井としひろ君） それでは再質問い

たします。一問一答でお願いします。 

  妙法寺駅の再整備・混雑対策についてです

が、先ほど今西副市長は３校とおっしゃった

んですが、４校―― 啓明学院、星城高校、友

が丘高校、神戸国際中学・高校という高倉台

の４校あるんです。ただ、スクールバスはも

ちろん学校とかにあるんですけれども、実際

には４校あるということだけは御理解いただ

きたいと思います。 

  解決策として、例えば今２列で並んでおら

れるのを、改善をいろいろされまして、こう

いう線を引かれて３列に―― これは73系統の

乗り場はこういう形にされてるんですけど、

これよく見ていただきますと、目の不自由な

方々への点字ブロックが間にあるんです。こ

れ、この状態で学生の方々が並んでおられる

んですけれども、これってやっぱり障害者の

方々はこの状況の中では通れないです。妙法

寺はしあわせの村にもバスが出てますので、

結構な方々、あそこから乗っていかれる方も

おられるんです。そういう意味でいきますと、

僕が考えておるのは、利用者の列、４列にし

ていただいて、そしてずっと圧縮していただ

いて前のほうに進んでいただく。 

  そしてこれ一番問題なのは、このバスター

ミナルの屋根なんです。この屋根というのが、

40年前の陳腐化したもう小汚い屋根がありま

すけれども、この屋根では２列しか雨はしの

げない。この目の不自由な方への案内板、こ

ちらの２列も学生の皆さんこういう形になっ

てるので、雨降りなどになりますと、もうと

てもじゃないけど障害者の皆さんなんかここ

からはじき出されてしまいます。 

  そういうことも踏まえて、このバスターミ

ナル全体のリノベということで、屋根の改修

も４列ぐらいにしていただけるように、もう

少し見栄えのいいような屋根にしていただい

て、妙法寺だけが置いてきぼりにならないよ

うな形で検討していただくことはどうなんで

しょうか。この辺のところもやっぱり経営困

難な交通局では実現が難しいと思いますので、

市長部局で実施すべきと考えておるんですけ

れども、御見解もう１度お聞きします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 先ほどから対策とい

うことを申し上げましたし、また今週の月曜

日からも交通局で対策を講じさせていただい

てございます。まずは現在実施をしておりま

す混雑対策のこの状況、そしてその効果はよ

く見させていただきたいというふうに思って

いるところでございます。 

  その上で、御指摘をいただきましたバスタ

ーミナルの屋根を４列縦隊にしても雨がしの

げる屋根へ改修するというような事柄につき

ましては、その必要性につきましても、ちょ

っといましばらく混雑の状況を見させていた

だいた上で、見極めた上、検討させていただ

きたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 大井君。 

○52番（大井としひろ君） これが実は、名谷

駅がリノベされまして、その点字ブロック、

案内板なんです。実は最初にリノベされた点

字ブロックはこのラインなんです。屋根の下

にはないんです。縦にすこんと乗り場に入っ

ていくような、そんな点字ブロックが実は最

初は敷設されておったんです。これを目の不
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自由な方々―― 視覚障害の団体の皆さんから

私に相談がありましてね。あれではバスに乗

れない。それから皆さん一般に並んでる方々

に、いきなり入り口のほうにこの方々だけが

入ってしまって、並べとそういうことを言わ

れるということで、去年の３月に全面的に付

け替えていただいたんです実は。それも一晩

でやっていただきました―― 建設局。 

  こういうところも含めて、やっぱり障害者

の方々に―― また後でこの話はするんですけ

れども、こういうところにも障害者の方がみ

んなはじき飛ばされている。先ほどの今西さ

んの御答弁も障害者の方々のことというのが

―― 屋根なけりゃ雨降ったときにもうぬれて

というようなことになってしまいますのでね。

やっぱりそれは障害者の方にも優しいまちと

いう意味では、もっと皆さんが雨をしのげる

―― これ今雨の場合の写真はありませんけど、

雨の日なんてもっと悲惨な状況で傘差してま

すのでね。そんなことも踏まえて、やっぱり

この辺のところは早急に対応していただきた

いと思いますので、もうこれ以上言いません

けれども、ぜひその辺のところも含めて、障

害をお持ちの皆さんにも優しいまちづくりを、

ぜひ進めていただきたいと思います。 

  次に、保護司の活動支援について再質問を

いたします。 

  他都市では公民館など公共施設を面接場所

として提供していただいてます。堺市とか、

関西でも結構な町々で―― 今回いろんな事件

がありましたので、国のほうもいろいろ私た

ち保護司会や保護観察所やそういうところに

も、私たちも全員、アンケートとか、電話で

困ったことはないかとそういう声をかけてい

ただいて、いろんなところでいろんな形で体

制を強化していただいてます。 

  ぜひ神戸市も、例えば私は須磨なので須磨

区役所―― 須磨区役所はすばらしい面談場所

がたくさんあるんです。個人で入れるような

すばらしいものがあるんです。あれそんなに

使っておるとは思わないので、ぜひ開放して

いただいて、あそこであれば不特定多数の方

が出入りしますので、そういう方々も気にす

ることなく入ってきていただいて面談ができ

る、そういう場所でもあるので、ぜひああい

うところを利用させていただきたいと思いま

すけれども、そういうところ、区役所などの

会議室を面接場所として無償提供してはどう

かと思いますけれども、御見解をお伺いした

いと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 面談場所の確保につ

いてでございますが、さきに開催させていた

だきました保護司会・神戸保護観察所との意

見交換会におきましても、保護司の面談場所

として公共施設の提供を要望される御意見も

あったわけでございますが、一方で日中にお

仕事をされていらっしゃる保護司の方、また

日中にお仕事をされてる支援対象者の方、こ

ういった方が増えてきている現状から、平日

の夜間や休日の面談のニーズが高い、こうい

った御意見もあり、区役所といった開庁時間

が限られる一部の施設では面談場所として利

用しづらいといった御意見もいただいている

ところでございます。 

  そのため、それぞれの保護司の方々にとっ

て利便性の高い面談場所を確保していただき

たい、こういった考えから、増額させていた

だきました神戸市からの補助金を活用いただ

いて、公民館や文化センターといった公的施

設のほか、民間施設も含めた最寄りの有料会

議室などを柔軟に御利用いただきたいとお伝

えしているところでございます。 

  各区の保護司会におかれても、地域活動の

様々なネットワークを生かしながら、自宅以

外での面談場所の確保に向けて検討も進めら

れているとお聞きしているところでございま

す。 

  また一方で国におきましても、対象者との
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面談、また保護司間の連携の拠点となる更生

保護サポートセンターが各区に設置されてお

りますので、より安全性を確保できるような

環境整備の検討もされているとお聞きしてお

ります。 

  今後も国の動き、また保護司の皆さん方の

御意見をお聞きしながら、面談場所の確保に

向けた支援の在り方については引き続き検討

してまいりたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 大井君。 

○52番（大井としひろ君） もう少しこの保護

司の関係で再質問させていただきますけれど

も、以前、保健福祉局の時代に、この保護司

の成り手ということで市の職員の方々がどれ

ぐらいなっておられるのかというような話を

しましたときに大変少なかったんです。当時

の保健福祉局長は、自分が定年退職になった

らそういう仕事にも就くし、職員にもっとこ

ういう保護司なり民生委員なりになってほし

いというような手続もしたいというようなお

話がありましてね。去年おととしぐらいから

だと思いますけれども、神戸市職員の退職者

の皆さん方にこういう保護司や民生委員にと

いうような御案内をしていただいておるとは

聞いておるんですけれども、それでもまだま

だ成り手が少ないんではないかと思います。 

  ましてや今回の滋賀県大津市の事件とかが

ありましたので、なかなか少ないのではない

かとは思いますけれども、ぜひその辺のとこ

ろを含めて神戸市職員の皆さん方にもこの辺

のところ声をかけていただきまして、担い手

の確保に取り組んでほしいと思うんですけれ

ども、この辺のところの御見解をお聞きした

いと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 今議員より御紹介い

ただきましたとおり、保護司へ市の職員がど

のように関わっていくかという点につきまし

ては、保護司の方が担われる保護観察対象者

の地域での立ち直り支援について、出所後の

住居確保、また就労に関する相談と多岐にわ

たるわけでございますので、神戸市職員が職

務を通じて得た知識・経験等を生かして更生

保護といった地域活動の充実に取り組むこと

は十分に考えられると考えております。 

  成り手不足の一助といたしまして、退職職

員に参画・協力を呼びかける方策の１つとい

たしまして、令和３年度から定年を迎える職

員向けの保護司活動に関する案内等を実施し

てきているところでございます。現在市の職

員での保護司数というのは全市で、聞き取り

の調査でございますが、20名とお聞きしてい

るところでございます。 

  今後とも保護司の成り手確保に向けて市と

してどういった協力ができるか、引き続き検

討を進めてまいりたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 大井君。 

○52番（大井としひろ君） この件については、

まとめますけれども、保護司の活動というの

は対象者の立ち直りにとどまらず、再犯防止

によって安全な地域社会の実現につながると

いう崇高な意義があるわけでございます。 

  先ほどから何度も言ってますこういう事件

の発生から半年が過ぎ、罪を犯した人の立ち

直りを支援する現場に与えた影響は大きなも

のがございます。自宅での面接や家族や周囲

の人の不安や反対、そういうことで保護司の

全体の２割が今後の活動が不安だと、そうい

うことをおっしゃられるというような報告も

ございます。ぜひ地方公共団体が所管する施

設や設備の貸与等の便宜が図られるよう前向

きに御検討をよろしくお願いしたいと思いま

す。 

  次に、ＡＩにおける安全性の確保について

であります。 

  生成ＡＩが世に出てまだ２年もたたないわ

けでありますけれども、とんでもないスピー
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ドで進化をしております。 

  生成ＡＩは21世紀の産業革命とまで言われ

ております。今日の神戸新聞には、「客引き、

ＡＩ防犯カメラで防げ」ということで、兵庫

県は繁華街で防犯カメラとＡＩを連動させて、

こういう客引きの防止に活用しようと動いて

おるというニュースがありました。また、今

日の日経新聞の朝刊には、「三菱ＵＦＪ、Ａ

Ｉ営業に布石」というような結構大きな記事

が掲載されておりました。民間の企業なりい

ろんなところで、このＡＩがどんどん進んで

いっておるわけであります。 

  そして神戸新聞のこのＡＩの防犯カメラの

左隅に「阪神水道汚職、収賄の疑い、主査を

起訴」というような記事も載っておったわけ

であります。 

  そこでですが、総務省のホームページでは、

地方公務員の懲戒処分等の状況を年度ごとに

公表しております。この中にはいわゆる不

正・汚職事件の件数も記載がされておるわけ

であります。 

  直近５年間の件数推移を見ると、平均して

毎年80件程度の不正が発生しております。内

部通報・内部告発などの待ちの体制ではなく、

民間の監査法人ではＡＩを使って過去の不適

切な財務データ等をＡＩに学習させて検知す

る、そういうモデルも開発し、談合や汚職を

早期に発見する、そういうシステムで企業活

動上のリスクを減らすというような取組も進

められていると承知をしております。このよ

うな先進的な活用策も積極的に取り組んでい

ただいてＡＩ活用における安全性を確保し、

業務の効率化、市民サービスの向上に資する

よう取り組まれることをお願いいたしまして、

次に移ります。 

  最後に、障害者に優しいまちについて再質

問いたします。 

  昔の矢田市政に比べて、今の本市の障害者

への施策は冷たい対応になったと私は感じて

います。 

  精神だけでなく、身体や知的も含めた障害

者支援全般が後退しているように思えますが、

御見解があればお聞かせいただきたいと思い

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 神戸市におきまして、

障害のある人が自らの意思決定に基づき住み

慣れた地域の中で、共に支え合いながら安心

して暮らし、活躍できる神戸をみんなでつく

るというこういった基本理念の下、神戸市障

害者プランを策定しておりまして、障害施策

に関する基本方針や障害福祉サービスの見込

み量とその確保の方策を定めてきているとこ

ろでございます。 

  計画策定に際しましては、身体・知的・精

神・難病などの障害当事者及びその御家族を

はじめとする支援団体や障害福祉サービス事

業者等が現状抱えている課題・要望など幅広

く御意見を伺いながら策定してきたものでご

ざいます。本計画で定めました成果目標及び

指標につきましては、毎年実績を把握し、検

証しながら取り組んできているところでござ

います。 

  そうした中で相談体制についてでございま

すが、まず身体・知的・精神など障害福祉に

関する窓口につきましては、各区役所の保健

福祉課が担っているところでございます。昨

今障害者支援サービスにつきましては複雑・

多様化してきておりまして、また複合的な課

題にも対応することが必要となっていること

から、利用者の相談内容を丁寧にお聞きする

ほか、他の区役所窓口また他の相談支援機関

と連携して対応していくことが重要であると

考えているところでございます。 

  また、神戸市では障害のある方が地域で障

害福祉サービスを適正に受けられるように、

障害者相談支援センター、これを市内19か所

まで拡充しておりまして、区役所窓口や各サ

ービス事業者、他の相談支援事業者と連携す
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る形で、身体・知的・精神障害者及び障害児

とその家族・介護者も含めてあらゆる相談に

対応してきているところでございます。 

  さらに精神保健施策につきましては、これ

まで医療機関等との連携により精神科救急医

療の体制整備や神戸ピアサポーターの充実、

精神科病院からの退院促進などに取り組んで

きたところでございます。 

  このように、神戸市といたしましては、増

大する事業費の確保、相談体制の充実等を図

ってきたわけでございますが、今後も区役所

や相談窓口の対応力向上に努めますとともに、

障害当事者をはじめとする関係者の御意見に

耳を傾け、障害者がより暮らしやすい社会と

なりますように取組を進めてまいりたいと考

えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 大井君。 

○52番（大井としひろ君） もう１度再質問さ

せていただきますけれども、精神障害者の支

援は健康局と福祉局にまたがっており、市民

からすると、それぞれの役割分担が非常に分

かりづらく、また保健福祉局の頃にはなかっ

た縦割りの弊害が出始めているように思いま

す。 

  障害者に寄り添った支援策を展開していく

ためには、現状の課題を踏まえ、障害者支援

体制の見直しを図る必要があると考えますけ

れども、御見解をお伺いします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 障害の特性の観点か

らいたしますと、精神障害につきましては精

神疾患の病状によって障害の状態が変化する

ことから、医療的な側面が大きい。こういっ

たことから、保健医療を所管する健康局と福

祉サービスを所管する福祉局の両局で担って

おりまして、精神障害者支援につきましては

両局が十分に連携を図って対応してきている

ものでございます。 

  具体的に申し上げますと、特に医療面での

専門的なケアの提供の視点、また３障害一体

となった相談・福祉サービスの提供、こうい

った視点でこのような体制を取らせていただ

いているものでございます。 

  そうした中、精神障害者に寄り添った支援

を充実していくために、当事者や家族、精神

科病院・診療所、支援事業者など様々な立場

から御意見をいただいて、課題分析を行うた

めに、精神障害にも対応した地域包括ケアシ

ステム協議部会を今年度新たに立ち上げたと

ころでございます。この部会で出された課題

を福祉局と健康局が一体となって分析し、課

題解決を行うこととしているところでござい

ますので、今後とも両局連携により精神障害

者支援に努めてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 大井君。 

○52番（大井としひろ君） 最後まとめますけ

れども、課題を１つずつ解決することで、障

害者が地域で安心して暮らせる環境を整える

必要があると私は思っております。 

  地域包括ケアシステムの構築と関係機関の

連携強化により、障害者への支援を効率化し

ていただきまして専門職を増員して支援体制

を強化していただきたいと思っております。 

  グループホームの増設や居住支援の拡充を

推し進めて、啓発活動を通じて地域の理解を

促進し、雇用促進や職業訓練の充実で自立を

支援していただきたいと願っております。 

  これらの取組で障害者が安心して生活がで

きる環境を整えていただきますように私から

要望させていただいて、私の質疑は終わりた

いと思います。原議員と交代いたします。あ

りがとうございました。（拍手） 

○議長（坊 やすなが君） 御苦労さまでした。 

  次に、６番原 直樹君。 

  （６番原 直樹君登壇）（拍手） 

○６番（原 直樹君） 日本維新の会の原 直
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樹でございます。引き続き一般質問をさせて

いただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  ではまず１点目です。固定資産税（土地・

家屋）の評価についてお尋ねします。 

  市の貴重な税収の１つである固定資産税の

令和５年度決算額は1,213億円となっており、

その評価手法については、近年の技術革新に

より新たな評価手法が登場しています。神戸

市においても過去にＡＩの活用を試行的に実

施していたと聞いておりますが、現状の本市

における評価方法と課題について見解をお伺

いします。 

  ２点目、租税教室についてお尋ねします。 

  平成23年度税制改正大綱において租税教室

の充実が閣議決定されて以降、租税教室の充

実が図られておりますが、依然日本では税金

に関心がない方も多いと思われます。 

  しかし税金は民主主義の根幹であり、社会

保障や教育、消防など暮らしに不可欠な公的

サービスの提供に欠かせないものになります。 

  その重要性の理解を促進していくためには、

子供のうちから税について考える機会を設け、

社会の構成員として税金を納め、その使い道

に関心を持ち、納税者として社会や国の在り

方を主体的に考えるという自覚を育む取組が

重要ではないでしょうか。学校現場において

積極的に租税教育を実施していくべきと考え

ますが、今後どのように取り組んでいくのか、

これまでの実績と併せて見解をお伺いします。 

  ３点目、舞子東海浜緑地（アジュール舞

子）についてお尋ねします。 

  アジュール舞子にある西側利便施設の事業

用定期借地契約が2025年２月に満了します。

９月には優先交渉権者が決定されたところで

あり、今後さらなるにぎわい創出に期待して

いるところであります。 

  アジュール舞子周辺には明石海峡大橋や五

色塚古墳、先日リニューアルオープンしたマ

リンピア神戸などがあり、非常にポテンシャ

ルの高いエリアとなっております。アジュー

ル舞子の事業用地の活用に当たっては、民間

事業者や舞子公園を管理する県とも連携しな

がら、これら施設との相乗効果を生み出し、

周辺地域の活性化に寄与すべきと考えますが、

今後の展望をお伺いします。 

  ４点目、六甲山・摩耶山の活性化について

お尋ねします。 

  六甲山においては、その目指すべき方向性

を取りまとめた六甲山グランドデザインが20

19年３月に策定され、その中で六甲山の魅力

を高めるためのアクションプランが示されて

おります。 

  六甲山グランドデザインの策定後に登山プ

ロジェクトなどの新たな取組もスタートして

おり、より一層の魅力向上に向けた取組に期

待しているところであります。 

  昨年度でアクションプランにおける計画期

間は終了したところですが、市はこれまでの

取組をどのように評価し、今後どのように取

り組んでいくのか、併せて見解をお伺いしま

す。 

  ５点目、ブルーカーボンについてお尋ねし

ます。 

  近年、気候変動が地球環境や経済・社会活

動に及ぼす悪影響は世界的な問題となってお

ります。 

  そのような中、本年４月、国連へ報告する

ＣＯ２の吸収量に日本が世界で初めてブルー

カーボンによる吸収量を反映させ、ブルーカ

ーボンの有効性に注目が集まっています。さ

らに、民間事業によるブルーカーボンの事業

化に向けた検討会が開始されるとの報道もあ

りました。 

  本市においては、西日本で初めてＪブルー

クレジット制度に兵庫運河が認可されるなど

先駆的に取り組んでいることは承知していま

すが、これらの情勢を好機と捉え、より積極

的にブルーカーボン関連施策を展開し、2050

年のカーボンニュートラル達成につなげてい
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くべきと考えますが、今後の取組について見

解をお伺いします。 

  以上、簡明な御答弁よろしくお願いいたし

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 原議員の御質問のうち、

私からはまず舞子東海浜緑地（アジュール舞

子）の活性化につきましてお答えを申し上げ

ます。 

  アジュール舞子は、明石海峡大橋を臨む美

しい海浜が広がる公園として多くの市民に親

しまれております。西側には県立舞子公園、

東側には11月に再オープンしたマリンピア神

戸があり、観光やにぎわいの観点からポテン

シャルの高いエリアと考えております。 

  御指摘のアジュール舞子東側の利便施設用

地につきましては、本市との定期借地契約が

来年２月に満了することから、改めて事業者

を公募し、現在のホテル事業を展開している

企業を代表とする事業者に決定をいたしまし

た。 

  公募に当たりましては、公園全体のにぎわ

い創出や周辺地域の活力創出などの提案を求

めたところ、事業者からこれらを踏まえた提

案を多く受けておりまして、今後これらの実

現に向け本市と協議を進めていく予定として

おります。 

  具体的には、にぎわいを創出する店舗の誘

致、明石海峡大橋を一望できる市民向けの屋

上テラスの整備、市内の農業・漁業の生産者

と連携したマルシェやガストロノミーツーリ

ズムなどの取組を考えております。アジュー

ル舞子を拠点として、舞子公園内の歴史的建

造物でのブライダルイベントや地域イベント

の開催、また明石海峡大橋を回遊するツアー

や体験プログラムなどの取組も考えておりま

す。 

  垂水から舞子にかけての海岸エリア一帯に

おいて、それぞれの施設の相乗効果を生み出

し、より一層の活性化が図られるよう、今後

も引き続き民間事業者や兵庫県との連携強化

を図ってまいります。 

  次に、六甲山・摩耶山の活性化につきまし

てお答えを申し上げます。 

  御指摘にありました六甲山グランドデザイ

ンは、2019年３月に国・県・市・民間事業者

で構成される六甲山再生委員会において、六

甲山の目指すべきビジョンと、集中的に取組

を進めるための2023年度までのアクションプ

ランを策定したものです。 

  当時を振り返りますと、当時の井戸知事か

ら、この六甲山の再生を神戸市さん一緒にや

りませんかとそういう提案をいただきまして、

この再生委員会の設置を行ったと記憶してお

ります。 

  同時にグランドデザインに基づきまして行

った神戸市の事業はかなり数多くになりまし

た。 

  具体的には、特に光ケーブルの敷設により

まして通信環境が大幅に改善をされ、これは

六甲山で観光事業を展開をしている民間事業

者の方々からも大変評価をいただいたところ

ですし、また六甲山上におけるビジネス環境

が整備をされ、これまで立地をしてこなかっ

たような企業や施設などの立地につながった

と考えております。 

  また、オフィスへの改修等を可能とする規

制緩和や、にぎわい施設、オフィスの改修等

に対する支援は、兵庫県と連携して行いまし

た。あわせて六甲最高峰トイレや歩道の整備

など、山上における利便性の向上につきまし

ては神戸市が主体的に取り組んだところです。 

  これらの取組の結果、新たに19件のにぎわ

い施設やオフィスが山上に進出をいたしまし

た。また、自立的な民間投資の促進にもつな

がっておりまして、５年間の集中的な取組に

よりまして、グランドデザインの目指す、山

上に住み、働き、訪れる人のための多様なニ

ーズに応える山上空間の形成ということにつ
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いて一定の成果が上げられたと考えておりま

す。 

  このアクションプランが終了をいたしまし

て、今後は六甲山に特化したプランというこ

とではなくて、六甲山を含む摩耶山、また神

戸の幅広い山々の一層の活性化を図るための

神戸登山プロジェクトを推進することとし、

一層の魅力向上を図ることとしております。 

  神戸の財産である豊かな自然を守りながら、

六甲山の魅力をさらに磨き上げ、新たな価値

の創造に官民一体で取り組み、グランドデザ

インが掲げる人々が集うにぎわいの山を目指

していきたいと存じます。 

  ほかの御質問につきましては副市長からお

答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから２点お

答え申し上げます。 

  １つ目は、固定資産税の評価についてでご

ざいます。 

  固定資産税は毎年１月１日に土地家屋及び

償却資産を所有している者に対して、固定資

産の価格を地方公共団体が評価・決定をいた

しまして、その価格を課税標準として課税を

するものでございます。 

  この評価の決定に当たりましては、１つに

は千差万別な土地の形状や利用形態の変更、

そして２つ目には家屋の新・増築、滅失の異

動等というものにつきまして、毎年正確に把

握し、適正で公平な評価を行う必要があると

いうところでございます。 

  固定資産税の評価に係る現況調査につきま

しては、登記移動や建築確認申請など様々な

情報を端緒に実施をいたします現況調査に加

えまして、平成３年度からは航空写真を活用

させていただいているところでございます。

この航空写真を地理情報システムに取り込み

まして、地番図や家屋形状図などと重ね合わ

せを行い、前回撮影時との差異を確認するこ

とにより、地目の変更や家屋の新築・滅失な

どが確認でき、調査の効率化につなげている

というところでございます。 

  ただ、この航空写真の活用においては、そ

の差異は目視で確認する必要があることから、

異動判読には一定の人手と時間が必要になる

わけでございます。 

  このため、さらなる効率化に向けて、令和

３年・４年度の２か年にわたりまして、時期

の異なる２つの航空写真の差異をＡＩによっ

て画像解析する異動判読技術を試行的に導入

をさせていただいたところでございますが、

誤判定が多く、人による再度のチェックによ

る修正が必要となるなど、残念ながら現時点

のＡＩ判定精度では実用化することは困難で

あるという結論になったところでございます。 

  ただ今後もＡＩ技術は進展するということ

が期待をされておりますので、状況をよく注

視するとともに、また他都市の事例なども調

査研究し、効率的で適正な評価に努めてまい

りたいと考えているところでございます。 

  ２点目は、ブルーカーボンの活用について

御答弁を申し上げます。 

  2050年のカーボンニュートラルの実現に向

けては、温室効果ガスの排出量削減だけでは

なく、ブルーカーボンなどによる吸収量増加

の取組も重要であると考えております。 

  国連への温室効果ガス排出量の報告では、

既に各国がブルーカーボンによる吸収量を反

映させておりますけれども、ブルーカーボン

にはマングローブ、海草・海藻から構成され

る藻場、湿地・干潟という生態系がありまし

て、その中の藻場による吸収量を2022年度に

日本が独自の評価方法によって算出し、世界

で初めて国連に報告をしたところでございま

す。 

  本市では、神戸空港島におきまして緩傾斜

護岸を整備をいたしまして、ブルーカーボン

を創出したほか、漁業者や市民団体などによ

るブルーカーボンの取組に対し、補助金によ
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る支援のほか、大学との連携促進や、クレジ

ット申請手続への助言などの支援を行ってき

たところでございます。 

  市内では兵庫運河、須磨海岸においてＪブ

ルークレジット認証を得て、その売却益をさ

らなる取組の推進に活用しているほか、塩屋

海岸でも漁業者を中心に、令和４年度からア

マモを小学生と移植するなどの取組が始まっ

ているところでございます。 

  本市では現在世界初の淡水域における水草

による二酸化炭素吸収・固定の評価方法の確

立を目指しまして、神戸大学などによる研究

の支援や市内のため池などでの実証実験を実

施をさせていただいているところでございま

す。 

  また、今年度より海岸に漂着する藻類であ

るアオサをブルーカーボンなどとして有効活

用するプロジェクトも開始をしておりまして、

引き続きブルーカーボンの取組を積極的に推

進してまいりたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 私のほうからは租税

教育について答弁申し上げます。 

  租税教育については、学習指導に基づき、

小学校６年生・中学校３年生の社会科の授業

の中で、租税の意義でありますとか役割、そ

れから納税の義務について学習しています。 

  また、文部科学省や総務省、国税庁等から

成る租税教育推進関係省庁等協議会において

租税教育に関する基本方針が合意確認されて

いるところであり、本市においても租税教育

の重要性を各校へ周知し、学習内容の充実を

図っているところであります。 

  具体的なこととしましては、神戸市の租税

教育ですが、小・中学校の社会科の授業、教

科書だけではなく国税庁等関係機関の作成す

る教材を活用し、日常生活と関連づけながら

具体的な事例を挙げるなどして、租税が暮ら

しを支える重要なものであることを学習して

おります。 

  それに加え、税について関心を高め正しい

理解を深めるために、神戸市内の多くの中学

校では税についての作文コンクール等に参加

しております。 

  またさらに地域の税務署等で構成する租税

教育推進協議会から学校に講師を派遣してい

ただき出前授業を行う租税教室を行っている

学校もあり、税について専門家から学べる貴

重な機会となっております。 

  租税教育は暮らしに不可欠な租税の意義を

学び、納税者として社会に参画しているとい

う自覚を高めるためにも大変重要であると考

えております。引き続き児童・生徒が租税に

ついて理解を深めることができるよう、関係

機関と連携しながら取り組んでまいりたいと

思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 原君。 

○６番（原 直樹君） ありがとうございます。 

  では、まず１点目の固定資産税の土地家屋

の評価について再質問に進んでいきたいと思

います。 

  まず今御答弁いただきましたとおり、神戸

市では固定資産税の評価方法は航空機による

撮影が主だということでして、この方法は昔

から一般的な方法になりまして、また他の自

治体でも広く普及している評価方法になると

思います。 

  ただ最近では時代も変わりまして、また新

しい技術に基づく評価方法というのが登場し

ておりまして、他の自治体でも新しい評価方

法への切替えが始まってきておりますので、

神戸市においても新しい方法を検討されては

どうかということで今回この質問をさせてい

ただきたいと思いました。これを踏まえまし

て再質問いたします。 

  新たな評価手法の例としては、ドローン・

衛星画像を活用した現状把握やＡＩによる画

像解析などがあり、これらの手法を用いれば、
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コスト削減、省力化、評価ミスの削減につな

がると考えています。 

  国においても現地調査の先進事例を紹介す

るなど、各自治体に対しさらなる事務の効率

化を促しています。他都市の先進事例も参考

にしながら、本市においても積極的に導入し

ていくべきと考えますがいかがでしょうか、

御見解をお伺いします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今お話をいただきま

したように、近年ではドローンあるいは衛星

による写真撮影、ＡＩによる画像解析などの

新たな技術が開発されておりまして、航空写

真などに加えて、これらの技術を固定資産の

現況調査に活用している他都市の事例がある

ということは承知をしているところでござい

ます。 

  ただ、衛星写真につきましては、やはり航

空写真に比べますと解像度が悪いということ

で、建物や構造物の輪郭がぼやけるなど、形

状や状況の把握においては難しい状況がある

ということもお聞きをしているところでござ

います。 

  また、ＡＩ画像解析などにつきましても、

やはりその誤差率というものがまだ大きいと。

神戸市が実証実験をした後も福岡あるいは横

浜といったところも取組をしておりますけれ

ども、断念をしたというような経緯もあると

ころでございます。 

  現時点では残念ながら効率性を考えると実

用的ではなく、その有用性についてまだ検証

していくという段階かなというふうに思って

いるところでございます。これまでも他都市

における新技術の導入事例など様々な情報を

収集してきたところでありますので、引き続

き業務改善における費用対効果もしっかりと

見極めた上で、本市における導入の可能性に

ついては引き続き検討を続けてまいりたいと

考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 原君。 

○６番（原 直樹君） 今御答弁では衛星画像

は画質が悪いということで、確かにそのとお

りではあるんですけども、ただ愛知県半田市

では衛星画像による評価方法を活用し成果を

上げている部分がありますので、この点ちょ

っと触れていきたいと思います。 

  成果の１つは、特に１番に挙げられるのは

そのコスト削減という側面になります。 

  半田市でも―― 今は半田市では衛星画像で

評価されておるんですけども―― 以前は神戸

市と同じように、航空機による撮影で評価し

ていたということです。ただ、航空機の撮影

というのは、やはりコストがかかるというと

ころがありまして、半田市では、以前では３

年に１回程度の撮影頻度であったということ

です。これを衛星画像による評価に切り替え

ることによって、年に数回撮影することがで

きると。そして、さらにコスト削減も達成で

きていると、このような成果を出されており

ます。 

  ただ、先ほども御答弁いただきました画質

の面、確かに航空機と比べるとさらに高いと

ころから撮影していくわけですから、当然画

質は劣るということにはなるんですけども、

半田市の取組としては、その衛星画像と、あ

とＡＩ解析、これを組み合わせることによっ

てその弱点を克服して、導入に至ったという

経緯があります。 

  例えば、その建物が取り壊されて更地にな

ったような場合、建物が更地になったという

ことですから、そのような状況変化があった

場合には、差分解析という手法を用いていっ

て、現状の変化、これも把握できているとい

うことだそうです。 

  また、土地については、読売新聞の12月１

日付の記事で注目すべき点がありましたので、

こちらを引用させていただきたいと思います。 

  今度は香川県善通寺市というところなんで
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すが、土地の用途をＡＩで判別するシステム

をチャットＧＰＴを用いて税務課職員が自作

で開発したということです。１年前の人工衛

星画像で捉えた画像をＡＩに学習させて、利

用状況が変わった場合には、例えば農地が駐

車場用地になったというような場合には、そ

の変更を割り出していくことが可能になった

ということです。こちらについても、成果と

しましては、コストを抑えることができたと

いう点がありまして、記事によりますと、そ

のシステムの構築を仮に業者に依頼した場合

には、3,000万円以上の膨大なコストがかか

るところ、今回は自前で開発したということ

で、120万円で済んだということです。 

  その記事を見ますと、善通寺市の税務課の

職員は本当にすごいことをやったなというふ

うに感心しまして、神戸市でも将来的にチャ

ットＧＰＴを活用した自前での開発、これも

一度検討してみる価値あるんじゃないかなと

思います。日頃見てますと、神戸市の職員の

方も非常に優秀な方が多いですから、一度チ

ャレンジしてみる、検討してみる価値はある

のかなというふうに感じております。 

  検討した結果、仮に自作で開発できないと

なった場合であったとしても、先ほどの善通

寺市のシステムについては、将来的には他の

自治体でも利用できるように検討していると

いうことですので、そのシステムを利用して

いくというのも１つの選択肢になろうかと思

います。 

  ただ、他の自治体のシステムを利用すると

なりますと、当然にそのシステムの利用料が

発生するわけですから、コスト面を考えれば、

当然自前での開発のほうがよろしいかと思い

ますし、また、もし自前で開発できるという

のであれば、神戸市独特の事情とかいうのも、

その開発に合わせて取り入れることができる

と思いますので、やはりこの点は一度検討し

てみる価値があるかと思います。 

  いずれにしましても、この新しい技術、神

戸市でも以前、ＡＩ解析導入を試みたという

ことでありますけども、御答弁でもいただき

ましたけども、特にこのＡＩのジャンルとい

うのは、まさに日進月歩で発展している部分

でありますので、また引き続き新しい評価方

法の導入に向けて、調査・研究を進めていた

だければと思います。 

  また、マイナンバーの利用拡大に向けたロ

ードマップというところには、令和８年から、

将来の見通しとして、固定資産税システムや

登記情報システムの改善がされ、所有者が不

明な土地や空き家の問題への対応につながる

ことが期待されているというのがありますの

で、この点について、併せて調査・研究を進

めていただきたいと思います。 

  では続いて、租税教室についてになります。 

  租税教室ということですから、税理士です

とか、税務署の職員が小学校・中学校に赴い

ていって、税金に関する授業をしていくとい

う税金の出前授業になります。 

  今、その税金に関する話題としましては、

いわゆる103万円の壁というところが国民の

間でも広く議論されているところでして、こ

の点はよろしいことだと思うんですけども、

ただ、この税金に関する議論が一時的であっ

てはならないと思います。 

  税金といいますと、法律で決まっているか

らということで、今はその関心が向いている

時期ではありますけども、日頃から税金の徴

収ですとか、使い道について、疑問を持った

りですとか、あとは税金をこういうふうにし

たらいいんじゃないかと、そういう考えるこ

とを日頃からしていけば、今のこの103万円

の壁というところについても、より深いとこ

ろで議論がされるのではないかと思っており

ます。 

  そういう点からしますと、子供のうちから

税金について触れていったり、考えさせてい

くというこの租税教室については、非常に意

義深いものだと思いますので、今回、この租
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税教室について質問させていただくこととい

たしました。 

  これを踏まえまして、再質問させていただ

きます。 

  租税教室の開催校や、開催回数を増やすた

めには、対面授業に加え、ＧＩＧＡスクール

端末を活用したオンライン授業による複数校

同時開催を実施するなど、対面・オンライン

を併用していくべきと考えますが、いかがで

しょうか、御見解をお伺いします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君）  福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） ＩＣＴを活用した租

税教室の推進ということだと思います。 

  御指摘のとおり、対面とオンラインを併用

した租税教室の実施は、租税教育を推進する

効果的な手法であると考えております。 

  あわせて、児童・生徒の理解を深めるため

に、ＧＩＧＡ端末を活用して、例えば国税庁

等の関係機関が作成する動画でありますとか、

クイズ等のデジタル教材などの活用を図るな

ど、様々な工夫をしながら、租税教育に取り

組んでいくことがいいことだと考えておりま

す。 

  今後とも、そのような協力も得ながら、Ｇ

ＩＧＡ端末を活用して、一層の租税教育の充

実に努めたいと考えます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 原君。 

○６番（原 直樹君） 前向きな御答弁ありが

とうございます。 

  この租税教室、今回、オンライン授業につ

いて御質問・提案のほうをさせていただいた

んですけども、私も実際に講師として租税教

室に参加したことがあります。これ対面授業

だったんですけども、そのときの状況としま

しては、私が小学校・中学校に赴いていって、

教室に入っていくわけです。そうしましたら、

一斉に子供たちから注目を浴びるんです。こ

の人、一体どういう人なんだろうですとか、

これからどういう授業が始まっていくんだろ

うということで、まずはそこで注目・関心を

してもらえると。 

  そういう中で、この税金の授業をしていき

ますと、本当に食いつくように聞いてもらえ

たと、そういう感想を持ちました。ですので、

この租税教室は、やっぱり真剣に聞いてもら

うためには対面授業が基本であるとは思うん

ですけども、ただ、そういう中で、今回、オ

ンライン授業、これを提案させていただきま

した。 

  これはなぜかといいますと、この租税教室

のその開催校割合、これ、ちょっと兵庫県全

体での数字にはなるんですけども、令和５年

の開催率が小学校で65.1％、そして、中学校

では29.6％と、こういう状況になっておりま

して、兵庫県全体で見た場合には、この租税

教室を受けられた子と、受けられなかった子

がおりまして、そういう格差が生じてしまっ

ているという状況にあります。やはりこうい

う格差を縮小させていくためには、この開催

校割合、これをいかに高めていくかというと

ころになると思います。 

  そういう目で見ていきますと、オンライン

授業、これを複数校で同時開催していけば、

この開催校割合も高めていくことができるん

ではないかということで、今回この提案をさ

せていただきましたので、また御検討いただ

ければと思います。 

  あと、このＧＩＧＡスクール端末の活用と

いうことですけども、これは何もオンライン

だけではなくて、対面でも活用できると思い

ます。高松市の中学校ですとか、あとは広島

県、これは高校ではありますけども、ＧＩＧ

Ａスクール端末を用いたアクティブラーニン

グ方式による租税教室が実施されていますの

で、この神戸市でもＧＩＧＡスクール端末を

活用した租税教室の実現に向けて、前に進め

ていただければと思います。 

  この租税教室の再質問の２点目になりまし
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て、租税教室は租税教育推進協議会が担って

おり、当該協議会の構成員に対して租税教室

講師養成研修を実施しています。その研修で

は、構成員の方々は日頃事務関係の仕事をし

ている方が多く、授業に慣れていない方も多

くいることから、授業のプロである神戸市の

教員によって授業の進め方等の研修も行われ

ているとのことであります。より質の高い租

税教室の実現に向けて、租税教室講師養成研

修を充実させていくことも重要であり、市と

しても、授業終了後に、よかった点ですとか、

あとは改善したほうがよかった点などを記載

した書面を派遣された講師に送り、フィード

バックするなど積極的に協力し、連携を強化

していくべきと考えますが、見解をお伺いし

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 日頃お世話になって

おります租税教室の講師の先生方に、本市の

社会科の教員などが逆に講師となって、学習

指導要領における租税の取扱いでありますと

か、分かりやすく授業をするための指導方法

などについて、研修をさせていただいておる

ところでございます。 

  授業後のフィードバックの連携ということ

ですが、各学校で租税教室を実施した後には、

児童・生徒の声を集約して、講師にフィード

バックするほか、児童・生徒が興味・関心を

持って学習できる授業の具体的な進め方等を

教員から助言する機会を持つなどして、協力

しながら、よりよい学習となるよう、今、工

夫をしているところではございます。 

  引き続き、租税教育推進協議会と連携して、

質の高い租税教育の充実に努めていきたいと

考えます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 原君。 

○６番（原 直樹君） ありがとうございます。

私もその租税教室に参加したときに、授業が

終わりまして、その数日後に、その授業を行

った学校から封筒届きまして、これ中に何が

入っているのかなと見てみましたら、子供た

ちから感想文書いてもらいまして、それ私見

ました。もう本当にうれしくて、また自分が

次、講師するときには、もっと今よりいい授

業をしていこうと記憶しております。 

  ですので、フィードバックですとか、そう

いったちょっとしたことでいいので、やはり

そういった振り返りをしていけば、その次に

つながっていくというのがありますので、こ

の点もぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  では続いて、３点目の舞子東海浜緑地（ア

ジュール舞子）についてになります。 

  垂水区のこのウオーターフロント、これ全

体見渡していきますと、東からマリンピア神

戸、アジュール舞子、五色塚古墳ですとか、

舞子公園、明石海峡大橋ということで、東か

ら西までかなりの面積がありまして、また距

離も長くなっているということです。ですの

で、これらの複数の施設の魅力を遺憾なく発

揮していくためには、やはり回遊性の向上と

いうのが大事だと思いますので、この点から

再質問させていただきます。 

  アジュール舞子周辺を活性化させていくた

めには、周辺エリアの回遊性を向上させてい

くことも重要です。現在、株式会社Ｌｕｕｐ

が朝霧駅から明舞中央通りの側道に電動キッ

クボードや電動自転車のポートを設置してい

ますが、再整備を契機に、アジュール舞子の

施設内にポート設置のための用地を貸し付け

たり、民間の投資を促進し、マリンピア神戸

や垂水駅・舞子駅などにもポートの設置を図

ってはいかがでしょうか。 

  電動キックボードや電動自転車が提供され

るエリアを拡大されることで、東西の移動は

もちろん、線路で分断されている南北の回遊

性についても向上すると考えますが、併せて

見解をお伺いします。 

  （「議長」の声あり） 
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○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） この電動キックボー

ドや電動自転車のシェアリングサービスは、

安全面の交通マナーを守って乗車いただくこ

とで、移動手段の充実という観点で、歩くに

は少し遠い距離を便利につなぎ、まちの回遊

性や魅力の向上につながるものと考えている

ところでございます。 

  事業者と意見交換も行っておりまして、ポ

ート数や設置エリアの拡充について、積極的

に働きかけを行っているところでございます。

事業者からは、まずは近距離移動の利便性を

高めるため、既に事業展開しているエリア内

のポートの密度を高め、その上で、需要があ

るエリアへの横展開に取り組んでいく方針と

聞いているところでございます。 

  今、御指摘をいただきましたアジュール舞

子をはじめとした垂水・舞子エリアは、先日

開業いたしましたマリンピア神戸のアウトレ

ットを含め、移動の目的となる施設が東西方

向に点在しており、また、南北方向につきま

しては、鉄道により迂回が必要な場合や、高

低差もあることから、電動自転車などのモビ

リティーが移動の利便性向上につながるもの

というふうに考えているところでございます。

当該エリアも含めまして、引き続き事業者と

広く意見交換を行ってまいりたいと考えてご

ざいます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 原君。 

○６番（原 直樹君） 非常に前向きな御答弁

をいただきましてありがとうございます。関

係事業者と協議をもう進めていただいている

ということで、実現に向けて、引き続き最後

まで話を進めていただきたいと思います。 

  今回、回遊性の向上ということで、その移

動手段、これをどのように確保していくかと

いうことで、先ほど電動キックボードを例に

挙げました。この電動キックボードといいま

すと、中央区近辺であればポートもよく整備

されておりますので、この電動キックボード

に乗っている方を見かけることも最近では増

えてきましたけども、ただ、それと同時に、

この電動キックボードの安全性に対して不安

視される方も非常に多く増えていると、こう

いう状況にあります。 

  現にこの電動キックボードに関する違反数

も高止まり状態にあるということですので、

この電動キックボードを含めた移動手段につ

いても、整備される際には、安全性について

はしっかりと配慮をお願いしたいと思います。 

  では次、４点目、六甲山・摩耶山の活性化

についてになります。再質問していきます。 

  六甲山の中でも掬星台は登山道の主要休憩

所であり、1,000万ドルの夜景スポットでも

あります。六甲山の活性化・魅力向上におい

て非常に重要な拠点であり、昨年度に公表さ

れたサウンディング型市場調査の結果報告に

おいては、ロープウエーの整備など、様々な

提案がなされましたが、その実現には様々な

課題もあり、中長期的な視点による取組が必

要です。 

  一方で、交通のあり方検討会では、委員よ

り、短期的な観点においても需要を創出する

必要がある旨の発言がなされております。そ

こで、短期的な取組として、展望台周辺の枝

葉の剪定や、新たな見晴らしスポットの設置

などにより、掬星台からの景観をさらに向上

させるとともに、登山道周辺にあるトイレの

美装化・洋式化を図ってはいかがでしょうか、

見解をお伺いします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） この摩耶山の活性化

に当たりましては、法律上の規制や、将来的

な交通計画など、中長期的な検討を進めます

とともに、御指摘をいただきましたように、

掬星台における短期的な取組も必要であると

いうふうに考えているところでございます。 

  掬星台は、ケーブル・ロープウエーなどで
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アクセスができ、すばらしい眺望が広がるこ

とから、登山者や観光客が多く訪れる場所と

なっております。展望台からまちを見下ろす

眺望はおおむね確保されておりますけれども、

それ以外の場所については、樹木により、一

部遮られている箇所もあるところでございま

す。 

  ただ、この周辺は国立公園の規制で特別保

護地区に指定をされておりまして、特に自然

環境の保護に配慮が必要な地区として、眺望

確保のための樹木伐採は環境省が自ら行って

いるという状況でございます。 

  山頂からの眺望は、六甲山・摩耶山にとっ

ても最も重要な観光資源の１つであることか

ら、さらなる眺望改善を環境省に働きかけて

まいりたいと考えてございます。 

  新たな見晴らしスポットの設置につきまし

ては、掬星台は国立公園における集団施設地

区内にありまして、環境省で定める管理運営

方針も踏まえながら、今後、中長期の摩耶山

の再整備計画の中で、環境省とも協議しなが

ら検討をさせていただきたいと思います。 

  また、登山道周辺のトイレの環境改善は、

これはもう重要であるというふうに考えてご

ざいまして、美装化・洋式化を順次進めてい

るところでございます。 

  掬星台では、昨年度建物の美装化を実施を

いたしまして、今年度は全ての洋式化を完了

する予定となっているところでございます。 

  今後も、引き続き登山者や観光客が快適に

観光や散策などができるような環境づくりを

目指してまいりたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 原君。 

○６番（原 直樹君） ありがとうございます。 

  やはり掬星台―― 展望台ですね。国立公園

内にあるということで、なかなか簡単に剪定

等できないということでありますけども、た

だ、トイレの美装化・洋式化ですね。前向き

な答弁いただきましたけれども、現在の六甲

山登山道全般にわたる公共トイレの洋式率は

55％であるということです。このトイレにつ

いては、一般的にはもう洋式化になって当た

り前という状況で、やっぱり登山道55％は現

状ちょっと低いのかなというふうに感じてお

りますし、また、実際に登山されている方か

らも、六甲山登山道の公共トイレはちょっと

和式が多いという意見もいただいております。

特に登山の中で、トイレを利用するという場

合に、和式トイレだった場合には、登山で足

が疲れているとか、膝を痛めていると。そう

いう状況で和式トイレということになります

と、やはりより一層負担を強く感じるところ

になりますので、今後、その洋式化率を高め

ていただくということですので、引き続きよ

ろしくお願いいたします。 

  では今度、ブルーカーボンについてになり

まして、再質問していきます。 

  神戸市は港湾都市として発展してきた歴史

的背景がありますが、近年、海事人材の不足

が深刻であると聞いております。 

  そこで、まずは中長期的な観点から、子供

たちに海や運河に関心を持ってもらう取組を

充実させるべきと考えます。そこで、海事人

材育成プログラムである神戸港バックヤード

ツアーの一環として実施している兵庫運河に

おけるアマモの育成活動のように、ブルーカ

ーボンの要素を取り入れた体験会などに充実

させ、海や運河に親しむきっかけづくりに積

極的に取り組んではいかがでしょうか、御見

解をお伺いします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） この海事人材の育

成・確保は、海事分野において、喫緊の重要

課題であるというふうに認識をしているとこ

ろでございます。 

  これまでも海や港、船に親しみやすい環境

づくりを目的に、小学校３年生を対象とした

みなとの学習会や、中学校３年生までを対象
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といたしました神戸港バックヤードツアー、

高校生を対象とした探究学習向けＷＥＢ教材

の配信など、各世代に合わせた様々な海事人

材育成プログラムを実施をしてきているとこ

ろでございます。 

  また、神戸港バックヤードツアーは、子供

だけではなく、保護者にも参加いただくこと

で、ふだん見ることができない海事産業の現

場を肌で感じていただき、やりがいやその重

要性を理解いただくよい機会となっていると

思っているところでございます。 

  一方、神戸港バックヤードツアーの１つと

して、ブルーカーボンといった環境関連の取

組も実施させていただいているところでござ

います。 

  具体的には、兵庫運河において、アマモの

種まきや、海の生き物と触れ合うタッチプー

ルなどの環境イベントを、地元の協力により

令和５年度から開催をさせていただいており

ます。今年は東京からアマモの育成に詳しい

専門家の方をお招きしまして、ブルーカーボ

ンの重要性を講義いただくなど、生物多様性

や脱炭素といった興味深い内容となったとい

うふうに思っております。 

  今後も、環境学習を１つのきっかけといた

しまして、神戸港や運河に親しむ取組を積極

的に進めるとともに、これまでの海事人材育

成プログラムをより充実させることで、海事

分野により興味が持てる環境づくりを進めて

まいりたいというふうに考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 原君。 

○６番（原 直樹君） ありがとうございます。 

  先日、全日本海員組合の方と意見交換を行

いまして、そこでは船員確保に非常に困難を

来しているというお話をお伺いしました。こ

の点、まずは子供たちが海に触れる機会を増

やしていくことが重要であるかなというふう

に思っております。 

  神戸市は面積が広いので、海に近い学校も

あれば、海から離れている学校もありまして、

現状、その取組―― 小学校の課外授業として

ブルーカーボンに触れる機会があるのは、兵

庫運河の近くにある浜山小学校のみというこ

とで、単発的な取組としては、塩屋小学校で

事例があるというふうに聞いております。 

  このブルーカーボンの課外授業の取組を一

部の学校だけにとどめるのではなくて、市内

全域に広め、子供たちへのブルーカーボンと

いう環境教育を通じて、環境問題への関心を

高め、そして、海洋への関心を高め、船員確

保などの海事人材不足の解消につなげていた

だきたいと思います。 

  最後、ちょっと租税教室の話に戻るんです

けども、１点要望事項を申し上げたいと思い

ます。 

  先ほども申し上げましたけども、この租税

教室、担当する人としては、税理士ですとか、

あと税務署の職員ということで、主に税金に

関する仕事をしている人になります。そうい

う人の繁忙期といいますと、大体はちょうど

今、12月以降が繁忙期になってくると。年末

調整ですとか給与支払報告書ありますんでね。

その講師側のそういった事情もあるわけです

けども、やはり繁忙期に授業をやってしまい

ますと、やっぱり下準備に支障を来すという

ところもありますので、講師側のちょっと都

合にはなりますけども、なるべくそういった

時期を避けていただいて、下準備もしっかり

していただけるような、そういう下地をつく

っていただきたいと思いますので、この点よ

ろしくお願いいたします。 

  では、お時間になりましたので、これで以

上といたします。どうもありがとうございま

した。（拍手） 

○議長（坊 やすなが君） 御苦労さまでした。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  午後３時45分に再開いたします。 

   （午後３時25分休憩） 

   （午後３時45分再開） 
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○副議長（堂下豊史君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

  直ちに議事に入ります。 

  この際、申し上げます。 

  本日は議事の都合により、あらかじめ会議

時間を延長いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を続行いたしま

す。 

  11番坂口有希子君。 

  （11番坂口有希子君登壇）（拍手） 

○11番（坂口有希子君） 公明党の坂口有希子

でございます。徳山敏子議員とともに一般質

問させていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

  まず初めに、市民の健康を守る対策につい

て３点お伺いいたします。 

  １点目は、帯状疱疹ワクチンについてです。 

  今年２月に我が会派より市長に緊急要望を

提出し、今年度より県・市協調で助成が実現

したことは高く評価しています。今年度で終

了予定とされていますが、現時点で対象者数

の0.8％の方しか接種されておらず、厚生労

働省の専門家委員会においても、科学的に接

種化が妥当とされていることを踏まえますと、

来年度以降も継続が望まれます。 

  さきの決算特別委員会において、県・市協

調事業として実施しているため、県が実施し

ないのであれば、市単独での実施は難しいと

の御答弁がありましたが、継続実施が必要な

事業であるため、県に対して助成額の上限額

の拡充と併せて事業の継続を要望し、来年度

以降も実施すべきと考えますが、御見解をお

伺いいたします。 

  ２点目は、経鼻弱毒性インフルエンザワク

チンについてです。 

  昨年、薬事承認された経鼻弱毒性インフル

エンザワクチンは、注射を必要とせず、１度

鼻から吸入するだけで接種が完了する点から、

親にとっても、特に幼児・小児にとっても負

担軽減が期待できます。他都市では既に助成

をしている自治体もあり、予防接種の選択肢

を増やすためにも、本市としても助成を行っ

てはどうかと思いますが、御見解をお伺いい

たします。 

  ３点目は、ＲＳウイルスについてです。 

  ＲＳウイルス感染症は、２歳までにほぼ10

0％の方が感染すると言われており、特に加

齢や基礎疾患などにより免疫力が落ちた高齢

者が感染すると重症化して肺炎になるリスク

が高まり、インフルエンザと同等もしくはそ

れ以上の重症化リスクがあるとされています。 

  一方で、ＲＳウイルス感染症のリスクにつ

いて知っている方は非常に少なく、感染した

としても、治療薬がないことから、病院やク

リニックで検査がされないことも多いとされ

ています。子供に関する感染症という認識が

強いＲＳウイルスですが、高齢者や基礎疾患

のある方にとっては命に関わる危険な状態に

陥る可能性もある病気であるため、本市とし

ても注意喚起や広報に力を入れる必要性があ

ると考えますが、御見解をお伺いいたします。 

  次に、電子図書館のＩＤ付与についてお伺

いいたします。 

  子供にとって読書活動は、言葉を学び、感

性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かにし、

人生をより深く生きる力を身につけていく上

で欠くことのできないものです。 

  本市では、令和３年度より、こうべっ子読

書活動推進プログラムを実施し、子供の読書

活動の推進に取り組んでおりますが、インタ

ーネットやＳＮＳなど、情報メディアの発

達・普及や、子供の生活環境の変化などによ

り、読書離れが指摘されています。 

  私も市民の方から、子供が学校から本を持

って帰ってくるのは重たいから嫌だ、本は読

みたくないと言われ困っていたり、また、あ

る働いておられるお母様からは、仕事をして

いるので、図書館になかなか連れていけない

といったお悩みなどをお聞きしています。 

  文部科学省の第五次子どもの読書活動の推
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進に関する基本的な計画にも、個々の発達段

階や状況に応じて、紙媒体や電子媒体等を柔

軟に選択することなど、積極的な取組をお願

いいたしますとあります。紙媒体の本ととも

に、気軽に読書ができる環境をつくっていく

ことが重要ではないでしょうか。 

  共働きの家庭が増加し、多忙のために図書

館に足を運ぶことも大変であるため、市立図

書館と連携の上、市立小・中学校及び高校の

児童・生徒に対して、神戸市電子図書館のＩ

Ｄを付与してはいかがかと考えますが、御見

解をお伺いいたします。 

  次に、ギャンブル依存症・ゲーム依存症に

ついてお伺いいたします。 

  ギャンブル依存症は深刻な社会問題となっ

ております。また、ネットゲームの普及など

を背景に、ますます広がっていると言われて

おり、本市においても、この５年で相談件数

が約50倍になっているとお聞きしています。 

  ギャンブル依存症は、国際的な精神疾患の

診断基準においてギャンブル障害と呼ばれ、

病気として認められていますが、いまだに本

人の意志の弱さと捉えられています。また、

患者自身にも自覚がないことも多く、ギャン

ブル障害によって苦しみ、自死にまで至るケ

ースも増えていることなど、依存症対策及び

相談体制を強化することが急務であると考え

ますが、本市の御見解をお伺いいたします。 

  次に、多様化学校みらいポートの通学補助

についてお伺いいたします。 

  来年４月より、学びの多様化学校みらいポ

ートが開校いたします。40名程度の中学生が

入学予定ですが、原則指定学校外への通学と

して扱われ、通学費援助の対象外になると聞

いています。 

  不登校になった理由は様々であると思いま

すが、みらいポートに通う生徒は、自宅近く

の中学校に通うことができないほど困難な状

況に陥っている生徒であります。全市で１か

所しかない不登校の生徒の新たな学びの場で

あり、生徒や保護者の方々の負担を少しでも

軽減するためにも、通学費の補助を実施すべ

きと考えますが、御見解をお伺いいたします。 

  最後に、長田区の再整備・活性化について

お伺いいたします。 

  新長田駅前広場再整備におきましては、地

域団体や来街者などから幅広く意見募集を行

い、今後はより親しまれ、地域の活性化につ

ながる広場づくりを進めるとの方針に決定い

たしました。新長田キャンパスプラザも来年

開校し、若者の皆様にも新長田が魅力あるま

ちとして思っていただけるようにしていかな

くてはいけないと感じています。 

  西市民病院の移転も踏まえますと、今後、

さらに魅力あるまちにするために、駅前広場

や若松公園の再整備について検討を加速させ

る必要があります。現在、地域や駅利用者の

方々と一緒にワークショップを開催している

ところでございますが、出てきた意見を踏ま

え、本市としてどのように検討していくのか、

御見解をお願いいたします。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 坂口議員の御質問のう

ち、まず私から帯状疱疹ワクチンにつきまし

てお答えを申し上げます。 

  帯状疱疹ワクチンにつきましては、兵庫県

が令和６年度から支援を開始したことを受け

まして、本市も令和６年４月１日より、50歳

以上の方々を対象といたしまして、4,000円

の助成を開始をいたしました。９月までの実

績は5,957人で、全対象者のうちの0.8％とな

っております。 

  国におきましては、御紹介いただきました

ように、ワクチンの有効性・安全性に関する

知見及び費用対効果評価の結果を踏まえ、令

和６年７月に予防接種基本方針部会で対象年

齢や用いるワクチンの種類など、定期接種化

に向け、より具体的な議論がスタートいたし
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ました。 

  一方、兵庫県におきましては、令和７年度

の実施は、令和６年度の各市町の実施状況を

踏まえて検討するとされていることから、現

在、来年度に継続するかどうかにつきまして

検討が行われていると承知しております。 

  この補助事業は、兵庫県が令和６年度から

帯状疱疹ワクチン接種への補助を開始したこ

とを受け、県・市協調事業として開始したも

のでありますことから、本市といたしまして

は、来年度も助成制度を継続できるよう、引

き続き兵庫県に対して、令和７年度の助成の

継続及び助成内容の充実を求めていきたいと

考えております。国に早期の定期接種化を要

望するということも、併せて行っていきたい

と存じます。 

  次に、新長田地域の再整備・活性化につき

ましてお答えを申し上げます。 

  先日、震災直後から30年近くにわたり行わ

れてまいりました新長田南地区市街地再開発

事業の開発地区の最後のエリアに兵庫県新長

田キャンパスプラザが完成をし、この長きに

わたって続けられてきた事業が完結するとい

うことになりました。新長田の活性化は、こ

れにより決して終わりではありません。引き

続き地元の皆様方の御意見を踏まえながら、

活性化に取り組んでいかなければならないと

考えております。 

  今後も、御指摘いただきましたように、西

市民病院の移転や、駅前広場・若松公園の再

整備を予定しておりまして、さらに魅力的な

まちを目指し取り組んでいきたいと考えてお

ります。 

  このうち、まず駅前広場再整備につきまし

ては、大きな方針としてお示しをいたしまし

た噴水を中心とした憩いの空間をベースとし

ながら、駅周辺における拠点性・交通利便性

の向上に資する空間の在り方につきまして、

ワークショップでの議論を行っているところ

でございます。 

  ワークショップは、現時点で今年度３回程

度を予定しておりまして、10月に開催をいた

しました第１回目の会合では、駅前広場の現

状の課題、今後求める機能等について議論が

行われたところです。今後とも議論を重ね、

最終的にはワークショップで出されました意

見を取りまとめていく予定です。 

  具体的な駅前広場の整備内容は、このワー

クショップでの意見に加え、これまで地域団

体や商業者の方々からいただいた様々な意

見・要望なども踏まえ、市として総合的に判

断し、責任を持って再整備案を取りまとめて

いきたいと存じます。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 私のほうから３点御

答弁を申し上げたいと思います。 

  まず１点目でございますが、経鼻弱毒性イ

ンフルエンザワクチンについてでございます。 

  神戸市では、小児のインフルエンザ罹患に

よる重症化予防を目的といたしまして、神戸

市独自事業として、小児に対するインフルエ

ンザワクチン接種に対する補助を実施してき

ているところでございます。１歳から12歳の

小児を対象に、１回2,000円の補助を実施し

ているところでございます。 

  このワクチンにつきましては、特にインフ

ルエンザワクチンにつきましては、生ワクチ

ンと不活化ワクチンに分かれているところで

ございます。生ワクチンは病原性を弱めた病

原体からできており、また、不活化ワクチン

は感染力をなくした病原体等からできている

ところでございまして、これまではインフル

エンザワクチンはこの不活化ワクチンのみ承

認されてきたものでございます。 

  今回御指摘いただいています経鼻弱毒性イ

ンフルエンザワクチンにつきましては、２歳

以上19歳未満を対象に、2023年３月に薬事承
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認され、2024年から接種が開始された新たな

インフルエンザワクチンでございます。この

ワクチンは毒性の弱いウイルスを使った生ワ

クチンをスプレーで鼻の中に直接吹きつける

タイプで、注射の必要がなく、接種回数も１

回であることから、接種医及び患者の負担軽

減が利点とされているところでございます。 

  一方で、日本小児科学会では、ぜんそく患

者・免疫不全者・妊婦等には、不活化ワクチ

ンの使用を推奨されているところでございま

す。 

  このように、経鼻弱毒性インフルエンザワ

クチンにつきましては、従来のワクチンと比

べて対象者が限定されることから、今年度に

つきましては、小児インフルエンザ予防接種

の助成対象とすることを見送ってきたところ

でございますが、今年度の使用状況等の情報

収集を行った上で、今後の補助対象のワクチ

ンとするかどうかについて検討してまいりた

いと考えているところでございます。 

  それから２点目が、ＲＳウイルスについて

でございます。 

  ＲＳウイルスの感染による乳幼児に多い呼

吸器感染症でございまして、発熱・鼻汁など

の症状が数日続き、多くは軽症で経過してい

くというものでございます。乳児期の早期や、

慢性呼吸器疾患等の基礎疾患を有する高齢者

では肺炎を合併し、重症化することもあると

言われております。 

  この主な感染経路といたしましては、患者

のせきやくしゃみ等による飛沫感染と接触感

染であるために、予防対策としては、手洗

い・マスク着用等基本的な感染予防対策が必

要であると言われております。 

  このＲＳウイルス感染症につきましては、

最近では2021年に大流行いたしました。現在

は大きな流行が見られていないわけでござい

ますが、市のホームページ掲載や、市内高齢

者施設等に対し、メールにて感染予防等につ

いての情報提供を現在行っているところでご

ざいます。 

  今後につきまして、特に感染増加の兆しが

見られたときには、速やかにデジタルサイネ

ージ等様々な広報媒体を通じて、広く注意喚

起に努めてまいりたいと考えているところで

ございます。 

  それから３点目につきましては、ギャンブ

ル依存症等についてでございます。 

  神戸市のギャンブル依存に関する相談件数

につきましては、大幅に増加してきていると

ころでございます。近年、この増加している

ギャンブル依存症に関する相談につきまして

は、約７割が本人以外の家族や周囲の方から

の相談となっているところでございます。 

  ギャンブル等依存症は、当事者だけでなく、

その家族にも日常生活や社会生活に大きな影

響を生じさせ、多重債務や貧困、さらには自

殺にもつながるおそれのある病気であるもの

の、否認の病気と言われておりまして、本人

の自覚がないことも多く、相談や治療につな

がりにくい現状がございます。そのため、家

族や友人など周りの方が依存症について正し

い知識を持ち、本人を早期に治療や支援につ

なげていくことが必要であり、本人への支援

に加えまして、家族への支援も非常に重要で

ございます。 

  まず、本人への支援の強化といたしまして、

これまで行っておりました、アルコールや薬

物依存に関する専門医師相談の対象を令和４

年度より拡充いたしまして、ギャンブル依存

やゲーム・ネット、その他の多様な依存症の

相談支援を行う依存症専門医師相談として事

業を開始したところでございます。令和４年

度が11件、令和５年度が24件、今年度につき

ましては10月末時点で15件と、年々専門医師

相談の件数が増加してきているところでござ

います。この専門医師相談で依存症の状況を

詳細にお聞きした上、特に必要な方につきま

しては、専門医療機関の受診を御案内してい

るところでございます。 
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  一方、家族への支援の強化といたしまして、

今年度より新たに依存症家族プログラムを実

施しておりまして、本人にとって効果的な家

族の関わり方を学んでいただいているところ

でございます。今年度のプログラムは定員15

人と設定しておりましたが、いっぱいとなっ

ているため、次年度にはより多くの家族に参

加いただけるように、依存症家族プログラム

の実施回数を増やし、定員枠の拡充を検討し

ているところでございます。 

  本人・家族が依存症に対する理解を深め、

早期に治療や支援につながるよう、今後とも

引き続き本人への支援と家族への支援、この

両輪で依存症対策に取り組んでまいりたいと

考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 私のほうから２点御

答弁させていただきます。 

  まず、電子図書館のＩＤ付与についてです

が、多くの本に触れることができる教育環境

は、児童・生徒にとって極めて有用なことで

ありますし、学校の図書館に加えて、そのよ

うな電子図書館を利用するということは、よ

り一層児童・生徒が本に親しむ機会をつくれ

るのではないかと考えます。 

  現在ですけども、神戸市電子図書館のＩＤ

は、図書館カードを作って初めて付与されま

す。児童・生徒はこのＩＤを持っていれば、

家のパソコン・スマートフォンでも、また学

習用端末でも電子図書館を閲覧することがで

きます。ただし、この図書館カードを作成す

るには、個人情報の取扱いが必要になるため、

現在は各家庭で申込みをいただいている状況

です。 

  教育委員会においては、神戸市電子図書館

の利用を促進するために、市立図書館と連携

し、保護者向けにすぐーるを通して、この図

書館カードを作成することと、電子図書館に

ついての情報提供を行っているところであり

ます。 

  現在、児童・生徒が読書や調べ学習を行う

際に、学習用パソコンを活用して、電子図書

館をより簡易に利用する仕組みを構築できな

いか、他都市の事例等も参考にしながら、市

立図書館と協力し検討を進めているところで

ございます。 

  今後とも、児童・生徒が気軽に読書できる

環境を整え、本に親しむ機会を増やす取組を

進めてまいりたいと考えております。 

  続いて、みらいポートの通学補助というこ

とでございます。 

  学びの多様化学校に入学・転入する生徒に

ついては、神戸市内に在住する者であって、

生徒は市内全域から、徒歩もしくは公共交通

機関を使って通学することになります。公共

交通機関を使う際の通学定期については、購

入は可能でございます。 

  扱いというか、位置づけですが、神戸市学

齢児童及び学齢生徒の就学に関する規則にお

いて、住所地より就学すべき学校を指定学校、

それ以外、学びの多様化学校のような形にな

りますと、どうしても指定外通学という位置

づけになります。現在、様々な事由で指定外

を選択している小・中学生に対して通学制度

の補助はありません。 

  ただ、このみらいポートに通うということ

だけではなくて、その他フリースクールであ

りますとか、適応指導教室でありますとか、

そのような不登校生の通学の現状、それにつ

いて、教育機会確保法の附則において、政府

が速やかに教育機会の確保等のために必要な

経済的支援の在り方について検討を加え、そ

の結果に基づいて、必要な措置を講ずるもの

とされていますので、不登校児童・生徒の支

援に対する財政支援の拡充を国には要望して

いるところですが、不登校施策全体として、

全ての不登校生の今の現状を見ながら、全体

として、先行都市の事例も参考としながら、

今後どのような支援ができるか検討していき
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たいと、そのように考えます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 坂口君。 

○11番（坂口有希子君） ありがとうございま

す。 

  まず初めに、帯状疱疹ワクチンについてな

んですけれども、また国とか県に強く要望し

ていくということで市長から御答弁いただき、

ありがとうございます。 

  本当に私、昨年12月にこの帯状疱疹ワクチ

ンの質問をさせていただきまして、広報紙Ｋ

ＯＢＥに質問を載せていただいたところ、そ

の広報紙ＫＯＢＥを見て、初めて帯状疱疹ワ

クチンというのがあるというのを知った方が

何人かおられまして、本当に助かりましたと

か、また、助成で打ちに行きましたというお

声をお聞きしました。ですので、本当に大事

な助成になってくると思います。 

  また先日、帯状疱疹ワクチンについて、神

戸市医師会の先生にお話をお聞きしましたと

ころ、帯状疱疹は発症してから治療すると、

神経痛が出やすくて、また神経痛が長引くと、

その生活の質を落としてしまうおそれがある

と言われており、先生も大変ワクチンの重要

性を語ってくださいました。特に免疫力が落

ちておられる方は、本当に発症した場合、重

症化するリスクがあるとのことですので、ま

た県に対してさらなる要望をよろしくお願い

いたします。 

  続きまして、経鼻弱毒性インフルエンザワ

クチンについてなんですけれども、こちらも

また情報収集しながら検討していってくださ

るということでございますけれども、こちら

もまた別の先生にお伺いしましたところ、子

供は病院に来ると、診察室に入った途端大泣

きして暴れて、もう本当に大変で、注射を打

つのが、もう抑え込んで本当に大変やという

話もお伺いして、本当にこの経鼻弱毒性イン

フルエンザワクチンは鼻にしゅっとするだけ

で、また意外と痛くないそうで、本当にいい

のではないかというお声もお聞きしましたの

で、また情報収集していきながら、御検討し

ていただけたらと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

  次に、ＲＳウイルスについてなんですけれ

ども、先ほど言っていただきましたとおり、

ＲＳウイルスは高齢の方がなると本当に大変

ということで、また先生にお聞きしますと、

肺炎球菌と一緒にかかりますと重症化して、

もう致命的になるということで、先生も大変

懸念されておりました。 

  皆さん、そのＲＳウイルスがちょっとどう

いったあれか、あまり御存じないかなと思っ

て、表を持ってきたんですけど、長崎大学ま

たは日本赤十字社長崎原爆病院を受診した肺

炎患者におけるＲＳウイルス検出率は、意外

とインフルエンザと同等でありまして、結構

もうメジャーといいますか、インフルエンザ

と同じぐらいウイルスが検出されるというこ

とで聞いております。 

  また、こちらは入院時にＲＳウイルスが陽

性であった患者においても、インフルエンザ

陽性患者と同様に肺炎が見られたということ

で、赤いほうがＲＳウイルス感染症なんです

けれども、こうやって結果を見ますと、イン

フルエンザよりも重篤化しやすいということ

が現在は分かっております。こうした結果も

踏まえまして、またＲＳウイルスの広報をし

ていただけたらと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

  次に、電子図書館のＩＤ付与についてでご

ざいますが、検討を進めているというところ

で前向きな御答弁、本当にありがとうござい

ます。 

  本の重要性は、もう先ほども御答弁いただ

いたとおりなんですけれども、大人になって

から、大体新聞を読めないとか、本を読む習

慣がないとかいう方は、お聞きしますと、子

供のときにほとんどの方が本を読んだ習慣が

―― 本をあまり読まなかったとおっしゃって
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おられましたので、もう本当に子供の頃に本

を読むことが大切だということも実感してお

ります。 

  他都市の事例では、東大阪市では、市立

小・中学校及び高等学校の全児童・生徒に対

して電子図書館ＩＤを付与しているとのこと

です。電子図書館の活用により、子供たちが

学校や自宅等でより気軽に本と触れ合えるよ

うになるなど、読書環境が充実し、また、写

真や文字だけではなく、動画や音声、３Ｄ画

像を駆使した虫や鳥などの生き物の図鑑をは

じめ、天体や植物など、様々な種類の図鑑も

用意されており、調べ学習や児童・生徒の興

味や関心を深めることにも活用できたとのこ

とです。 

  本市の電子図書館においても、他都市の事

例を参考に、子供たちの知的好奇心を刺激す

るわくわくするコンテンツを取り入れてはど

うかと思いますが、御見解をお伺いいたしま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 神戸市の図書館にお

きましても、その御指摘いただきました動画

や音声つきのこの図鑑につきましては、着目

してきたところでございますが、この紙の図

鑑や通常の電子書籍と比べると、金額的には

高額となっていること、また貸出しできる回

数や利用できる期間に制約、具体的に申し上

げますと、現状、52回貸し出せられるか、購

入後、２年を経過すると利用する権利が消失

するような形になっていることから、これま

でなかなか導入に踏み込めてこられなかった

状況でございます。 

  しかしながら、最近になりまして、この３

Ｄや動画も見られる、安価で貸出し回数に制

限のない図鑑が提供され始めてきているとこ

ろでございます。このような状況も踏まえま

して、他都市の事例、また学校現場の先生方

の御意見もお聞きしながら、子供たちの知的

好奇心を刺激するような、このようなわくわ

くするようなコンテンツを取り入れるように

頑張っていきたいと思っております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 坂口君。 

○11番（坂口有希子君） ありがとうございま

す。 

  これが高額と知らずに言って、申し訳ない

ですけれども、でも、図鑑とか、それを無料

で提供されているというのも出てきたとお聞

きしましたので、本当に子供たちが刺激され

るような、わくわくする図鑑をまた取り入れ

ていただけたらと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

  それでは次に、ギャンブル依存症・ゲーム

依存症についてお伺いいたします。 

  午前中にもパチンコ規制強化ということで

御質疑がありまして、私もパチンコには行っ

ていませんけれども、行ってきたらよかった

なと先ほど聞いて思ったんですけれども、ち

ょっとパチンコのことがよく分かりませんが、

全国ギャンブル依存症家族の会に私参加させ

ていただきまして、本当に御家族の大変さを

お伺いしてまいりました。パチンコだけでは

なくて、お買物もそうですし、またゲームの

課金とか競馬や競輪といった、御家族が借金

をされたお子様の肩代わりをして、何千万も

支払ったとか、また一家の家まで売ったとい

う方もいらっしゃいまして、もう本当に大変

な思いをされているんだなということも実感

しております。 

  そこで、本当にこの依存症を克服するため

には、専門職による支援だけでなく、同じ依

存症を抱えている人・抱えていた人と悩みや

感情を共有することで、自己肯定感や安心感

を得る、いわゆるピアカウンセリングが効果

的ではないかと思っております。 

  本市として、ギャンブル依存症や、またゲ

ーム依存症対策を主体的に進めるため、実際

に依存症に陥っている人や、克服した人が経
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験を伝え合い、ともに支え合うことができる

場を設けてはどうかと思いますが、御見解を

お伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） この同じ問題を抱え

る人が集まって、依存症から回復した体験談、

また、思い・情報・知識、こういったことを

共有して、ギャンブルを必要としない生き方

を探す場として、この市内には複数の自助グ

ループが活動されておりまして、依存症から

の回復を目指す過程で重要な役割を担ってい

ただいているところでございます。 

  ギャンブル等依存症対策基本法におきまし

ても、国及び地方公共団体は、自助グループ

や市民活動、回復支援施設などを支援するこ

とがうたわれているところでございます。こ

れを踏まえまして、神戸市では日頃より自助

グループと連携を図り、精神保健福祉センタ

ー等でのギャンブル依存症の相談、また依存

症専門医師相談、依存症家族支援プログラム、

こういった事業の中で、必要な方については、

自助グループを御案内するように対応してき

ているところでございます。依存症からの回

復のきっかけとなるよう、今後とも必要な方

が自助グループにつながっていけるように努

力してまいりたいと考えているところでござ

います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 坂口君。 

○11番（坂口有希子君） ありがとうございま

す。 

  このギャンブルとか、また依存症の方は自

分では本当に分からなくて、なかなかそうい

ったところに行かれないかもしれませんけれ

ども、行政がそういった手を差し伸べること

によって、本当にまた前向きに進めることも

あると思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  ギャンブル依存症は病気と認められている

んですけれども、なかなか周りにそれが伝わ

らなくて、御家族も隠しながら、本当に自分

たちが何とかしようということで、結局、御

家族も大変な思いをしてしまうということが

本当に多くあると聞いております。それも踏

まえて、依存症になられた方への―― 患者へ

の対応策だけではなくて、しっかりと予防も

していくことが大事かと思いますけれども、

本市のギャンブル依存症予防対策についてお

伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 御指摘いただきまし

たとおり、そのギャンブル依存症も予防が重

要であり、市民がギャンブル等依存症や、関

連して生じる様々な問題に対して理解し、関

心を深めることが予防につながっていくもの

と考えているところでございます。 

  ただ、具体的にどのような施策を実行する

ことで、この予防が直接的な効果を上げるか

という分については、なかなかダイレクトに

その効果と事業との関連性という分について

は、分析は難しゅうございます。そうした中

ではございますが、これまでも市民向けの講

演会を開催し、依存症専門医による講演、ま

たギャンブル依存症の自助グループによる体

験談をお話しいただく場を設けるなど、依存

症は誰にでも起こり得る病気であることを市

民に対して啓発を行ってきたところでござい

ます。 

  さらに、ギャンブル依存症の予防には若年

世代への啓発を強化していくことが必要であ

ると考えておりまして、これは令和２年に厚

生労働省が行いました実態調査によりますと、

初めてギャンブルをした年齢の問いに対しま

して、10代の方が31.3％、20代が57.5％と回

答されておりまして、依存症予防のためには、

ギャンブルに初めて接するこの若年世代への

啓発、これが重要であると考えているところ

でございます。 
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  そこで、若者の利用頻度が高いＳＮＳにギ

ャンブル依存対策の広告を掲載して、例えば

クリックすると、神戸市のホームページの依

存症に関する情報や相談窓口を掲載するペー

ジにつながるような取組も進めてきていると

ころでございます。 

  今後も、若者などをターゲットとした効果

的で分かりやすい啓発を行い、ギャンブル等

依存症の予防対策にも努めてまいりたいと考

えているところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 坂口君。 

○11番（坂口有希子君） ありがとうございま

す。 

  初めてギャンブルに接した年齢が10代で31.

3％、また20代で57.5％ということで、本当

にすごく多いなということでびっくりしたん

ですけれども、しっかりとこういった広告で

あったりとか、また、クリックしたら神戸市

のホームページに行く取組などもしてくださ

っているということですので、予防をすると

いうのは本当に難しい問題だと思いますけれ

ども、その辺専門家の方とかと相談していた

だきながら、しっかりと行政としても、本市

としても予防対策をしていただけたらと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

  先ほどもありましたとおり、若者がこのギ

ャンブルや、またそういったことに多く触れ

ているんですけれども、そういった若者への

対策というのも重要なことだと思っておりま

す。スマートフォンの普及とか、またその背

景には若者たちがゲームやＳＮＳに熱中して

しまい、日常生活に支障が出てしまうスマホ

依存症が急増していることが問題となってお

ります。 

  私も市民の方から、子供がずっとスマホを

していて、スマホを取り上げて、宿題しなさ

いと言うと、すごくキレられるとか、またゲ

ームをしていたら、なかなかやめなくて、晩

御飯も食べなくて困っているけど、どうした

らいいのかという御相談もいただいたことが

ございます。そうした中で、対策は本当に重

要になってきますので、本市としても、若者

のスマートフォンとの関わり方について、ど

のように対応していくのか、御見解をお伺い

いたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） この若者、それから子

供たちがスマホに依存をするということにつ

いての問題は、相当以前から問題意識を持っ

てきたところでして、８年ぐらい前だったか

と思いますが、ポケモンＧＯが出現をしたと

きに、これは今までのその現実の世界と、そ

れから仮想現実―― バーチャルの世界との間

に拡張現実と言われる新しい世界が出現をす

るのではないかと。これに対してどういうふ

うに社会は向き合っていったらいいのか、自

治体として向き合っていったらいいのかとい

う問題意識から、有識者会議を設置いたしま

して、いろいろ議論をいたしました。 

  そこの中で、専門家の先生方からは、この

スマホへの依存というのが非常に深刻な問題

になってきて、問題を抱えている御家庭がも

う出てきているという御指摘もいただきまし

た。これは非常に難しい問題ですけれども、

やはり子供たちに、このスマホよりももっと

面白い世界があると。こういう問題意識で、

専門家の方が子供たちを集めて自然の中で時

間を過ごす、そういう取組に対して、神戸市

としても支援をさせていただくと、こういう

取組もスタートしたところです。 

  また、中学生が主体的にこのスマホに関す

るルールを自分たちで考えるという、そうい

うフォーラムも開催いたしました。 

  スマホの中の世界よりも、現実の世界のほ

うが楽しいということを理解してもらうとい

うことは非常に難しいんですけれども、そう

いう問題意識も含めて、今年度は実際に子供

たちの外遊びを実施をしている、活動してい
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る方々、そして、こども家庭局の副局長、教

育委員会の次長にも入ってもらったスマホフ

ォーラムで議論をし、子供たちが外遊びをし

てもらうためにどんなことができるだろうか

ということについて、具体的な提案ももらっ

たところです。これを早速補正予算で何とか

実現できないかということを庁内で検討した

んですけれども、ちょっとまだ熟度が十分で

はないので、今、来年度予算の中で、この子

供たちの外遊びを神戸市として支援をする具

体的な方策を、今、こども家庭局を中心に、

検討してもらっておりまして、これを当初予

算の中に盛り込み、また提案をさせていただ

きたいというふうに考えております。 

  いずれにいたしましても、教育委員会と連

携をいたしまして、小学生・中学生・高校生、

また保護者の皆さんにも、このスマホとの向

き合い方について考えていただくような機会

をどういうふうにすれば提供することができ

るのかということをしっかり議論し、また具

体的な取組を強化をしてまいりたいと思いま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 坂口君。 

○11番（坂口有希子君） ありがとうございま

す。前向きな御答弁、ありがとうございます。 

  中学生が自分たちでスマホのルールを考え

るフォーラムなどもされているということで、

ちょっと存じ上げなかったので申し訳ないん

ですけれども、いい対策やなとすごく思わさ

せていただけました。 

  また、外遊びのほうが楽しいということに

気づいてもらえたら、子供たちもスマホから

離れるんじゃないかなと思いましたので、も

うぜひ来年度よろしくお願いいたします。 

  神戸市としても賢いネットキャンプという

ことで、六甲山での日帰りキャンプを実施し

ております。また、ほかの自治体とかでは、

オフラインキャンプといいまして、もうキャ

ンプが始まる前に全員がスマホやゲームを差

し出して、本当にない中で４泊５日のキャン

プをするというのに取り組んでいるところも

あるとお伺いいたしました。そのキャンプを

している間に、保護者の方が保護者向けのプ

ログラムを実施しまして、精神保健福祉士に

よる講義の中で、依存症行動を安易に否定せ

ず、本人の自己肯定感を高め、主体性を導く

声かけの重要性を親御さんも学んでいく機会

をつくっているということをお伺いいたしま

した。もうぜひとも、この賢いネットキャン

プも、日帰りと言わず、何泊かできるような

キャンプにしていただけたら、すごく私もう

れしいなと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

  続きまして、みらいポートの通学補助につ

いてお伺いいたします。 

  先ほどもフリースクールとか、ほかの不登

校生徒に関しては補助が出ていないというこ

とでお伺いしたんですけれども、このみらい

ポートに行きたいとおっしゃっている親御さ

んのちょっとお話をお伺いいたしますと、お

子さんが不登校で本当に悩んでおられると。

なかなかどこか行けるところはないかという

ことで、本当に模索されながら探しながら、

もう行き着いたところがみらいポートだった

けれども、通わそうと思ったら、通学定期が、

お金がかさばるということで、何とかならへ

んかということで御相談をされたんですけれ

ども、本当に日々悩んでいる中で、大変な中

やのに、経済的な負担も、これまた悩みにな

ってくるということで、困ってくるというこ

とで、もう本当に厳しい状態ということもお

伺いしております。なかなか決まりというこ

とで難しいとは思うんですけれども、そもそ

も不登校は、自分の指定内の学校に行きたく

ても行けない子たちだと思うんです。そんな

子たちのためにも、本当にこの経済的負担な

く気軽に通えるように、体制を整えていくべ

きだと思いますけれども、御見解をお伺いい

たします。 
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  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 貴重な御指摘をいた

だいたと思います。本当にただでもなかなか

厳しい状況に置かれておりますので、そうい

うところで少しでもということで、それは本

当に進めていかなきゃいけないと思います。 

  先ほど答弁させていただいたように、機会

の均等という観点から、今度開校するみらい

ポートだけではなく、例えばフリースクール

に通ってられるお子さんも、交通費以外に一

定の経費等もかかっておりまして、そういう

ものについて、我々として何か補助ができな

いかというようなこともずっと議論しており

ますので、それと今言いましたように、各区

にある適応指導教室に通っている―― 不登校

として適応指導教室に通ってられる子供さん

もおられますので、できたらもう少し全体と

して、今、先ほどのような法律に基づいた観

点から、全体としてやはり一歩踏み込んで、

不登校施策についてちょっと考えていきたい

と、そのように思います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 坂口君。 

○11番（坂口有希子君） ありがとうございま

す。 

  全体として法律に基づいた決まりというこ

となんですけれども、ただ、みらいポートは

神戸市に１校しかありませんし、学びの多様

化ということで、希望する不登校生徒もきっ

とたくさんいると思うんですけれども、この

通学費の補助が本当に出せないというのであ

れば、不登校生徒が学びたいときにすぐ行け

るような体制を整えるべきだと思います。ま

た、そういった環境を整えるためにも、学び

の多様化学校を拡充していく必要があると思

うんですけれども、御見解をお伺いいたしま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 学びの多様化学校に

つきましては、御承知のように、来年度開校

して、登校に関することだけではなくて、

様々な課題が出てこようかと思います。取り

あえず40人程度の規模でやっていきますので、

来年度開校して、またその検証も含めて考え

ていきたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 坂口君。 

○11番（坂口有希子君） 検証も含めてしっか

りと整えていくということなんですけれども、

中央区にできますので、北区とか西区の方か

らすればかなり遠くなりますし、そういった

意味でも、公平性はなかなかないのではない

かと私は思っております。 

  何度も申し上げておりますとおり、不登校

児童・生徒は、御本人の方はもちろん、御家

族の方も本当に悩んでおられますし、経済的

に交通費を捻出するのが大変というのであれ

ば、もう選択肢からどうしても外れてしまう

ことも出てくると思います。そういったこと

がもう絶対あってはならないと思いますので、

しっかりと何とかそこも補助が出るようにし

ていただきたいと思いますし、片や、目的は

違うかもしれませんけれども、現在高校生の

通学定期代は無償化されております。私学・

公立問わず無償化されておりまして、公教育

の中学生の通学補助は、指定外通学だから出

せないということになれば、御家族の方も御

納得されないのではないかと私は思っており

ますので、こういった観点も踏まえて、また

しっかりと御検討をよろしくお願いいたしま

す。 

  最後に、新長田再整備の活性化について再

質問させていただきます。 

  私も、先ほどありましたとおり、新長田駅

前広場再整備の座談会やワークショップに参

加をさせていただきました。特に２回座談会

があったんですけれども、長田区の区外・区

内の方を問わず、もう本当に議論が白熱して、
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すごいみんな思ったことを素直に率直に言う

場でございました。皆さん、この長田区の再

整備について、すごい熱い思いを持っておら

れるんやなということも実感しておりました。 

  また、こういった今まではなかなか、地域

の声を聞いてもらえる機会もあったけれども、

こんなにじっくり聞いてもらったことはない

ので、こういった座談会が２回もあってよか

ったというお声も地域の方からはたくさん聞

いております。 

  しかし、もともとバスロータリーの構想で

新長田の駅前広場は進んでおりましたので、

一転それが噴水を残し憩いの場になったこと

で、地域の皆様も、その憩いの場になって賛

成しておられる方もいらっしゃったら、バス

ロータリーの構想がなくなってすごく残念が

っておられる方もたくさんおられます。私も

この両意見をお聞きしまして、長田の人たち

にとって、どうしたらいいのかなということ

もいつも悩んでいるんですけれども、しっか

りとまたこのワークショップを開催してくだ

さっているに当たって、そこの意見もしっか

りとお聞きしていくということで、さっきお

伺いしたので、感謝しておりますので、また

よろしくお願いいたします。 

  新長田は、地下鉄海岸線、ＪＲの駅があり

まして、駅前広場はもうかなりの人数が行き

交っております。近隣の方から大変危険では

ないかとお聞きもしておりますので、行き交

う人たちが分散するような、そういった対策

も取っていただけたらと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

  また、ＪＲ新長田駅については、快速電車

とか、また、震災でなくなった東口の設置を

長年要望しておりますけれども、現実はなか

なか厳しい状況ではございますが、本市とし

ても、ＪＲに対してどのように要望されてい

るのか、御検討をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） この快速電車の停車、

そして、東口の設置につきましては、神戸市

としましても、駅利用者の分散による円滑で

安全な移動、そして、拠点駅としてのまちの

にぎわいの創出という面から、重要な取組と

認識をしておりまして、平成20年度から毎年、

ＪＲ西日本へ直接要望活動を行い、必要性を

訴えているところでございます。 

  ＪＲ西日本からは、５駅連続の停車による

ダイヤの維持や、速達性の確保が難しく、ま

た東口の設置には多額の費用が必要だが、十

分な利用は見込めないなどから、いまだ実現

していないという状況でございます。 

  これまで、ＪＲ西日本との協議を踏まえ、

神戸市としては、まずまちが活性し、利用者

を増やすことが重要であると考えまして、乗

客増に向けた取組を継続して実施してまいり

ましたし、さらに、平成29年度からは、快速

電車の停車による他線区のダイヤへの影響も

考慮し、現在は兵庫県とともに協議に臨ませ

ていただいているという状況でございます。 

  現在、ＪＲ西日本との協議が停滞している

状況につきましては、先日のワークショップ

においても、住民の方々に丁寧に状況説明を

行わせていただいたところでございます。 

  ＪＲ西日本に住民の意見をこれからもしっ

かり届けるなど、引き続きＪＲ西日本に対し

強く要望していきたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 坂口君。 

○11番（坂口有希子君） ありがとうございま

す。しっかり要望していただいているという

ことで、ありがとうございます。 

  なかなか私もずっと長田におりますので、

その難しさは実感しているんですけれども、

新長田の方たち、長田区の方たちは本当に長

年ずっと言われ続けておりますので、もうぜ

ひ実現したらうれしく思います。 

  また先日、先ほども市長から御答弁があり

ましたとおり、新長田駅南地区震災復興第二
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種市街地再開発事業完了式典が終了いたしま

した。先ほども市長が言っていただいたとお

り、この完了式典はありましたけれども、ま

だまだこれで終わりではありませんという御

答弁もいただきました。本当に長田区は商店

街とかもたくさんございまして、再整備でで

きた商店街なども、みんな本当に今厳しい状

況で大変だという御意見もたくさんお聞きし

ております。本当にこれで終わりではありま

せんとの市長のお言葉をまた皆さんにお伝え

しながら、またしっかりとそこは進めていっ

ていただけたら大変うれしく思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  以上です。ありがとうございました。（拍

手） 

○副議長（堂下豊史君） 御苦労さまでした。 

  次に、45番徳山敏子君。 

  （45番徳山敏子君登壇）（拍手） 

○45番（徳山敏子君） 公明党の徳山敏子でご

ざいます。坂口議員に引き続き、市長に対し

て６点質問させていただきます。 

  まず初めに、災害に強いまちづくりについ

てお伺いいたします。 

  来年は阪神・淡路大震災から30年を迎えま

す。この間、今日まで、東日本大震災・熊本

地震、また今年の元日には石川県能登半島地

震、さらに先月―― 11月末にも再び能登半島

で震度５の地震が発生しました。災害が激甚

化・頻発化し、災害発生のたびに避難生活の

質の問題が指摘される中、災害や紛争の被災

者に対する人道支援活動における最低基準と

して策定されたスフィア基準に基づいた避難

所の整備が重要性を増してきております。 

  スフィア基準は、1990年代にアフリカの難

民キャンプで多くの人が亡くなったことを受

け、紛争や災害を想定して国際赤十字などに

よりつくられたものであります。基本理念と

して、１点目に、被災者には尊厳ある生活を

営む権利、支援を受ける権利がある。２点目

には、苦痛を軽減するため、実行可能な手段

が尽くされなければならない。この２点を掲

げ、人道支援における考え方や、最低限満た

すべき基準が記載されております。 

  本市においては、有事の際にスフィア基準

を満たす避難所運営は可能なのか、スフィア

基準に対する現在の取組状況と併せて御見解

をお伺いいたします。 

  ２点目に、期日前投票所の混雑対策につい

てお伺いいたします。 

  先月実施されました兵庫県知事選挙では、

兵庫県内の全有権者の20.96％に当たる過去

最多の約94万4,591人が期日前投票を行った

とのことであります。今回の知事選は非常に

注目を集めた選挙であったこともありますが、

この投票数は前回３年前の知事選の1.5倍を

上回ったということであります。 

  今年度から神戸市内においては、期日前投

票所を各区少なくとも２か所以上増設し、全

32か所で実施いたしましたが、幾つかの投票

所では曜日や時間帯などによっては長い列が

できて、投票までに長時間待たなければなら

ない状況が発生したと伺っております。ある

御高齢の方からは、投票所に行って、40～50

分待ちであると告げられ、立って待つことが

大変なので、別の日に出直すようにしたなど、

投票行動に影響するような状況が発生したと

いうお話も伺いました。 

  これまで我が会派から期日前投票所の増設

についての要望もしてまいりました。投票所

の会場や役員の確保が難しくなっていること

は承知いたしておりますが、今後ますます増

加するであろう期日前投票につきまして、有

権者の利便性向上の観点から、さらなる混雑

緩和対策の検討が必要と考えます。 

  例えば、他都市においては、投票所ごとの

混雑時間帯予想をホームページ上に公開し、

混雑の状況をリアルタイムで情報提供するた

めの機器を導入するなどの事例もございます。 

  本市の選挙管理委員会におかれましては、

御検討いただいているとは存じ上げますが、
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今後、今回のような事態にならないよう、期

日前投票所の混雑解消に取り組んでいただき

たいと思いますが、御見解をお伺いいたしま

す。 

  ３点目は、まちの緑化についてお伺いいた

します。 

  現在、市長は都市の緑化と森林再生を一体

化したまちづくりの展開を進められており、

今年からは都心に山の木々を移植させ異常高

温対策とする、こうべ木陰プロジェクトを始

動させるなど、まちに緑を増やす取組に力を

入れておられます。 

  一方、市街地では、神戸市街路樹再整備方

針の下、倒木等の危険がある大木化・老木化

した街路樹の伐採などを進めておられますが、

異常高温対策として木陰が必要であることは

都心も市街地も同じであると思います。例え

ば信号待ちをしているときに、そばに大木が

あればその下に入り、僅か数分であっても日

を避けますし、買物等で道を歩くとき、日傘

を差していてもなるべく木陰を歩くようにし

ます。これは都心も市街地も同じなのではな

いでしょうか。街路樹の再整備も含めた今後

のまちの緑化に関する基本的な考え方につい

て、御見解をお伺いいたします。 

  ４点目は、男性への子宮頸がんワクチン接

種の取組についてでございます。 

  子宮頸がんは、国内で年間１万1,000人が

罹患し、約2,900人が亡くなっております。

発症は20代から増え始め、40代がピークで、

ワクチンによる予防と検診での早期発見が重

要とされております。 

  ＨＰＶワクチンは ’13年４月に定期接種化

されましたが、接種後の多様な症状の報告が

相次ぎ、同６月から積極的勧奨が差し控えら

れておりました。しかし、安全性に特段の懸

念が認められないことなどが確認され、 ’22
年４月に再開されました。対象は小学校６年

生から高校１年生相当の女性であります。 

  子宮頸がんは、若い子育て世代の女性に多

いことから、マザーキラーとも呼ばれていま

す。主に性交渉で感染するＨＰＶが原因と言

われており、近年では、男性がこのワクチン

を接種することで、女性の子宮頸がんを減ら

すことができるとも言われております。また、

男性が接種することにより、陰茎がんや肛門

がんなどの病気から男性本人を守るとともに、

パートナーへの感染を防ぐと期待もされてお

ります。海外では既に約40か国で男性接種が

公費助成されており、早くから男女ともに公

費助成されたオーストラリアでは、2028年に

は子宮頸がんの撲滅が達成できるとされてお

ります。 

  神戸市においても、女性の子宮頸がんワク

チン接種が低迷する中、ぜひとも男性にも子

宮頸がんワクチン接種の助成に取り組んでい

ただきたいと考えますが、いかがでしょうか。 

  ５点目は、認知症の人を地域で支える取組

についてでございます。 

  神戸市では、認知症の人が増加する中、住

み慣れた地域で暮らし続けることができる社

会を目指し、これまで認知症サポーターの育

成や地域包括ケアシステムの構築に取り組ん

できたことは承知いたしております。また、

認知症サポーター養成講座を平成17年度から

開催し、昨年度までにおよそ13万8,000人が

受講をされました。その講座は認知症の方へ

の接し方などの正しい知識を身につけ、でき

る範囲で手助けし、認知症の人を地域で支え、

認知症の人に優しいまちをつくるための市民

向け研修であります。 

  昨今、認知症の方の行方不明者が年々増加

しており、2020年には全国で行方不明者が１

万7,657人、そのうち527人の方が亡くなり、

また、2023年には行方不明者がおよそ１万9,

000人にも上りました。認知症の方が行方不

明になる前に、認知症についての知識があり、

実践も積んだ認知症サポーターが徘回に気づ

き適切に対処すれば、行方不明を防ぐことに

つながるかもしれません。 
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  認知症の方が尊厳を保ちながら、地域で安

心して生活を続けられるよう環境を整えるた

めにも、より実効性を保った対策が必要と考

えますが、御見解をお伺いいたします。 

  最後に６点目に、学校給食に対する支援に

ついてお伺いいたします。 

  長引く物価高騰により市民は多大な影響を

受けており、とりわけ子育て世代への影響は

大きいとされております。子育てに優しいま

ちを掲げる本市において、次年度中に中学校

給食の全員喫食化の完全実施がなされること

は大変評価しているところでありますが、そ

の際、保護者の経済的負担が増えるようなこ

とは避けるべきと考えます。学校給食に係る

食材費の高騰分に対する支援による現行の給

食費の維持については、令和７年度も継続的

に取り組むべきと考えますが、御見解をお伺

いいたします。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 徳山議員の御質問のう

ち、まず災害に強いまちづくり、具体的には

スフィア基準に関する考え方につきましてお

答えを申し上げます。 

  スフィア基準は、災害や紛争などによる被

災者・難民に対する人道支援の国際的な考え

方・理念として、避難所における被災者の居

住スペースやトイレ設置の考え方について定

められたものだと理解をしております。 

  内閣府が策定している避難所ガイドライン

におきましても、今後の我が国の避難所の質

の向上を考えるときに、参考にすべき国際基

準となると記載をされております。 

  スフィア基準では、例えば居住スペースに

ついて、１人当たり3.5平方メートルを確保

することとされておりますが、本市におきま

しては、プライバシーの確保や感染症対策の

観点からも、スフィア基準を上回る１人当た

り４平方メートルを確保することとしており

ます。９月補正予算でお認めいただきました

間仕切りや簡易ベッドの追加購入に際しまし

ても、この面積基準を参考にしております。 

  また、トイレにつきましては、発災当初は

50人に１基、最終的には20人につき１基を確

保することとされております。本市の地域防

災計画では施設の安全確保を前提とし、凝固

剤または生活用水を活用する施設内のトイレ

の利用を基本とし、仮設トイレを補完的に併

用することとしておりまして、南海トラフ巨

大地震の想定最大避難者数４万4,115人で考

えますと、スフィア基準を満たすものと考え

ております。 

  被災者が安心して避難生活を送ることがで

きるよう、避難所の環境整備を行うことは大

変重要であると考えております。11月29日の

石破総理による所信表明演説でも、避難所の

満たすべき基準を定めたスフィア基準を発災

後、早急に全ての避難所で満たすことができ

るよう、事前防災を進めていくと表明をされ

ております。 

  本市といたしましても、現在実施中の神戸

市災害対策総点検におきまして、良好な避難

所環境の整備につきまして、引き続き検討を

進め、より一層の避難所の円滑な運用・運営

に努めてまいりたいと考えております。 

  続きまして、まちの緑化につきましてお答

えを申し上げます。 

  現在、東京・大阪などの大都市で緑化が進

められております。東京に出張をしますとき

には、この大規模な民間プロジェクトを見学

することがありますが、非常に大幅にこの民

間事業者の創意工夫によりまして、今までに

考えられなかったような規模の緑化が行われ

ているところが多数あります。 

  一方、大阪におきましては、大阪の駅前に

グラングリーン大阪が―― まだ完成はしてお

りませんけれども―― 姿を現してきました。

９月に大体１時間ぐらいかけまして、このグ

ラングリーン大阪を見学をいたしました。 
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  東京と大阪のこのような取組は、参考すべ

きところは参考にしたいと思いますし、同時

に、まねができない部分もあります。同時に、

東京や大阪ではできない神戸の取組というの

は、神戸にはやはり豊かな山があるというこ

とです。この森林資源というものをいかに活

用するのか、山の再生ということと、都会の

この緑を増やすということを一体的に進める

ということは、これは東京・大阪にはできな

い取組でありまして、こういう視点に着目し

ながら対応をしていくということができない

か、これを現在、庁内で検討をしているとこ

ろです。 

  この検討の方向性につきましては、まだ十

分に議論ができておりません。庁内の政策会

議でしっかりと議論をする。また、その際、

民間の事業者や、学会の専門家の意見なども

参考にしながら、検討を進めていきたいと考

えております。 

  その中で、この街路樹の再整備も含めた見

解をということでの御質問でありましたので、

現時点の考え方につきまして、この点の考え

方を御説明申し上げますと、平成29年に街路

樹再整備方針を策定し、街路樹の高質化・適

正化に取り組んでおります。 

  高質化の取組といたしましては、都心部や

観光地の神戸の顔となる路線において、高度

な剪定や複数年契約による包括的管理の実施

などを進めております。 

  適正化の取組といたしましては、大木化・

老木化により、交通安全上や沿道の住民に危

険性がある街路樹などにつきまして、撤去や

間引き・植え替えを進めております。 

  この方針は今後とも維持したいと考えてお

りますが、より高度なこの緑の創出あるいは

山林の再生ということを考えたときに、この

街路樹の在り方ということも当然検討の対象

になるわけでありまして、この点も含めた方

針をできるだけ早く具体化させ、令和７年度

予算に反映をさせていきたいと存じます。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 私のほうから２点御

答弁申し上げたいと思います。 

  まず１点目は、子宮頸がんワクチンについ

て御答弁申し上げます。 

  ＨＰＶワクチンにつきましては、2013年に

小学６年生から高校１年生の女性を対象に定

期接種化されたわけでございますが、その後、

当該ワクチンとの因果関係が否定できない疼

痛や運動障害など多様な症状により、積極的

勧奨が中断、2022年に再開されたところは御

紹介いただいたとおりでございます。 

  神戸市におきましても、積極的勧奨の再開

後、接種率向上のため、接種対象者への個別

通知や広報紙等での周知啓発を行っているわ

けでございますが、令和５年度のＨＰＶワク

チンの３回接種が完了した女性の割合につき

ましては27％となっているところでございま

す。 

  一方、男性に対するＨＰＶワクチンにつき

ましては、令和２年12月に４価ワクチンが９

歳以上の男性を対象として承認され、任意接

種が可能となっているところでございます。 

  一方、男性へのＨＰＶワクチン接種の定期

化につきましては、令和６年５月の厚生科学

審議会において議論が行われたわけでござい

ますが、その結果、１つには、その費用対効

果に課題が残ること、２つには、今後、女性

への波及効果を観点として評価を進めていく

こと、３つに、引き続き科学的知見に基づい

て議論を継続していく、このような方向性が

示されたところでございます。 

  神戸市といたしましては、まずは女性の接

種率の向上に努めていきたいと考えていると

ころでございます。また、御指摘の男性への

接種補助につきましては、ワクチンの費用対

効果等について、国が引き続き議論すること
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とされておりますので、この国の動向等を注

視していきたいと考えているところでござい

ます。 

  それから２点目が、認知症の人を地域で支

える取組について御答弁申し上げます。 

  認知症の行方不明者が全国的に増加してい

る中で、高齢者の見守りや、行方不明者の早

期発見に向けた取組、また支援の拡充が求め

られてきているところでございます。 

  この行方不明対策といたしましては、行方

不明などの心配がある在宅高齢者が事前に登

録を行い、あんしんすこやかセンターや警察

等と情報を共有するとともに、行方不明時に

は電子メールで行方不明発生情報を配信して、

警察への情報提供を呼びかけ、早期発見と保

護を目指す高齢者安心登録事業を実施してい

るところでございます。 

  認知症サポーター養成講座は、認知症の人

への接し方を学んでいただく講座でございま

すので、神戸市ではこれまで累計15万人の方

に受講いただいているところでございますが、

現在講座の受講者の方には、行方不明情報の

メールを受信する捜索協力者への登録を御案

内しており、登録いただいた方は行方不明高

齢者の捜索活動に御協力をいただいている状

況でございます。 

  認知症サポーター養成講座を修了された方

は、日常生活の中で理解を持って認知症の方

へ接していただいており、地域における認知

症の理解の浸透につながっております。また、

認知症の人を支える地域の力がこういった活

動によって上がってきているものと考えてい

るものでございます。 

  この地域の力を生かし、認知症の人を地域

で見守る新たな取組といたしまして、事前登

録いただきました認知症の方にＱＲコードつ

きのシールを交付し、衣服等に貼り付け、行

方不明時の身元確認につなげるみまもりシー

ルを導入することを検討しているところでご

ざいます。このみまもりシールの導入を機に、

広く周知を行いますとともに、地域での認知

症高齢者等声かけ訓練での活用等を通じて、

市民の認知症への理解をさらに広げ、地域で

見守る仕組みを強化していきたいと考えてい

るところでございます。 

  認知症の人を支える地域の力を生かして、

今後も認知症の人が安心して暮らし続けられ

るよう、取組を進めてまいりたいと考えてい

るところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 私のほうからは学校

給食に対する支援について答弁させていただ

きます。 

  まず、中学校給食についてですが、子育て

にやさしいまちに向けた取組の１つとして、

中学校給食については、生徒や保護者のニー

ズを踏まえ、これまでの希望制のランチボッ

クス方式から、温かく量の調節も可能な食缶

方式による全員喫食制にこの９月から順次移

行しているところでございます。 

  また、小学生よりも中学生を養育する世帯

のほうがより教育費の負担が大きいことから、

保護者の経済的負担を軽減するため―― 大阪

市では無償化をしておりますが、除いて―― 

政令市の中では唯一、中学校給食の半額助成

を令和２年度より継続して実施しているとこ

ろでございます。 

  食材価格等高騰への対応ですが、社会情勢

の影響等により食材価格が高騰する中におい

ても、保護者の皆様からいただく給食費を値

上げすることなく、給食の質を維持できるよ

う、これも令和４年度から食材価格の高騰分

を公費で負担しているところでございます。 

  今後の状況でございますが、今年度の給食

用食材価格は、食材によって変動はあるもの

の、全体としては、おおむね昨年度と同水準

の価格となっております。そのため、現行の

公費対応により、これまで同様の質を維持し

た給食提供ができるのではないかと考えてお
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ります。しかしながら、精米価格については、

全国的に高騰しており、来年２月頃に入れ替

わる令和６年産の給食用精米についても、市

場に連動した値上げが予想されている状況で

ございます。 

  今後、保護者の経済的負担を増やすことな

く、栄養バランスの取れた給食提供が続けら

れるよう、市長部局とも協議しながら対応し

たいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 長谷選挙管理委員会

事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（長谷英昭君） 私

のほうからは期日前投票の混雑対策について

お答えを申し上げます。 

  期日前投票の混雑状況につきましては、投

票所の規模や曜日・時間帯によって違いはあ

りますが、おおむね期日前投票期間の最終日

―― 投票日の前日でございますけども―― こ

の午前10時頃から午後２時頃にかけて、多く

の有権者の方が投票に来ていただいていると

認識しております。 

  選挙管理委員会では、このたびの衆議院議

員総選挙と兵庫県知事選挙におきまして、期

日前投票期間の最終日は混雑しますという旨

を文章で記載したチラシ等を作成しまして周

知していたのですが、衆議院議員総選挙の期

間中、一部の期日前投票所では、投票するま

で長い時間お待ちいただいたという有権者の

方もいらっしゃるというふうには承知してお

るところでございます。 

  こうした状況を踏まえますと、期日前投票

所の混雑緩和について、何らかの対策が必要

であると考えていましたところ、有益な御提

案をいただいたというふうに思っております。 

  選挙管理委員会といたしましては、他都市

の混雑緩和対策も参考にしながら、来年予定

されている参議院議員通常選挙から、まずは

ホームページ等に混雑予想日や混雑予想時間

帯をグラフ化して、ビジュアル的に分かりや

すく紹介するなどの取組を開始したいと考え

ております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 徳山君。 

○45番（徳山敏子君） 御答弁いただきまして

ありがとうございました。 

  それでは１つ目に、災害に強いまちづくり

についてお伺いいたします。 

  本市では、大規模災害時に市の職員の方や、

防災福祉コミュニティ等の地域団体が協力し

て、円滑な避難所運営ができるように、避難

所を開設・運営するための手順や、基本的な

考え方などをまとめた神戸市避難所開設・運

営マニュアルを作成していただいております

が、約50ページに及び、非常に内容が多く詰

まっておりまして、防災福祉コミュニティや

地元の方が扱いづらいのではないかと感じま

した。命にも関わる大事なマニュアルなのは

承知いたしておりますが、もう少し簡素化し、

実用性のあるものを作成し、避難訓練などに

も参考にしていただくようにしたらどうかと

考えますが、御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 避難所を円滑に開

設・運営いただくための標準的な手順等をま

とめました神戸市避難所開設・運営マニュア

ルにつきましては、平成31年３月に作成した

ものでございます。これは国のガイドライン

に沿って避難所開設の流れ、またレイアウト、

避難生活の役割分担など、全体を網羅する内

容としておりまして、御指摘いただきますと

おり、51ページにわたって記載しているもの

でございます。 

  一方で、ページ数が多いために、必要な情

報にたどり着きにくく、使いづらいというお

声もいただいているところでございます。そ

のため、まず市の避難所開設・運営マニュア

ルの簡素化を図る一方で、各避難所について、

迅速な開設、また初期の運営時に必要となる



 

－85－ 

事項のみをまとめました避難所開設・運営手

順シート、これを新たに市が作成していくこ

ととしているものでございます。これにより

まして、避難所開設当初の運営につきまして

は、この手順シートに基づき、またその後の

避難所全般に係る運営の詳細については、市

の運営マニュアルを参照いただくということ

で、円滑な避難所運営に資するように努めて

いきたいと考えているところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 徳山君。 

○45番（徳山敏子君） ありがとうございます。 

  先ほど、最初の御答弁のときにも市長のほ

うから―― 私自身もあんまりこのスフィア基

準というのを存じ上げなかったんですけれど

も、石破総理が今回所信表明のときにそうい

う言葉が出て、ちょっと勉強させていただい

たんですが、先ほど神戸市のほうでは、こう

いうのに―― 基準にマッチしているよりも、

１人のスペースもその基準よりも大きいとい

うことで、様々言っていただきまして、神戸

市はやっぱり先を進んでいるんだなとは思っ

たんですけれども、今の細かい各学校とか避

難所に関してなんですけれども、今、小原副

市長のほうからも言っていただきましたよう

に、そのマニュアルが本当に分厚くて、それ

からあと、防災シートですか、防災マップ、

各地域に送っていただいております。そうい

うのも見れば大体分かるんですけれども、何

か何を見たらいいのかというのもありますし、

今回避難訓練が各地域でこの11月・12月で行

われていまして、私も１か所しかまだ参加さ

せていただいていないですけど、12月はこれ

からあと幾つかあるんですが、中にはお祭り

のときにちょっとだけスペースを防コミさん

が設けて、ＡＥＤの訓練しているとか、それ

から、みんなで勉強する、みんなで避難訓練

をするというふうな、そういう状況がちょっ

となくなってきているのかなと思います。 

  以前は私の地元の地域でも、もう本当にい

つも寒いこの時期に、外で皆さんで集まって

防災訓練、消防の方もお越しになって、担架

の運び方とかいろいろするんですが、コロナ

になってから、やはりそういう、うちだけで

はなくて、ほかの地域でも、コロナの後、そ

の防災訓練というか、避難訓練をしていると

いうところが少なくなっているように思いま

すので、この夏でしたっけ、南海トラフのこ

ととかもありましたし、それから昨年もゲリ

ラ豪雨とかがあって、その何日間も避難所に

いるわけではないんだけれども、自分の家で

はもう危険だということで、学校などの避難

所に行った場合のそういう個人個人もそうな

んですけれども、すぐにそういう、何という

のか、マットが置いてあるとか、それから避

難生活が円滑に、１日～２日ですので、そん

なに要らないとは思うんですけれども、その

辺のところをもう１回市民の皆さんにも、そ

れから防コミの皆さんにも―― ただ、うちの

場合はもう中心者の方が高齢になってしまっ

て、その方が、やっぱりトップの方になって

いた方がおられなくなると、やはり消滅して

しまって、防災訓練などもできなくなってし

まっている状況なんですけれども、そこをま

た神戸市のほうで音頭を取っていただいて、

しっかりいざというときのための訓練も進め

ていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

  もう１つ、再質問させていただきます。 

  登山家の野口 健さんは、2016年の熊本地

震において、岡山県総社市などと協力をして、

車中泊をする人たちを受け入れるテント村を

熊本県益城町の総合運動公園内に開設し、最

大時では571名が入居されたそうであります。

視察に来られた専門家からは、スフィア基準

にマッチしていると言われ、同基準も参考に

しながら約１か月半運営をし、その結果、テ

ント村からは緊急搬送・救急搬送される人は

１人も出なかったとのことであります。 

  我慢をするのは当たり前という日本人の方
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の風潮であるんですけれども、どの被災地を

訪れても、被災者は声を上げない。熊本地震

では建物の崩壊などによる直接死よりも、避

難生活に伴う災害関連死が４倍以上だったこ

とを考えると、避難所の環境改善は最重要だ

と考えます。元日に発生した能登半島地震で

は、避難所におけるトイレが問題となり、ト

イレトレーラーなどが活用されました。 

  本市においては、災害時こまらんトイレ、

いわゆるマンホールトイレが市内58か所290

基整備されており、その他の避難所では、先

ほど御説明ありましたように、凝固剤などで

対応することになっております。マンホール

は蓋に災害用汚水の文字が入ったマンホール

を使い、災害時でもプールなどの水を利用し

て、水洗で利用できる公共下水道接続型の仮

設トイレであります。 

  この災害時こまらんトイレについては、平

成９年の整備以来、学校関係者への調査が過

去２回実施されており、年数経過とともに仮

設トイレと接続するマンホールの蓋に砂がか

ぶっていて、その文字も見えなくなっていた

りしている避難所、すなわち学校なども増え

ている状況であることが分かりました。非常

時に備え、マンホールトイレの正しい使用方

法のさらなる周知徹底も行うべきと考えます

が、御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 神戸市では、阪神・

淡路大震災時に避難所のトイレが使用できな

くなったという経験によりまして、災害時で

も利用可能な公共下水道に直接接続する公共

下水道接続型仮設トイレ、先生からも御紹介

いただきました愛称災害時こまらんトイレを

平成９年度から平成18年度にかけて60か所整

備をさせていただきました。現在は避難所に

指定されている小・中学校の統廃合によりま

して、58か所に設置をされているところでご

ざいます。 

  御指摘の中でありましたように、学校関係

者へのこの調査を行ったところ、災害時こま

らんトイレのマンホール蓋が確認しにくい避

難所の数が、平成21年度の調査では７か所、

29年度の調査では17か所ということになって

おりました。こういった調査結果を受けまし

て、現在５年に１回実施をしている定期点検

時に、学校関係者と調整をいたしまして、マ

ンホール蓋の位置の確認を行わせていただい

ているところでございます。 

  あわせて、災害時こまらんトイレ付近に組

立てトイレ設置箇所と使用方法を分かりやす

く表示した看板も設置をさせていただいてい

るところでございます。 

  この災害時こまらんトイレの正しい使用方

法につきましては、市のホームページに分か

りやすい使用方法の説明動画や、マニュアル

を掲載しているところでございますし、先ほ

ど答弁をしました看板にも、組立て方法の簡

易な説明とともに、市のホームページにリン

クするＱＲコードを掲げさせていただいてい

るというところでございます。また、地域の

防災訓練において、環境局と合同で組立て訓

練の実施もさせていただいているところでご

ざいます。 

  さらなる周知も必要だというふうに思って

ございまして、組立てトイレ設置に協力をし

ていただける防災福祉コミュニティが一堂に

集まる機会も活用いたしまして、災害時こま

らんトイレの存在や使い方について周知をさ

せていただきますとともに、個別訓練実施の

際にも積極的に出向いていき、実演などを行

うといった取組を―― ちょっと皆さん方、確

認ができていないということがありますので

―― 積極的に進めさせていただきたいと思っ

てございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 徳山君。 

○45番（徳山敏子君） ありがとうございます。 

  年々、平成21年には７か所、そのマンホー
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ルトイレが分かりにくかった。次は平成29年

は17か所と。年々土がかぶって、だんだん見

えなくなっているということは、確かに使わ

れていない、それだけ災害がなかったという

ことで、ありがたいことだなとは思いますけ

れども、でも、やはりいざというときのため

に、今、副市長のほうからお答えいただきま

したけれども、防災福祉コミュニティの皆さ

んと一緒にやっぱりしっかり勉強していただ

いて、いざというときに困らないように、こ

まらんトイレを活用していただきたいと思い

ます。 

  先週の日曜日に介護施設の避難訓練のほう

に参加させていただいたときには、さすがに

やっぱり介護事業者のところですので、分か

りやすくきれいにしてありました。そこでは

マンホールトイレの使い方はさせていただか

なかったんですけれども、凝固剤で固める分

というか、ちゃんと組立てから、やっぱり皆

さん、子供たちも集まって、もう皆さんでパ

イプを、これでどこを組み立ててとか、やっ

ぱり実践することによって、誰か―― いざと

いうときに分からない人ばっかりかもしれな

いけども―― もしかしたらその中にそういう、

いろんなところに貼ってあるマニュアルとか、

ＱＲコードだけではなくて、一緒に勉強した

人、実際に携わった方がおられたら、やっぱ

り早いですので、そういう訓練というのもし

っかり大切なのでしていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

  最後に、この避難所についての要望なんで

すけれども、避難所では、まず命と健康を守

ることを優先に環境改善に努めていただきた

いと思います。各避難所の総点検を実施する

と、トイレの数が少ないとか、不衛生、差し

入れもパンなどの提供が多くて、温かいもの

が食べられない。それからまた、床に雑魚寝

をする。これが現状ではないかと思います。 

  最近、ラジオなどで、トイレ、キッチン、

ベッドの頭文字を取って「ＴＫＢ48」という

言葉を耳にしました。Ｔはトイレ、20人に１

つの確保、Ｋは温かい食事の提供、Ｂはベッ

ドで、簡易ベッドなど安心して眠れる場所の

確保を48時間以内にという、そういうキャッ

チフレーズだそうですが、本市においても、

災害関連死などを招くことがないよう、徹底

して取り組んでいただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  続きまして、期日前投票所の混雑対策につ

いて、先ほど御答弁いただきまして、ビジュ

アル化して、期日前投票期間の一番最後が一

番混雑する日であるということですので、次

の来年７月の参議院選挙のときまでには、き

ちっと体制もビジュアル化で分かるようにし

ていただけるということでございますけれど

も、今度はちょっと私の地元のことで大変恐

縮なんですけれども、その混雑時というより

は、北区の南部の地域では、期日前投票所が

北区役所を含めて２か所で、それに対して、

北部で今日していただいている堂下さんのほ

うの地域は、北神区役所を含め７か所の連絡

所で実施されております。北区役所は駐車場

に入庫するための道路の幅が非常に狭くて、

一方、山田出張所は駐車場と会場が地続きで

すので、どうしてもそちらのほうに集中して

しまいがちです。 

  このたび、10月には衆院選、11月には知事

選と２回あり、そのたびごとに皆さんが工夫

をしてくださって、動線を変えるなど、いろ

いろしていただいたんですけれども、狭い出

張所で実施する代わりに、地元の若い方々か

らは、兵庫区などではショッピングモールで

されているように、私どもの北区のほうでも

コープデイズさんという大きなところがあっ

て、広い会場―― 展示場とかにもさせていた

だいているところもありますので、そういう

ところも活用できないかというお声もありま

すので、今後、検討の１つに入れていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 
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  続きまして、まちの緑化についての再質問

をさせていただきます。 

  市長のほうから先ほど都心のことと、それ

から市街地の街路樹再整備について、いろい

ろ御答弁いただきましたけれども、地元の方

から街路樹再整備の進め方について、伐採の

対象とされた樹木の中に、地域のシンボルツ

リーとして親しまれている樹木が混じってお

り、地元ではわざわざ樹木医さんに依頼をし

て鑑定してもらったそうであります。その結

果、伐採の必要はなく、剪定のみの対応で十

分であるという診断の結果が出たということ

であります。 

  そういうわけで、伐採の取組方に疑問視を

している方々も大勢おられます。無計画に伐

採を進めていると捉えられないように、地域

住民の方に対して、整備計画の考え方や伐採

対象の樹木の基準等、丁寧に説明した上で、

整備を進めるべきと考えますが、御見解をお

伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今、御指摘をいただ

きましたように、街路樹再整備につきまして

は、住民の皆さん方の理解と協力を得ながら

進めることが、まず重要だというふうに思っ

ているところでございます。 

  また、その街路樹再整備の施工に当たりま

しては、危険性の高い街路樹などの伐採や植

え替えを行わさせていただいているわけでご

ざいますが、景観に配慮するとともに、植え

替え時にはより健全に生育できるよう、土壌

改良にも留意をさせていただいているところ

でございます。 

  ただ一方で、街路樹には良好な景観や日陰

をつくるといった効果もありますので、伐採

に否定的な意見もありますことから、伐採を

行う際には、周辺事情や、規模に応じて適切

な方法で周知を行い、地域の理解を得るよう

に努めているところでございます。 

  具体的には、自治会などの地域団体に説明

をさせていただく。沿道の住民にお知らせチ

ラシを配布させていただく。現地の樹木に説

明表示を掲示するなど、状況に応じて様々な

方法で周知をさせていただいているという状

況でございます。 

  ただ、それでもなお、施工の段になりまし

て御意見をいただくということもありますの

で、引き続き丁寧に説明を行うとともに、ホ

ームページを活用した周知を行うなど、周辺

住民に理解と協力を得られますよう努力をし

て、適切に事業を進めてまいりたいと考えて

ございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 徳山君。 

○45番（徳山敏子君） ありがとうございまし

た。 

  今、副市長のほうからいろいろ本当に―― 

私の地元では回覧板しか回ってこなかったか

なと思ったんですけれども、今、沿道にも貼

り紙をしていただいたり、それから地域の公

園部の方にもお伝えしたりと、いろいろ御丁

寧に進めていただいているようでございます

けれども、いざ切られてしまってからとか、

本当に切られる間際になって大騒ぎをしてし

まうような地域もございますので、本当に丁

寧に―― 切ってしまってからではもう根っこ

しか残っておりませんので―― その辺はよろ

しくお願いいたします。 

  それと、交通安全の面で、外周道路で信号

に枝がかかって、信号が見えなかったり、そ

れから標識も見えなかったりするところもあ

りますので、残っていた木で枝が伸びてしま

ってというのもありますので、そういうとこ

ろも適切に伐採という形ではなくて、剪定１

年に２回と言っていただいているんですけれ

ども、伸びが速いところもありますので、そ

ういうところもしっかり―― 交通事故につな

がりかねませんので―― よろしくお願いした

いと思います。 
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  ４点目に、こちらは男性への子宮頸がんワ

クチン接種の要望ですけれども、東京都では、

23区のうち、目黒区・世田谷区など、既に10

区以上が男性へのＨＰＶワクチン接種を任意

予防接種に位置づけて、全額公費負担で実施

しており、他に水戸市や茨城県竜ヶ崎市・埼

玉県秩父市など、関東のほうでは男性のワク

チン接種に積極的に取り組んでおられるよう

であります。 

  神戸市においても、男性のがん予防だけで

はなくて、もうこれによって男性本人も守る

こともできますし、パートナーの女性や胎児

の命を守るためにも、今後取組をしていただ

けるように、また御検討いただきたいと思い

ますので、こちらのほうは要望とさせていた

だきます。 

  ５点目に、認知症の人を地域で支える取組

について再質問をさせていただきます。 

  認知症サポーターがまちに増えれば増える

ほど、認知症の人に優しく、さらには認知症

の方の家族にとっても安心なまちになると思

います。 

  本市では、認知症サポーター養成講座を受

講された方に、無償でオレンジリングを配布

しており、このオレンジリングは認知症サポ

ーターの目印で、本来、認知症の人を私は応

援しますよという意思を示すために、手首や

かばんにつけるものであります。市内、先ほ

ど―― 私は14万ぐらいと思っていましたけど

―― もう既に15万人の方がこの講座を受けて

おり、大体で市民の約10人に１人まで、この

認知症サポーター制度というのが広がったわ

けですけれども、そのあかしであるオレンジ

リングを身につけている方をお見かけするこ

とはほとんどないように感じます。中には受

講してから時間がもうたち、意識が薄れてい

る方がいらっしゃるかもしれません。そのよ

うな方々に対して、再度啓発をする意味を込

め、本市で取り組んでおられる、先ほど御説

明・御回答いただきましたけれども、行方不

明者の捜索をしていただきます神戸市高齢者

安心登録事業の捜索協力者の登録を御案内し

てはどうでしょうか。認知症サポーター養成

講座受講時に登録の御案内もされているとは

伺いましたけれども、これまで登録をされた

方は僅か238名にとどまっているとお聞きし

ております。既に受講された方の意識啓発も

含め、登録推進を促す価値は非常に大きいと

考えますが、御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 今回、神戸市が実施

しております高齢者の安心登録事業につきま

しては、令和６年９月末現在で、全体でその

捜索協力者は840名の方に登録いただいてい

るわけでございますが、そのうち認知症サポ

ーターにつきましては、御紹介いただきまし

たように、230名余りの状況となっておりま

す。 

  御指摘いただきましたように、この認知症

サポーター養成講座を受講された方々につき

ましては、認知症への理解を持った方でござ

いますので、捜索協力者に登録いただいて、

認知症の方を地域で見守る仕組みをつくって

いく、これが非常に大事な視点だと考えてい

るところでございます。 

  既に現在認知症サポーターの養成講座を受

けておられる方については、登録の御案内を

しているわけでございますが、これまでの受

講を終えた方に対しましても、広報紙ＫＯＢ

Ｅ等を活用する形で、改めて登録を呼びかけ

ていきたい、このように考えているところで

ございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 徳山君。 

○45番（徳山敏子君） ありがとうございまし

た。 

  せっかく認知症に対して知識をお持ちの

方々ですので、何らかの形で御協力いただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたし
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ます。 

  もう１つ再質問させていただきます。 

  神戸市では認知症サポーター養成講座を修

了された方を対象に、事例やグループワーク

などを交えて、さらに認知症についての理解

を深めるステップアップ講座を開催されてお

ります。この講座を受講した認知症サポータ

ーが複数集まり、その地域の認知症の方の外

出支援・見守り・声かけ・話し相手・居宅へ

出向く出前支援等を行うチームオレンジの取

組も進めようとされております。一昨年は69

名、本年は106名の方がステップアップ講座

を受講されたと伺っておりますが、いまだチ

ームオレンジは結成されていないと伺いまし

た。今後どのように取り組んでいかれるのか、

御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 御紹介いただきまし

たように、認知症サポーター養成講座を修了

された方を対象に、事例やグループワークな

どを交えて、さらに認知症についての理解を

深めていただく、このステップアップ講座、

これを開催してきているところでございます。 

  国においては、地域で暮らす認知症の人や

家族の困り事の支援ニーズと、認知症サポー

ターを結びつけるための取組として、このス

テップアップ講座を受講された方を中心に、

チームオレンジを地域ごとに構築することが

推奨されているものでございます。 

  神戸市におきましては、チームオレンジと

いう形は取っていないわけではございますが、

次の２つのような取組で対応してきているも

のでございます。 

  まず１つ目につきましては、認知症サポー

ター養成講座や、ステップアップ講座の受講

者に対しまして、社会福祉協議会を通じたボ

ランティア活動や、認知症の人や家族、地域

住民などが参加する集いの場であります、こ

の認知症カフェへの参加などを呼びかけてお

りまして、実際、そうした活動に取り組んで

いただいている方々もいらっしゃる状況にな

ってきております。 

  ２つ目には、地域でのネットワークを生か

した取組といたしまして、このあんしんすこ

やかセンターで、地域住民、また医療・介護

事業者、警察など、関係機関が集まる地域ケ

ア会議を開催して、地域で認知症に関する地

域課題の解決に取り組んでいただいていると

ころでございます。 

  具体的には、地域ケア会議での話合いの結

果、自宅に戻れず困っている高齢者を見つけ

たときに、一時的に待機場所を提供し、協力

事業者から警察へ連絡することによって、無

事に自宅に戻ることができるといった取組も

実施いただいている事例もございます。 

  引き続き、この認知症サポーター養成講座、

またステップアップ講座の受講者に対しまし

て、この講座で学んでいただきました知識等

を生かして地域で御活躍いただきますととも

に、あんしんすこやかセンターを中心とした

この地域のネットワークを活用して、こうい

った方々に御活躍いただいて、認知症の方を

地域で支えるまちづくりを進めていきたいと

考えているところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 徳山君。 

○45番（徳山敏子君） ありがとうございまし

た。 

  すみません。私がチームオレンジの進め方

という認識がちょっと違っていたように、認

識していたように思います。 

  皆さんがそうやって社会福祉協議会であり

ましたり、あんすこさんを中心に、１人でも

多くの方に、認知症の方をそうやって保護で

あったり、それから一緒にカフェで過ごすと

か、時間を持っていただくという取組を進め

ていかれるということですので、今後ともま

たよろしくお願いいたします。 

  要望ですけれども、神戸市が ’19年に創設
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した認知症対策の制度―― 神戸モデルは65歳

以上の早期受診を推進する診断助成制度と、

認知症の人が事故を起こしたときの事故救済

制度を組み合わせた全国初の取組で、診断を

促し、事故を起こした場合の救済制度となっ

ております。 

  一昨日、政府は誰もが認知症になり得るこ

とを前提に、新しい認知症観を提唱されまし

た。そこには認知症の人が尊厳を保持しつつ、

住み慣れた地域で周囲とのつながりを保ちな

がら、希望を持って暮らし続けられるという

考えを示しています。 

  本市には、既に15万人もの専門知識を有す

る認知症サポーターの方々がおられるわけで

すから、その方々の力をお借りし、認知症に

なっても安心して住み慣れた神戸で、そして

また、安心して暮らし続けられるよう取り組

んでいけたらと考えますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

  ６点目、最後に、学校給食に対する支援に

ついて再質問させていただきます。 

  先ほど教育長からは、食材などは物価高騰

が続いておりますけれども、食材費に関して

は、これまでと同等ではないか。ただ、精米

のほう、お米のほうの価格が高騰していると

のお話がありました。 

  先般、国においては総合経済対策が発表さ

れ、物価高騰対策を講じることが明らかとな

りました。特に影響を受ける子育て世代に対

しては、低所得者向けの給付が加算されるな

ど、国においても一定の配慮がなされており

ます。本市においても、予算を確保すべきと

考えますが、市長部局の御見解をお伺いいた

します。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 給食費を維持する予算

の確保につきましては、先ほど教育長から答

弁があったとおりですが、物価高騰対策とし

て、保護者の皆様方からいただく給食費を値

上げすることなく、給食の質を維持すること

ができるよう、令和４年度から食材価格の高

騰分を公費で負担をしてきたところです。 

  給食費の維持につきましては、子育て世帯

の経済的負担軽減の観点からも大変重要な施

策です。令和７年度予算におきましては、御

指摘も踏まえながら、どのような対応が可能

なのかしっかりと検討し、その上で、必要な

予算措置を盛り込んでいきたいと考えており

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 徳山君。 

○45番（徳山敏子君） 前向きな御答弁ありが

とうございました。 

  11月29日に国の補正予算案が閣議決定をし、

電気・ガス・燃油代補助のほか、さらに自治

体の実情に応じた物価高対策を実施するため、

重点支援地方交付金が追加をされましたので、

ぜひともそちらを活用して、配分していただ

きたいと思います。 

  中学生―― 私もそうでしたけれども、お弁

当の時間というのは本当に楽しみですし、ま

た次年度には中学校の全員喫食を目指してい

くということですので、本当にもう皆さんが

わくわくして、同じものを口に入れて、家庭

と違う味ですけれども、そういう楽しい思い

出をつくっていただけたらなと思います。 

  また、今は半額助成をしていただいている

ところでございますけれども、お米の値段が

上がっているところではありますけれども、

これが保護者負担にならないように、今、市

長からも御答弁いただきましたけれども、中

学生に喜んでいただき、また保護者の方にも

負担をかけないような、そういう対策をしっ

かりと取り組んでいただきたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

  時間が余りましたけれども、以上で質問の

ほうを終わらせていただきます。ありがとう

ございました。（拍手） 

○副議長（堂下豊史君） 御苦労さまでした。 
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  この際、お諮りいたします。 

  一般質問は、本日はこの程度にとどめたい

と存じますが、御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 御異議がないと認め

ます。 

  それでは、一般質問は、本日はこの程度に

とどめます。 

  以上で、本日の日程は全部終了いたしまし

た。 

  この際、申し上げます。 

  次回本会議は、明日午前10時に開きます。 

  なお、ただいま在席の各位には、文書によ

る開議通知は省略させていただきますので、

さよう御了承願います。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

   （午後５時35分散会） 
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